
 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 No.3 

「（３）中央最低賃金審議会における目安審議に用

いる参考資料」関連資料 
 

  



目安に関する小委員会における参考資料について 
 

 

１．令和４年度目安に関する小委員会提出資料  

○例年提出している資料 ●委員からの要望等に応じて提出している資料 ◇諮問に関係する資料 

 

＜第１回目安に関する小委員会＞ 

○主要統計資料 

※「決定初任給(高校卒)の推移」、「パートタイム労働者の１求人票あたりの募集賃金平均額」、「パ

ートタイム労働者の１求人票あたりの募集賃金下限額」、「地域別最低賃金額の最高額と最低額及

びその格差の推移」については、第４回全員協議会において、令和４年度以降、毎年提出する資料

に位置付けられた。 

◇新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・新しい資本主義実行計画工程表（関係

部分抜粋） 

◇経済財政運営と改革の基本方針 2022（関係部分抜粋） 

●足下の経済状況等に関する補足資料（新型コロナウイルス感染症・消費者物価の動向を含

む） 

●最低賃金に関する調査研究 

 

＜第２回目安に関する小委員会＞ 

○令和４年賃金改定状況調査結果 

○生活保護と最低賃金 

○地域別最低賃金額、未満率及び影響率 

○賃金分布に関する資料（都道府県別） 

○最新の経済指標の動向（内閣府 月例経済報告（令和４年６月）主要経済指標） 

●委員からの追加要望資料 

●足下の経済状況等に関する補足資料（更新部分のみ抜粋）（新型コロナウイルス感染症・

消費者物価の動向を含む） 

●主要統計資料（更新部分のみ抜粋） 

 

＜第３回目安に関する小委員会＞ 

●委員からの追加要望資料 

 

＜第４・５回目安に関する小委員会＞ 

●足下の経済状況等に関する補足資料（更新部分のみ抜粋）（新型コロナウイルス感染症・

消費者物価の動向を含む） 

●主要統計資料（更新部分のみ抜粋） 
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２．今後の検討内容について 
 

○ 「参考資料の在り方」について議論すべきものとしてご意見を頂いた事項は以下のとお

り。 

 ・現在の主要統計資料の過不足やデータ取得時点の確認 

 ・新規のデータ取得が不可となった参考資料（例：年齢別有効求人倍率）の見直し 

 ・賃金改定状況調査について 
 

○ その他、労使委員からご要望頂いた資料（例：業務改善助成金の執行状況に関係する資

料、国内企業物価指数、賃金改定状況調査第４表③など）のうち、毎年提出する資料に位

置付けるべきものはないか。 
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令
和

4年
度
の
目
安
に
関
す
る
小
委
員
会
に
提
出
し
た
資
料
項
目
一
覧

3

KREBO
テキスト ボックス
現在の主要統計資料の過不足やデータ取得時点の確認新規のデータ取得が不可となった参考資料の見直し



資
料
１
主
要
統
計
資
料

Ⅰ
全
国
統
計
資
料
編

１
主
要
指
標
の
推
移
（
暦
年
・四
半
期
・月
）

(1
) 

 Ｇ
Ｄ

Ｐ
（

名
目

、実
質

）
、鉱

工
業

生
産

指
数

、製
造

工
業

稼
働

率
指

数
、倒

産
件

数
、完

全
失

業
者

数
及

び
完

全
失

業
率

(2
) 

 求
人

倍
率

（
新

規
、有

効
）

、消
費

者
物

価
指

数
、国

内
企

業
物

価
指

数
、賃

金
（

現
金

給
与

総
額

）
指

数
（

名
目

、実
質

）
・パ

ー
ト比

率
（

調
査

産
業

計
、製

造
業

）
２
有
効
求
人
倍
率
の
推
移

(1
)

有
効

求
人

倍
率

の
推

移
（

全
国

・ラ
ン

ク別
、暦

年
・月

）
(2

)
年

齢
別

常
用

求
人

倍
率

の
推

移
（

暦
年

、年
齢

別
）

３
賃
金
・労
働
時
間
の
推
移

(1
)

賃
金

イ
賃

金
（

現
金

給
与

総
額

、定
期

給
与

額
、所

定
内

給
与

額
）

増
減

率
の

推
移

（
規

模
別

（
30

人
以

上
・5

00
人

以
上

・1
00

～
49

9人
・3

0～
99

人
・5

～
29

人
）

、暦
年

・月
）

ロ
パ

ー
トタ

イム
労

働
者

比
率

の
推

移
（

規
模

別
（

30
人

以
上

・5
00

人
以

上
・1

00
～

49
9人

・3
0～

99
人

・5
～

29
人

）
、暦

年
・月

）
ハ

初
任

給
額

、上
昇

額
等

の
推

移
（

学
歴

別
）

(2
)

賃
金

・労
働

時
間

イ
賃

金
・労

働
時

間
指

数
の

推
移

①
［

事
業

所
規

模
30

人
以

上
］

（
暦

年
・四

半
期

、所
定

内
給

与
・所

定
内

労
働

時
間

・時
間

当
た

り所
定

内
給

与
）

賃
金

・労
働

時
間

指
数

の
推

移
②

［
事

業
所

規
模

5～
29

人
］

（
暦

年
・四

半
期

、所
定

内
給

与
・所

定
内

労
働

時
間

・時
間

当
た

り所
定

内
給

与
）

ロ
一

般
労

働
者

の
賃

金
・労

働
時

間
の

推
移

（
規

模
別

（
10

人
以

上
・1

0～
99

人
・５

～
９

人
）

、所
定

内
給

与
・所

定
内

労
働

時
間

・時
間

当
た

り所
定

内
給

与
）

ハ
月

間
労

働
時

間
の

動
き

（
暦

年
・月

、所
定

内
労

働
時

間
・所

定
外

労
働

時
間

（
規

模
別

（
30

人
以

上
・5

～
29

人
）

、所
定

外
労

働
時

間
は

、調
査

産
業

計
・製

造
業

）
）

４
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

(1
)

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
（

令
和

４
年

）
（

連
合

（
規

模
別

、方
式

別
）

、連
合

（
有

期
・短

時
間

・契
約

等
労

働
者

）
、経

団
連

（
大

手
・中

小
別

）
）

(2
)

賃
上

げ
額

・率
の

推
移

イ
１

人
当

た
り平

均
賃

金
の

改
定

額
及

び
改

定
率

の
推

移
（

賃
金

の
改

定
額

・改
定

率
）

ロ
賃

金
の

改
定

の
状

況
、賃

金
の

改
定

の
決

定
に

当
た

り最
も

重
視

した
要

素
別

企
業

割
合

（
令

和
２

年
）

５
夏
季
賞
与
・一
時
金
妥
結
状
況
（
令
和
３
年
、令
和
４
年
）
（
連
合
、経
団
連
）

６
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前
年
上
昇
率
の
推
移
（
全
国
・ラ
ン
ク
別
、暦
年
・月
）

７
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
時
間
額
）
、未
満
率
及
び
影
響
率
の
推
移
（
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
）

８
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
に
よ
る
未
満
率
及
び
影
響
率
（
推
移
）

９
地
域
別
最
低
賃
金
と賃
金
水
準
との
関
係
（
推
移
）

(1
) 

 一
般

労
働

者
（

企
業

規
模

10
人

以
上

・1
0～

99
人

）
(2

) 
 短

時
間

労
働

者
（

企
業

規
模

10
人

以
上

・1
0～

99
人

）
(3

) 
 毎

月
勤

労
統

計
調

査
（

暦
年

、事
業

所
規

模
30

人
以

上
）

10
企
業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

(1
)

日
銀

短
観

に
よ

る
企

業
の

業
況

判
断

及
び

収
益

イ
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）
（

企
業

規
模

別
、四

半
期

）
ロ

経
常

利
益

増
減

（
企

業
規

模
別

、年
度

）
ハ

売
上

高
経

常
利

益
率

（
企

業
規

模
別

、年
度

）
(2

)
法

人
企

業
統

計
に

よ
る

企
業

収
益

（
経

常
利

益
・売

上
高

経
常

利
益

率
、資

本
金

規
模

別
、年

度
、四

半
期

）
(3

)
中

小
企

業
景

況
調

査
に

よ
る

業
況

判
断

（
Ｄ

Ｉ
）

（
前

年
同

期
との

比
較

、産
業

別
、四

半
期

）
11

法
人
企
業
統
計
で
み
た
労
働
生
産
性
の
推
移
（
産
業
（
製
造
業
・非
製
造
業
）
・資
本
金
階
級
別
、年
度
）

第
１
回
目
安
小
委
員
会
（
１
／
５
）

1
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第
１
回
目
安
小
委
員
会
（
２
／
５
）

Ⅱ
都
道
府
県
統
計
資
料
編

１
各
種
関
連
指
標
（
都
道
府
県
別
、１
人
当
た
り県
民
所
得
・標
準
生
計
費
・新
規
学
卒
者
(高
卒
)の
所
定
内
給
与
額
（
男
女
別
）
）

２
有
効
求
人
倍
率
の
推
移
（
都
道
府
県
別
、暦
年
）

３
失
業
率
の
推
移
（
都
道
府
県
別
、暦
年
・四
半
期
）

４
賃
金
・労
働
時
間
の
実
情
と推
移

(1
)

賃
金

イ
定

期
給

与
の

推
移

［
事

業
所

規
模

30
人

以
上

］
（

都
道

府
県

別
、暦

年
）

ロ
パ

ー
トタ

イム
労

働
者

の
１

求
人

票
あ

た
りの

募
集

賃
金

平
均

額
ハ

パ
ー

トタ
イム

労
働

者
の

１
求

人
票

あ
た

りの
募

集
賃

金
下

限
額

(2
)

労
働

時
間

常
用

労
働

者
１

人
平

均
月

間
総

実
労

働
時

間
と所

定
外

労
働

時
間

の
推

移
［

調
査

産
業

計
、事

業
所

規
模

30
人

以
上

］
（

都
道

府
県

別
、暦

年
）

５
消
費
者
物
価
指
数
等
の
推
移

(1
)

消
費

者
物

価
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

（
都

道
府

県
庁

所
在

都
市

別
、暦

年
・月

）
(2

)
消

費
者

物
価

地
域

差
指

数
の

推
移

（
都

道
府

県
庁

所
在

都
市

別
、暦

年
）

６
労
働
者
数
等
の
推
移

(1
)

常
用

労
働

者
数

［
事

業
所

規
模

5人
以

上
］

（
都

道
府

県
別

、暦
年

）
(2

)
雇

用
保

険
の

被
保

険
者

数
（

都
道

府
県

別
、暦

年
）

(3
)

就
業

者
数

（
都

道
府

県
別

、暦
年

）
Ⅲ
業
務
統
計
資
料
編

１
地
域
別
最
低
賃
金
改
定
状
況

(1
)

令
和

３
年

度
地

域
別

最
低

賃
金

の
審

議
・決

定
状

況
（

都
道

府
県

別
、前

年
度

決
定

金
額

・改
定

最
低

賃
金

額
（

引
上

げ
額

・率
）

・結
審

年
月

日
、採

決
状

況
、効

力
発

生
日

）
(2

)
目

安
と改

定
額

との
関

係
の

推
移

（
都

道
府

県
別

）
(3

)
効

力
発

生
年

月
日

の
推

移
（

都
道

府
県

別
）

(4
)

加
重

平
均

額
と引

上
げ

率
の

推
移

（
全

国
・ラ

ンク
別

）
(5

)
最

高
額

と最
低

額
及

び
格

差
の

推
移

（
最

高
額

・最
低

額
・格

差
）

(6
)

地
域

別
最

低
賃

金
引

上
げ

率
の

推
移

（
都

道
府

県
別

）
２
最
低
賃
金
の
履
行
確
保
を
主
眼
とす
る
監
督
指
導
結
果

(1
)

監
督

指
導

結
果

の
推

移
（

法
違

反
の

状
況

・法
違

反
事

業
所

の
認

識
状

況
、最

賃
未

満
労

働
者

の
状

況
）

(2
)

業
種

別
法

違
反

の
状

況
（

令
和

４
年

１
～

３
月

全
国

計
）

（
業

種
別

、地
域

別
最

低
賃

金
適

用
事

業
場

・特
定

最
低

賃
金

適
用

事
業

場
別

）

資
料
２
新
しい
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ドデ
ザ
イ
ン
及
び
実
行
計
画
（
令
和
４
年
６
月
７
日
閣
議
決
定
）
・新
しい
資
本
主
義
実
行
計
画
工
程
表
（
関
係
部
分
抜
粋
）

資
料
３
経
済
財
政
運
営
と改
革
の
基
本
方
針
20
22
（
令
和
４
年
６
月
７
日
閣
議
決
定
）
（
関
係
部
分
抜
粋
）
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資
料
４
足
下
の
経
済
状
況
等
に
関
す
る
補
足
資
料
（
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
・消
費
者
物
価
の
動
向
を
含
む
）

○
新

型
コロ

ナ
ウイ

ル
ス

感
染

症
の

新
規

感
染

者
数

の
推

移
（

日
別

）
○

内
閣

府
「月

例
経

済
報

告
」に

お
け

る
日

本
経

済
の

基
調

判
断

（
20

22
年

１
月

～
６

月
）

○
新

型
コロ

ナ
ウイ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

した
仕

事
や

生
活

へ
の

影
響

○
連

合
春

季
賃

上
げ

妥
結

状
況

○
経

団
連

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
＜

地
域

別
の

状
況

＞
○

新
型

コロ
ナ

ウイ
ル

ス
感

染
症

の
都

道
府

県
別

感
染

者
数

（
累

積
）

○
ラン

ク別
完

全
失

業
率

の
推

移
○

ラン
ク別

有
効

求
人

倍
率

の
推

移
○

ラン
ク別

新
規

求
人

数
の

水
準

の
推

移
＜

産
業

別
の

状
況

＞
○

主
な

産
業

の
売

上
高

経
常

利
益

率
の

推
移

○
（

参
考

）
売

上
高

経
常

利
益

率
の

推
移

（
詳

細
）

○
日

銀
短

観
に

よ
る

主
な

産
業

の
業

況
判

断
Ｄ

Ｉ
の

推
移

＜
消

費
者

物
価

の
動

向
＞

○
消

費
者

物
価

指
数

の
指

標
○

消
費

者
物

価
指

数
の

推
移

（
対

前
年

同
月

比
）

○
消

費
者

物
価

指
数

の
「持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く総
合

」の
主

な
項

目
別

寄
与

度
の

推
移

○
消

費
者

物
価

指
数

の
「基

礎
的

・選
択

的
支

出
項

目
別

指
数

」の
推

移
○

消
費

者
物

価
指

数
の

「購
入

頻
度

階
級

別
指

数
」の

推
移

＜
経

済
対

策
・中

小
企

業
へ

の
支

援
策

＞
○

コロ
ナ

克
服

・新
時

代
開

拓
の

た
め

の
経

済
対

策
（

令
和

３
年

11
月

19
日

閣
議

決
定

）
○

コロ
ナ

克
服

・新
時

代
開

拓
の

た
め

の
経

済
対

策
に

お
け

る
主

な
経

済
支

援
策

の
執

行
状

況
（

令
和

４
年

３
月

３
日

経
済

財
政

諮
問

会
議

資
料

「経
済

対
策

の
フォ

ロー
ア

ップ
に

つ
い

て
」よ

り抜
粋

）
○

コロ
ナ

禍
に

お
け

る
「原

油
価

格
・物

価
高

騰
等

総
合

緊
急

対
策

」（
令

和
４

年
４

月
26

日
決

定
）

○
中

小
企

業
の

生
産

性
向

上
等

に
係

る
支

援
策

（
経

済
産

業
省

関
連

施
策

、厚
生

労
働

省
関

連
施

策
）

○
中

小
企

業
の

生
産

性
向

上
等

に
係

る
支

援
策

に
お

け
る

主
な

補
助

金
・助

成
金

の
実

績
（

件
数

、令
和

３
年

度
）

○
取

引
適

正
化

に
向

け
た

取
組

（
令

和
４

年
５

月
20

日
第

７
回

新
しい

資
本

主
義

実
現

会
議

萩
生

田
経

済
産

業
大

臣
提

出
資

料
「人

へ
の

投
資

、取
引

適
正

化
に

向
け

た
経

済
産

業
省

の
主

な
取

組
に

つ
い

て
」よ

り抜
粋

）

第
１
回
目
安
小
委
員
会
（
３
／
５
）
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参
考
資
料
最
低
賃
金
に
関
す
る
調
査
研
究

○
最
低
賃
金
に
関
す
る
報
告
書
（
概
要
）

は
じめ

に
・第

１
章

最
低

賃
金

制
度

の
全

体
像

・賃
金

改
定

状
況

調
査

に
よ

る
賃

金
上

昇
率

と最
低

賃
金

引
上

げ
率

の
推

移
・最

低
賃

金
の

未
満

率
と影

響
率

の
推

移
（

最
低

賃
金

に
関

す
る

基
礎

調
査

、賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

特
別

集
計

）
第

２
章

最
低

賃
金

と労
働

者
の

賃
金

・生
活

１
．

賃
金

へ
の

影
響

・時
間

当
た

り所
定

内
給

与
額

の
分

布
（

常
用

労
働

者
）

・時
間

当
た

り所
定

内
給

与
額

と最
低

賃
金

額
の

差
の

分
布

（
常

用
労

働
者

）
・産

業
別

の
最

賃
近

傍
雇

用
者

割
合

・就
業

形
態

別
、男

女
別

、年
齢

階
級

別
の

最
低

賃
金

近
傍

雇
用

者
割

合
２

．
最

賃
近

傍
雇

用
者

の
世

帯
所

得
・暮

らし
の

状
況

・最
賃

近
傍

雇
用

者
の

属
性

別
内

訳
の

推
移

・等
価

可
処

分
所

得
が

貧
困

線
未

満
の

世
帯

に
属

す
る

雇
用

者
に

占
め

る
最

賃
近

傍
雇

用
者

の
割

合
の

推
移

第
３

章
最

低
賃

金
と労

働
市

場
（

雇
用

や
労

働
時

間
へ

の
影

響
）

・完
全

失
業

率
と最

低
賃

金
の

引
上

げ
率

の
推

移
・最

賃
近

傍
雇

用
者

の
就

業
調

整
の

有
無

別
内

訳
第

４
章

最
低

賃
金

と生
産

性
、企

業
の

対
応

・資
本

金
階

級
別

売
上

高
経

常
利

益
率

と最
低

賃
金

額
の

推
移

（
金

融
保

険
業

を
除

く全
産

業
）

・雇
用

保
険

適
用

事
業

所
で

見
た

開
業

率
・廃

業
率

と最
低

賃
金

引
上

げ
率

第
５

章
最

低
賃

金
と地

域
１

．
最

低
賃

金
の

地
域

差
・地

域
別

指
定

賃
金

等
の

最
低

額
の

推
移

（
対

最
高

額
比

）
・都

道
府

県
別

の
賃

金
分

布
の

特
性

値
の

最
低

額
（

対
最

高
額

比
）

２
．

最
低

賃
金

と地
域

間
移

動
・過

去
１

年
間

の
県

間
移

動
率

と移
動

理
由

の
内

訳
・無

配
偶

雇
用

者
の

過
去

１
年

間
に

お
け

る
「仕

事
に

つ
くた

め
」を

理
由

とし
た

県
間

移
動

率
お

わ
りに第
１
回
目
安
小
委
員
会
（
４
／
５
）
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○
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「最
低
賃
金
の
引
上
げ
と企
業
行
動
に
関
す
る
調
査
」（
20
21
年
）
の
概
要
（
速
報
）

・調
査

の
概

要
、有

効
回

答
数

等
・地

域
別

最
低

賃
金

額
の

認
知

の
有

無
（

全
体

、規
模

別
、ラ

ンク
別

）
・正

社
員

及
び

パ
ー

ト・
ア

ル
バ

イト
の

賃
金

決
定

の
考

慮
要

素
・最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

取
組

の
有

無
及

び
内

容
・最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

取
組

に
よ

る
労

働
生

産
性

の
変

化
に

関
す

る
企

業
の

認
識

・最
低

賃
金

引
上

げ
に

対
応

す
る

た
め

に
期

待
す

る
政

策
的

支
援

○
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リサ
ー
チ
＆
コン
サ
ル
テ
ィン
グ
株
式
会
社
「最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等
に
関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」（
20
22
年
）
の
概
要
（
速
報
）

・調
査

の
概

要
、有

効
回

答
数

等
・過

去
１

年
以

内
の

時
間

当
た

り賃
金

の
上

昇
の

有
無

と上
昇

額
・過

去
１

年
以

内
の

時
間

当
た

り賃
金

が
上

昇
した

時
期

及
び

理
由

・賃
金

上
昇

の
理

由
に

最
低

賃
金

を
挙

げ
た

労
働

者
の

モ
チ

ベ
ー

シ
ョン

、暮
らし

向
き

、賃
金

使
途

・（
参

考
）

最
低

賃
金

額
及

び
20

21
年

10
月

の
引

上
げ

の
認

知
有

無
、知

った
経

緯
・方

法

第
１
回
目
安
小
委
員
会
（
５
／
５
）
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資
料
１
令
和
４
年
賃
金
改
定
状
況
調
査
結
果

○
調

査
の

概
要

○
第

１
表

賃
金

改
定

実
施

状
況

別
事

業
所

割
合

○
第

２
表

事
業

所
の

平
均

賃
金

改
定

率
○

第
３

表
事

業
所

の
賃

金
引

上
げ

率
の

分
布

の
特

性
値

○
第

４
表

①
一

般
労

働
者

及
び

パ
ー

トタ
イム

労
働

者
の

賃
金

上
昇

率
（

男
女

別
内

訳
）

○
第

４
表

②
一

般
労

働
者

及
び

パ
ー

トタ
イム

労
働

者
の

賃
金

上
昇

率
（

一
般

・パ
ー

ト別
内

訳
）

○
参

考
１

賃
金

引
上

げ
の

実
施

時
期

別
事

業
所

数
割

合
○

参
考

２
事

由
別

賃
金

改
定

未
実

施
事

業
所

割
合

○
付

表
労

働
者

構
成

比
率

及
び

年
間

所
定

労
働

日
数

資
料
２
生
活
保
護
と最
低
賃
金

○
調

査
の

概
要

○
生

活
保

護
（

生
活

扶
助

基
準

（
１

類
費

＋
２

類
費

＋
期

末
一

時
扶

助
費

）
＋

住
宅

扶
助

）
と最

低
賃

金
○

生
活

保
護

（
生

活
扶

助
基

準
（

１
類

費
＋

２
類

費
＋

期
末

一
時

扶
助

費
）

＋
住

宅
扶

助
）

と最
低

賃
金

（
令

和
３

年
度

最
低

賃
金

改
定

額
反

映
版

）
○

都
道

府
県

ご
との

最
低

賃
金

と生
活

保
護

水
準

との
乖

離
額

変
動

の
要

因
分

析

資
料
３
地
域
別
最
低
賃
金
額
、未
満
率
及
び
影
響
率

○
地

域
別

最
低

賃
金

額
、未

満
率

及
び

影
響

率
（

ラン
ク別

）
の

推
移

（
平

成
24

～
令

和
３

年
度

）
○

都
道

府
県

別
未

満
率

と影
響

率
（

令
和

３
年

最
低

賃
金

に
関

す
る

基
礎

調
査

）
○

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

特
別

集
計

に
よ

る
都

道
府

県
別

未
満

率
と影

響
率

（
令

和
３

年
）

資
料
４
賃
金
分
布
に
関
す
る
資
料
（
都
道
府
県
別
）

○
時

間
当

た
り賃

金
分

布
（

一
般

労
働

者
・短

時
間

労
働

者
計

）
○

時
間

当
た

り賃
金

分
布

（
一

般
労

働
者

）
○

時
間

当
た

り賃
金

分
布

（
短

時
間

労
働

者
）

資
料
５
最
新
の
経
済
指
標
の
動
向
（
内
閣
府
月
例
経
済
報
告
（
令
和
４
年
６
月
）
主
要
経
済
指
標
）

Ⅰ
我
が
国
経
済

１
四

半
期

GD
P速

報
２

個
人

消
費

３
民

間
設

備
投

資
４

住
宅

建
設

５
公

共
投

資
６

輸
出

・輸
入

・国
際

収
支

７
生

産
・出

荷
・在

庫
８

企
業

収
支

・業
況

判
断

第
２
回
目
安
小
委
員
会
（
１
／
２
）

6

９
倒

産
１

０
雇

用
情

勢
１

１
物

価
１

２
金

融
１

３
景

気
ウォ

ッチ
ャー

調
査

参
考

１
景

気
動

向
指

数
参

考
２

地
価

・住
宅

価
格

の
推

移
参

考
３

地
域

経
済

Ⅱ
海
外
経
済

１
ア

メリ
カ

２
ア

ジ
ア

地
域

３
ヨー

ロッ
パ

地
域

４
国

際
金

融
○

主
要

経
済

指
標

の
国

際
比

較

9



参
考
資
料
１
委
員
か
らの
追
加
要
望
資
料

○
中

小
企

業
の

生
産

性
向

上
等

に
係

る
支

援
策

に
お

け
る

主
な

補
助

金
・助

成
金

の
実

績
（

第
１

回
目

安
小

委
員

会
資

料
４

に
一

部
追

記
）

○
業

務
改

善
助

成
金

の
執

行
状

況
○

業
務

改
善

助
成

金
の

都
道

府
県

別
実

績
○

倒
産

件
数

及
び

新
型

コロ
ナ

ウイ
ル

ス
関

連
破

た
ん

件
数

の
推

移
（

中
小

企
業

庁
「2

02
2年

版
中

小
企

業
白

書
・小

規
模

企
業

白
書

概
要

」よ
り抜

粋
）

○
原

因
別

倒
産

状
況

の
推

移
○

要
因

別
で

見
た

人
手

不
足

関
連

倒
産

の
推

移
（

厚
生

労
働

省
「令

和
３

年
版

労
働

経
済

の
分

析
」よ

り抜
粋

）
○

休
廃

業
・解

散
件

数
と休

廃
業

・解
散

企
業

の
代

表
者

年
齢

（
中

小
企

業
庁

「2
02

2年
版

中
小

企
業

白
書

」よ
り抜

粋
）

参
考
資
料
２
足
下
の
経
済
状
況
等
に
関
す
る
補
足
資
料
（
更
新
部
分
の
み
抜
粋
）
（
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
・消
費
者
物
価
の
動
向
を
含
む
）

○
連

合
春

季
賃

上
げ

妥
結

状
況

○
ラン

ク別
有

効
求

人
倍

率
の

推
移

○
ラン

ク別
新

規
求

人
数

の
水

準
の

推
移

○
日

銀
短

観
に

よ
る

主
な

産
業

の
業

況
判

断
Ｄ

Ｉ
の

推
移

参
考
資
料
３
主
要
統
計
資
料
（
更
新
部
分
の
み
抜
粋
）

Ⅰ
全
国
統
計
資
料
編

４
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

(1
)

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
（

令
和

４
年

）
（

連
合

（
規

模
別

、方
式

別
）

、連
合

（
有

期
・短

時
間

・契
約

等
労

働
者

）
、経

団
連

（
大

手
・中

小
別

）
）

５
夏
季
給
与
・一
時
金
妥
結
状
況
（
令
和
４
年
）
（
連
合
、経
団
連
）

10
企
業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

(3
)

中
小

企
業

景
況

調
査

に
よ

る
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）
（

前
年

同
期

との
比

較
、産

業
別

、四
半

期
）

第
２
回
目
安
小
委
員
会
（
２
／
２
）

7
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参
考
資
料
委
員
か
らの
追
加
要
望
資
料

○
国

内
企

業
物

価
指

数
（

前
年

同
月

比
）

の
推

移
○

輸
入

物
価

指
数

（
円

ベ
ー

ス
・前

年
同

月
比

）
の

推
移

○
令

和
４

年
賃

金
改

定
状

況
調

査
結

果
・調

査
の

概
要

・第
４

表
③

一
般

労
働

者
及

び
パ

ー
トタ

イム
労

働
者

の
賃

金
上

昇
率

（
令

和
３

年
６

月
と令

和
４

年
６

月
の

両
方

に
在

籍
して

い
た

労
働

者
の

み
を

対
象

とし
た

集
計

）

第
３
回
目
安
小
委
員
会
（
１
／
１
）
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参
考
資
料
１
足
下
の
経
済
状
況
等
に
関
す
る
補
足
資
料
（
更
新
部
分
の
み
抜
粋
）
（
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
・消
費
者
物
価
の
動
向
を
含
む
）

○
消

費
者

物
価

指
数

の
推

移
（

対
前

年
同

月
比

）
○

消
費

者
物

価
指

数
の

「持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く総

合
」の

主
な

項
目

別
寄

与
度

の
推

移
○

消
費

者
物

価
指

数
の

「基
礎

的
・選

択
的

支
出

項
目

別
指

数
」の

推
移

○
消

費
者

物
価

指
数

の
「購

入
頻

度
階

級
別

指
数

」の
推

移

参
考
資
料
２
主
要
統
計
資
料
（
更
新
部
分
の
み
抜
粋
）

Ⅰ
全
国
統
計
資
料
編

６
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前
年
上
昇
率
の
推
移
（
全
国
・ラ
ン
ク
別
、暦
年
・月
）

Ⅱ
都
道
府
県
統
計
資
料
編

５
消
費
者
物
価
指
数
等
の
推
移

(1
)

消
費

者
物

価
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

（
都

道
府

県
庁

所
在

都
市

別
、暦

年
・月

）

第
４
回
目
安
小
委
員
会
（
１
／
１
）
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参
考
資
料
１
足
下
の
経
済
状
況
等
に
関
す
る
補
足
資
料
（
更
新
部
分
の
み
抜
粋
）
（
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
・消
費
者
物
価
の
動
向
を
含
む
）

○
内

閣
府

「月
例

経
済

報
告

」に
お

け
る

日
本

経
済

の
基

調
判

断
（

20
22

年
１

月
～

７
月

）
○

経
団

連
春

季
賃

上
げ

妥
結

状
況

○
ラン

ク別
有

効
求

人
倍

率
の

推
移

○
ラン

ク別
新

規
求

人
数

の
水

準
の

推
移

参
考
資
料
２
主
要
統
計
資
料
（
更
新
部
分
の
み
抜
粋
）

Ⅰ
全
国
統
計
資
料
編

４
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

(1
)

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
（

令
和

４
年

）
（

連
合

（
規

模
別

、方
式

別
）

、連
合

（
有

期
・短

時
間

・契
約

等
労

働
者

）
、経

団
連

（
大

手
・中

小
別

）
）

第
５
回
目
安
小
委
員
会
（
１
／
１
）

10
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中央最低賃金審議会目安制度の在り方に関する全員協議会報告（抄） 

 

 

         （平成 29 年３月 28 日） 

 

４ 参考資料の在り方について 

（１）賃金改定状況調査について 

  賃金改定状況調査については、適切に今日の経済や賃金の状況における実態を

把握できているか検討すべきとの意見や、最低賃金近傍の労働者の実態を正確に

反映するよう定期的に見直しを行うべきとの意見、業種の追加や配分、調査対象

事業所の規模について改めて検討を行うべきであるとの意見があった。 

  今般の検討の結果、短期間に調査結果の集計が求められるという賃金改定状況

調査の性格も考慮すると、調査対象事業所の選定について、当面は現行の方法を

維持することが適当である。 

  

（２）その他参考資料の在り方について 

  中央及び地方最低賃金審議会の審議に当たっては、最低賃金法第９条に規定さ

れている地域別最低賃金の決定に当たって考慮すべきこととされている、地域に

おける労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力に係る各種統計

資料を収集・整備してきたところである。 

  これに対して、地方最低賃金審議会委員の意見聴取の結果も踏まえ、各種統計

資料の棚卸しを行い、真に必要な資料を取捨選択すべきとの意見があった。また、

地方最低賃金審議会の自主性を発揮できるよう参考資料の見直しを行うべきとの

意見もあった。 

  参考資料については、経済社会状況の変化等も踏まえ、各種統計資料の取捨選

択を行うとともに、下記（３）の最低賃金引上げの影響に係る資料を充実するな

ど、引き続き見直しについて検討することが必要である。 

 

（３）最低賃金引上げが及ぼす影響の検討について 

  最低賃金引上げが及ぼす影響については、新たに参考資料を追加することも含

め、その影響をどのように評価するかに関して様々な意見があったが、中央最低

賃金審議会として、例えば都道府県別の影響率や雇用者数の動向に関する資料な

ど広く様々な統計資料等を注視しながら、当該影響について継続的に検討してい

くことが必要である。 
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資
料

標
題

Ⅰ
　

全
国

統
計

資
料

編

　
１

　
主

要
指

標
の

推
移

（
暦

年
・
四
半
期
・
月
）

・
・

・
１

　
　

(
2
)
 
 
求

人
倍

率
、

消
費

者
物
価
指
数
、
国
内
企
業
物
価
指
数
、
賃
金
（
現
金
給
与
総
額
）
指
数

・
・

・
２

　
２

　
有

効
求

人
倍

率
の

推
移

　
　

(
1
)
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
暦
年
・
月
）

・
・

・
３

　
　

(
2
)
　

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
の
推
移
（
暦
年
、
年
齢
別
）

・
・

・
４

　
３

　
賃

金
・

労
働

時
間

の
推

移

　
　

(
1
)
　

賃
金

　
　

　
イ

　
賃

金
（

現
金

給
与

総
額
・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移
（
規
模
別
（
3
0
人
以
上
・
5
～
2
9
人
）
、
暦
年
・

月
）

・
・

・
５

　
　

　
ロ

　
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者
比
率
の
推
移
（
規
模
別
（
3
0
人
以
上
・
5
～
2
9
人
）
、
暦
年
・
月
）

・
・

・
６

　
　

　
ハ

　
初

任
給

額
、

上
昇

額
等
の
推
移
（
年
度
、
学
歴
別
）

・
・

・
７

　
　

(
2
)
　

賃
金

・
労

働
時

間

　
　

　
イ

　
賃

金
・

労
働

時
間

指
数
の
推
移
①

［
事
業
所
規
模
3
0
人
以
上
］
（
暦
年
・
四
半
期
、
所
定
内
給
与
・
所
定
内
労
働
時
間
・
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
）

・
・

・
８

　
　

　
　

　
賃

金
・

労
働

時
間

指
数
の
推
移
②

［
事
業
所
規
模
5
～
2
9
人
］
（
暦
年
・
四
半
期
、
所
定
内
給
与
・
所
定
内
労
働
時
間
・
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
）

・
・

・
９

　
　

　
ロ

　
一

般
労

働
者

の
賃

金
・
労

働
時

間
の

推
移

（
暦

年
、

規
模

別
（
1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

・
５

～
９

人
）
・
所

定
内

給
与

・
所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
）
・

・
・

1
0

　
　

　
ハ

　
月

間
労

働
時

間
の

動
き

（
暦
年
・
月
、
所
定
内
労
働
時
間

・
所
定
外
労
働
時
間
（
規
模

別
（
3
0
人
以
上
・
5
～
2
9
人
）
）
）

・
・

・
1
1

　
４

　
春

季
賃

上
げ

妥
結

状
況

　
　

(
1
)
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
（
令
和
４
年
）
（
連
合
（
規
模
別
、
方
式
別
）
、
経
団
連
（
大
手
・
中
小
別
）
）

・
・

・
1
2

　
　

(
2
)
　

賃
上

げ
額

・
率

の
推

移
・

・
・

1
3

　
　

　
イ

　
１

人
当

た
り

平
均

賃
金
の
改
定
額
及
び
改
定
率
の
推
移
（
暦
年
、
賃
金
の
改
定
額
・
改
定
率
）

　
　

　
ロ

　
賃

金
の

改
定

の
状

況
、
賃
金
の
改
定
の
決
定
に
当
た
り
最
も
重
視
し
た
要
素
別
企
業
割
合
（
令
和
３
年
）

　
５

　
夏

季
賞

与
・

一
時

金
妥

結
状
況
（
令
和
４
年
）
（
連
合
、
経
団
連
）

・
・

・
1
4

　
　

(
1
)
 
 
Ｇ

Ｄ
Ｐ

、
鉱

工
業

生
産
指
数
、
製
造
工
業
稼
働
率
指
数
、
倒
産
件
数
、
完
全
失
業
者
数
及
び
完
全
失
業
率

16



　
６

　
消

費
者

物
価

指
数

の
対

前
年
上
昇
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
暦
年
・
月
）

・
・

・
1
5

　
７

　
地

域
別

最
低

賃
金

額
（

時
間
額
）
、
未
満
率
及
び
影
響
率
の
推
移

・
・

・
1
6

　
８

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
特
別
集
計
に
よ
る
未
満
率
及
び
影
響
率

・
・

・
1
7

　
９

　
地

域
別

最
低

賃
金

と
賃

金
水
準
と
の
関
係

・
・

・
1
8

・
・

・
1
9

・
・

・
2
0

　
1
0
　

企
業

の
業

況
判

断
及

び
収

益

　
　

(
1
)
　

日
銀

短
観

に
よ

る
企

業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

　
　

　
イ

　
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）
（
企
業
規
模
別
、
四
半
期
）

・
・

・
2
1

　
　

　
ロ

　
経

常
利

益
増

減
（

企
業
規
模
別
、
年
度
）

・
・

・
2
2

　
　

　
ハ

　
売

上
高

経
常

利
益

率
（
企
業
規
模
別
、
年
度
）

・
・

・
2
2

　
　

(
2
)
　

法
人

企
業

統
計

に
よ

る
企
業
収
益
（
資
本
金
規
模
別
、
年
度
・
四
半
期
）

・
・

・
2
5

　
　

(
3
)
　

中
小

企
業

景
況

調
査

に
よ
る
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）
（
産
業
別
、
暦
年
・
四
半
期
）

・
・

・
2
6

　
1
1
　

法
人

企
業

統
計

で
み

た
労

働
生
産
性
の
推
移
（
年
度
）

・
・

・
2
8

Ⅱ
　

都
道

府
県

統
計

資
料

編

　
１

　
各

種
関

連
指

標
（

ラ
ン

ク
別
・
都
道
府
県
別
、
１

人
当
た
り
県
民
所
得
・
標
準
生
計
費
・
新
規
学
卒
者
(
高
卒
)
の
所
定
内
給
与
額
）

・
・

・
3
0

　
２

　
有

効
求

人
倍

率
の

推
移

（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
）

・
・

・
3
1

　
３

　
失

業
率

の
推

移
（

ラ
ン

ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
・
四
半
期
）

・
・

・
3
2

　
４

　
賃

金
・

労
働

時
間

の
実

情
と
推
移

　
　

(
1
)
　

賃
金

　
　

　
イ

　
定

期
給

与
の

推
移

［
事
業
所
規
模
3
0
人
以
上
］
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
）

・
・

・
3
3

　
　

(
1
)
 
 
一

般
労

働
者

（
暦

年
、
全
国
・
産
業
計
（
企
業
規
模
1
0
人
以
上
・
1
0
～
9
9
人
）
）

　
　

(
2
)
 
 
短

時
間

労
働

者
（

暦
年
、
全
国
・
産
業
計
（
企
業
規
模
1
0
人
以
上
・
1
0
～
9
9
人
）
）

　
　

(
3
)
 
 
毎

月
勤

労
統

計
調

査
（
暦
年
、
全
国
・
産
業
計
事
業
所
規
模
3
0
人
以
上
）

17



　
　

　
ロ

　
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者
の
１
求
人
票
あ
た
り
の
募
集
賃
金
平
均
額

・
・

・
3
4

　
　

　
ハ

　
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者
の
１
求
人
票
あ
た
り
の
募
集
賃
金
下
限
額

・
・

・
3
5

　
　

(
2
)
　

労
働

時
間

　
　

　
　

常
用

労
働

者
１

人
平

均
月
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
外
労
働
時
間
の
推
移
［
調
査
産
業
計
、
事
業
所
規
模
3
0
人

以
上

］
・

・
・

3
6

　
　

　
　

（
ラ

ン
ク

別
・

都
道

府
県
別
、
総
実
労
働
時
間
・
所
定
外
労
働
時
間
別
（
暦
年
）
）

　
５

　
消

費
者

物
価

指
数

等
の

推
移

　
　

(
1
)
　

消
費

者
物

価
対

前
年

上
昇
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
・
月
）

・
・

・
3
7

　
　

(
2
)
　

消
費

者
物

価
地

域
差

指
数
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
庁
所
在
都
市
別
、
暦
年
）

・
・

・
3
8

　
６

　
労

働
者

数
等

の
推

移

　
　

(
1
)
　

常
用

労
働

者
数

［
事

業
所
規
模
５
人
以
上
］
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・

・
3
9

　
　

(
2
)
　

雇
用

保
険

の
被

保
険

者
数
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・

・
4
0

　
　

(
3
)
　

就
業

者
数

（
ラ

ン
ク

別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・

・
4
1

Ⅲ
　

業
務

統
計

資
料

編

　
１

　
地

域
別

最
低

賃
金

改
定

状
況

　
　

(
1
)
　

令
和

３
年

度
　

地
域

別
最
低
賃
金
の
審
議
・
決
定
状
況

　
　

　
　

（
ラ

ン
ク

区
分

・
都

道
府
県
別
、
前
年
度
決
定
金
額
・
改
正
最
低
賃
金
額
（
引
上
げ
額
・
率
）
・
採
決
状
況

等
）

・
・

・
4
2

　
　

(
2
)
　

目
安

と
改

定
額

と
の

関
係
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・

・
4
3

　
　

(
3
)
　

効
力

発
生

年
月

日
の

推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・

・
4
4

　
　

(
4
)
　

加
重

平
均

額
と

引
上

げ
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
年
度
）

・
・

・
4
5

　
　

(
5
)
　

最
高

額
と

最
低

額
及

び
格
差
の
推
移
（
最
高
額
・
最
低
額
・
格
差
、
年
度
）

・
・

・
4
6

　
　

(
6
)
　

地
域

別
最

低
賃

金
引

上
げ
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・

・
4
7

　
２

　
最

低
賃

金
の

履
行

確
保

を
主
眼
と
す
る
監
督
指
導
結
果

　
　

(
1
)
　

監
督

指
導

結
果

の
推

移
（
全
国
計
、
暦
年
、
法
違
反
の
状
況
等
）

・
・

・
4
8

　
　

(
2
)
　

業
種

別
法

違
反

の
状

況
（
令
和
４
年
１
月
～
３
月
、
全
国
計
）

・
・

・
4
9
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Ⅰ
　

全
国

統
計

資
料

編
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１
　

主
要

指
標

の
推

移
 
(
1
)
 
G
D
P
、
鉱

工
業

生
産

指
数
、

製
造

工
業

稼
働

率
指

数
、

倒
産

件
数

、
完

全
失

業
者

数
及

び
完

全
失

業
率

年
率

換
算

（
億

円
）

（
％

）
（

％
）

（
億

円
）

（
％

）
（

H
2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（
H
2
7
年
=
1
0
0
）

（
％

）
（

件
）

（
％

）

平
成

2
4
年

5
,
0
0
4
,
7
4
7

0
.
6
 

-
5
,
1
7
8
,
6
4
4

1
.
4
 

9
9
.
6

0
.
6
 

9
6
.
8

2
.
1
 

1
2
,
1
2
4

△
 
4
.
7
 

2
5
年

5
,
0
8
7
,
0
0
6

1
.
6
 

-
5
,
2
8
2
,
4
8
1

2
.
0
 

9
9
.
2

△
 
0
.
8
 

9
8
.
6

1
.
9
 

1
0
,
8
5
5

△
 
1
0
.
5
 

2
6
年

5
,
1
8
8
,
1
1
0

2
.
0
 

-
5
,
2
9
8
,
1
2
8

0
.
3
 

1
0
1
.
2

2
.
0
 

1
0
2
.
8

4
.
3
 

9
,
7
3
1

△
 
1
0
.
4
 

2
7
年

5
,
3
8
0
,
3
2
3

3
.
7
 

-
5
,
3
8
0
,
8
1
2

1
.
6
 

1
0
0
.
0

△
 
1
.
2
 

1
0
0
.
0

△
 
2
.
7
 

8
,
8
1
2

△
 
9
.
4
 

2
8
年

5
,
4
4
3
,
6
4
6

1
.
2
 

-
5
,
4
2
1
,
3
7
4

0
.
8
 

1
0
0
.
0

0
.
0
 

9
8
.
5

△
 
1
.
5
 

8
,
4
4
6

△
 
4
.
2
 

2
9
年

5
,
5
3
0
,
7
3
0

1
.
6
 

-
5
,
5
1
2
,
2
0
0

1
.
7
 

1
0
3
.
1

3
.
1
 

1
0
2
.
3

3
.
9
 

8
,
4
0
5

△
 
0
.
5
 

3
0
年

5
,
5
6
2
,
9
3
8

0
.
6
 

-
5
,
5
4
4
,
3
9
5

0
.
6
 

1
0
4
.
2

1
.
1
 

1
0
3
.
1

0
.
8
 

8
,
2
3
5

△
 
2
.
0
 

令
和

元
年

5
,
5
8
4
,
9
1
2

0
.
4
 

-
5
,
5
3
1
,
0
6
9

△
 
0
.
2
 

1
0
1
.
1

△
 
3
.
0
 

9
9
.
9

△
 
3
.
1
 

8
,
3
8
3

1
.
8
 

2
年

5
,
3
8
0
,
0
1
6

△
 
3
.
7
 

-
5
,
2
8
0
,
5
6
8

△
 
4
.
5
 

9
0
.
6

△
 
1
0
.
4
 

8
7
.
1

△
 
1
2
.
8
 

7
,
7
7
3

△
 
7
.
3
 

3
年

5
,
4
1
9
,
4
0
4

0
.
7
 

-
5
,
3
6
7
,
7
0
8

1
.
7
 

9
5
.
7

5
.
6
 

9
4
.
1

8
.
0
 

6
,
0
3
0

△
 
2
2
.
4
 

令
和

2
年

１
～

３
月

5
,
5
3
0
,
7
9
5

0
.
5
 

2
.
1
 

5
,
4
4
4
,
6
0
0

0
.
5
 

9
8
.
0

0
.
0
 

9
4
.
6

△
 
1
.
0
 

2
,
1
6
4

1
2
.
9
 

４
～

６
月

5
,
1
2
4
,
6
1
6

△
 
7
.
3
 

△
 
2
6
.
3
 

5
,
0
1
4
,
3
7
4

△
 
7
.
9
 

8
1
.
5

△
 
1
6
.
8
 

7
5
.
3

△
 
2
0
.
4
 

1
,
8
3
7

△
 
1
1
.
4
 

７
～

９
月

5
,
3
9
0
,
6
5
0

5
.
2
 

2
2
.
4
 

5
,
2
7
9
,
3
3
6

5
.
3
 

8
8
.
8

9
.
0
 

8
5
.
1

1
3
.
0
 

2
,
0
2
1

△
 
7
.
4
 

1
0
～

1
2
月

5
,
4
6
4
,
7
0
4

1
.
4
 

5
.
6
 

5
,
3
7
2
,
2
9
3

1
.
8
 

9
3
.
9

5
.
7
 

9
2
.
6

8
.
8
 

1
,
7
5
1

△
 
2
0
.
8
 

3
年

１
～

３
月

5
,
4
2
7
,
1
0
6

△
 
0
.
7
 

△
 
2
.
7
 

5
,
3
5
0
,
8
8
0

△
 
0
.
4
 

9
6
.
3

2
.
6
 

9
5
.
4

3
.
0
 

1
,
5
5
4

△
 
2
8
.
2
 

４
～

６
月

5
,
4
5
1
,
1
7
0

0
.
4
 

1
.
8
 

5
,
3
8
4
,
8
7
8

0
.
6
 

9
6
.
5

0
.
2
 

9
5
.
3

△
 
0
.
1
 

1
,
4
9
0

△
 
1
8
.
9
 

７
～

９
月

5
,
3
9
3
,
8
3
3

△
 
1
.
1
 

△
 
4
.
1
 

5
,
3
4
1
,
9
3
9

△
 
0
.
8
 

9
4
.
7

△
 
1
.
9
 

9
0
.
5

△
 
5
.
0
 

1
,
4
4
7

△
 
2
8
.
4
 

1
0
～

1
2
月

5
,
4
1
1
,
5
7
4

0
.
3
 

1
.
3
 

5
,
3
9
4
,
4
3
6

1
.
0
 

9
4
.
9

0
.
2
 

9
4
.
7

4
.
6
 

1
,
5
3
9

△
 
1
2
.
1
 

4
年

１
～

３
月

5
,
4
1
9
,
7
0
4

0
.
2
 

0
.
6
 

5
,
3
8
7
,
6
1
8

△
 
0
.
1
 

9
5
.
7

0
.
8
 

9
3
.
2

△
 
1
.
6
 

1
,
5
0
4

△
 
3
.
2
 

令
和

4
年

１
月

-
-

-
-

-
9
4
.
3

△
 
2
.
4
 

9
2
.
8

△
 
3
.
6
 

4
5
2

△
 
4
.
6
 

２
月

-
-

-
-

-
9
6
.
2

2
.
0
 

9
4
.
2

1
.
5
 

4
5
9

2
.
9
 

３
月

-
-

-
-

-
9
6
.
5

0
.
3
 

9
2
.
7

△
 
1
.
6
 

5
9
3

△
 
6
.
5
 

４
月

-
-

-
-

-
9
5
.
1

△
 
1
.
5
 

9
2
.
7

0
.
0
 

4
8
6

1
.
9
 

５
月

-
-

-
-

-
5
2
4

1
1
.
0
 

（
注

）
国

民
経

済
計

算
及

び
鉱

工
業

生
産

指
数

の
四

半
期

別
・

月
別

の
数

値
並

び
に

完
全

失
業

者
数

及
び

完
全

失
業

率
の

月
別

の
数

値
は

、
季

節
調

整
値

及
び

前
期

（
月

、
四

半
期

）
比

（
差

）
で

あ
る

。

な
お

、
平

成
2
4
年

以
前

の
鉱

工
業

生
産

指
数

、
製

造
工

業
稼

働
率

指
数

は
接

続
指

数
よ

り
推

計
し

た
値

で
あ

る
。

資
料

出
所

内
閣

府
「

国
民

経
済

計
算

」
経

済
産

業
省

「
鉱

工
業

指
数

」
東

京
商

工
リ

サ
ー

チ
調

べ
総

務
省

「
労

働
力

調
査

」

1
7
6

△
 
3

2
.
5

1
8
8

△
 
3

2
.
7

1
7
9

△
 
9

2
.
6

1
9
1

4
2
.
8

1
8
0

△
 
2
3

2
.
6

1
8
2

△
 
1
3

2
.
7

2
1
0

1
4

3
.
0

1
9
3

△
 
1
3

2
.
8

2
0
3

4
8

2
.
9

1
9
5

2
8

2
.
8

1
9
6

2
7

2
.
8

2
0
6

4
3

3
.
0

1
6
7

1
2
.
4

1
9
5

3
2
.
8

1
6
2

△
 
5

2
.
4

1
9
2

3
0

2
.
8

1
9
0

△
 
1
8

2
.
8

1
6
7

△
 
2
3

2
.
4

2
2
2

△
 
1
4

3
.
4

2
0
8

△
 
1
4

3
.
1

2
6
5

△
 
2
0

4
.
0

2
3
6

△
 
2
9

3
.
6

2
8
5

△
 
1
7

4
.
3

（
万

人
）

（
万

人
）

（
％

）

指
数

前
期

比
指

数
前

期
比

実
数

前
年

比

Ｇ
Ｄ

Ｐ
（

国
内

総
生

産
）

鉱
工

業
生

産
指

数
製

造
工

業
稼

働
率

指
数

倒
産

件
数

完
全

失
業

者
数

（
月

平
均

）
完

全
失

業
率

名
目

前
期

比
実

質
前

期
比

実
数

前
年

差

20



１
　
主
要

指
標

の
推

移
 
(
2
)
 
求

人
倍

率
、

消
費
者

物
価

指
数

、
国

内
企

業
物

価
指

数
、

賃
金

（
現
金

給
与

総
額

）
指

数

（
倍

）
（

倍
）

(
R
2
年
=
1
0
0
)

（
％
）

(
R
2
年
=
1
0
0
)

（
％
）

(
R
2
年
=
1
0
0
)

（
％
）

(
R
2
年
=
1
0
0
)

（
％
）

（
％
）

(
R
2
年
=
1
0
0
)

（
％
）

(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％
）

（
％
）

平
成

2
4
年

1
.
2
8

0
.
8
0

9
3
.
3

0
.
0

9
7
.
7

△
 
0
.
9

9
7
.
9

△
 
1
.
0

1
0
4
.
9

△
 
1
.
0

2
4
.
1
0

9
8
.
5

△
 
0
.
7

1
0
5
.
6

△
 
0
.
8

1
0
.
0
8

2
5
年

1
.
4
6

0
.
9
3

9
3
.
7

0
.
5

9
8
.
9

1
.
3

9
7
.
9

△
 
0
.
1

1
0
4
.
5

△
 
0
.
6

2
4
.
3
7

9
8
.
4

△
 
0
.
1

1
0
5
.
0

△
 
0
.
6

1
0
.
3
0

2
6
年

1
.
6
6

1
.
0
9

9
6
.
8

3
.
3

1
0
2
.
1

3
.
1

9
8
.
9

1
.
1

1
0
2
.
2

△
 
2
.
2

2
4
.
5
0

1
0
0
.
2

1
.
9

1
0
3
.
5

△
 
1
.
5

1
0
.
4
0

2
7
年

1
.
8
0

1
.
2
0

9
7
.
8

1
.
0

9
9
.
7

△
 
2
.
3

9
9
.
0

0
.
1

1
0
1
.
2

△
 
0
.
9

2
5
.
4
0

1
0
0
.
4

0
.
2

1
0
2
.
7

△
 
0
.
7

1
1
.
5
2

2
8
年

2
.
0
4

1
.
3
6

9
7
.
7

△
 
0
.
1

9
6
.
2

△
 
3
.
5

1
0
0
.
1

1
.
1

1
0
2
.
5

1
.
3

2
5
.
2
2

1
0
1
.
1

0
.
8

1
0
3
.
5

0
.
9

1
1
.
3
2

2
9
年

2
.
2
4

1
.
5
0

9
8
.
3

0
.
6

9
8
.
4

2
.
3

1
0
0
.
7

0
.
5

1
0
2
.
4

△
 
0
.
1

2
5
.
0
9

1
0
2
.
4

1
.
3

1
0
4
.
2

0
.
7

1
0
.
7
8

3
0
年

2
.
3
9

1
.
6
1

9
9
.
5

1
.
2

1
0
1
.
0

2
.
6

1
0
1
.
9

1
.
2

1
0
2
.
4

0
.
0

2
5
.
0
9

1
0
3
.
9

1
.
5

1
0
4
.
4

0
.
3

1
0
.
1
6

令
和

元
年

2
.
4
2

1
.
6
0

1
0
0
.
0

0
.
6

1
0
1
.
2

0
.
2

1
0
1
.
7

△
 
0
.
2

1
0
1
.
7

△
 
0
.
8

2
5
.
5
9

1
0
4
.
1

0
.
2

1
0
4
.
1

△
 
0
.
4

1
0
.
2
7

2
年

1
.
9
5

1
.
1
8

1
0
0
.
0

0
.
0

1
0
0
.
0

△
 
1
.
2

1
0
0
.
0

△
 
1
.
7

1
0
0
.
0

△
 
1
.
7

2
5
.
2
8

1
0
0
.
0

△
 
4
.
0

1
0
0
.
0

△
 
3
.
9

1
0
.
6
3

3
年

2
.
0
2

1
.
1
3

9
9
.
7

△
 
0
.
3

1
0
4
.
5

4
.
5

1
0
0
.
9

1
.
0

1
0
1
.
2

1
.
2

2
5
.
0
5

1
0
2
.
2

2
.
2

1
0
2
.
5

2
.
5

1
0
.
5
5

3
年

１
～
３
月

1
.
9
6

1
.
0
9

9
9
.
8

0
.
3

1
0
1
.
0

1
.
4

1
0
1
.
1

1
.
4

1
0
1
.
4

1
.
0

2
5
.
2
3

1
0
2
.
8

2
.
6

1
0
3
.
1

2
.
2

1
0
.
8
5

４
～
６
月

2
.
0
5

1
.
1
1

9
9
.
2

△
 
0
.
6

1
0
3
.
4

2
.
4

1
0
1
.
3

0
.
2

1
0
2
.
0

0
.
6

2
4
.
6
9

1
0
2
.
9

0
.
1

1
0
3
.
6

0
.
5

1
0
.
3
9

７
～
９
月

2
.
0
3

1
.
1
5

9
9
.
8

0
.
6

1
0
5
.
6

2
.
1

1
0
1
.
2

△
 
0
.
1

1
0
1
.
5

△
 
0
.
5

2
5
.
0
2

1
0
2
.
5

△
 
0
.
4

1
0
2
.
8

△
 
0
.
8

1
0
.
5
4

1
0
～
1
2
月

2
.
1
0

1
.
1
7

1
0
0
.
0

0
.
3

1
0
8
.
0

2
.
3

1
0
0
.
5

△
 
0
.
7

1
0
0
.
6

△
 
0
.
9

2
5
.
2
4

1
0
1
.
8

△
 
0
.
7

1
0
1
.
8

△
 
1
.
0

1
0
.
4
0

4
年

１
～
３
月

2
.
1
8

1
.
2
1

1
0
0
.
8

0
.
8

1
1
0
.
3

2
.
1

1
0
3
.
7

3
.
2

1
0
2
.
9

2
.
3

2
4
.
3
5

1
0
3
.
2

1
.
4

1
0
2
.
4

0
.
6

1
0
.
7
0

令
和

4
年

１
月

2
.
1
6

1
.
2
0

1
0
0
.
4

0
.
3

1
0
9
.
3

0
.
8

1
0
2
.
7

3
.
2

1
0
2
.
5

3
.
1

2
4
.
5
2

1
0
3
.
3

3
.
3

1
0
3
.
2

3
.
4

1
0
.
6
6

２
月

2
.
2
1

1
.
2
1

1
0
0
.
8

0
.
4

1
1
0
.
3

0
.
9

1
0
3
.
7

1
.
0

1
0
2
.
9

0
.
4

2
4
.
3
4

1
0
3
.
2

△
 
0
.
1

1
0
2
.
4

△
 
0
.
8

1
0
.
8
2

３
月

2
.
1
6

1
.
2
2

1
0
1
.
3

0
.
5

1
1
1
.
3

0
.
9

1
0
4
.
8

1
.
1

1
0
3
.
3

0
.
4

2
4
.
2
0

1
0
3
.
1

△
 
0
.
1

1
0
1
.
7

△
 
0
.
7

1
0
.
6
2

４
月

2
.
1
9

1
.
2
3

1
0
1
.
8

0
.
5

1
1
2
.
8

1
.
3

1
0
4
.
6

△
 
0
.
2

1
0
2
.
6

△
 
0
.
7

2
4
.
2
2

1
0
5
.
1

1
.
9

1
0
3
.
2

1
.
5

1
0
.
7
5

５
月

1
0
2
.
1

0
.
3

1
1
2
.
8

0
.
0

（
注

）
１

　
職

業
安

定
業

務
統

計
、

賃
金

指
数

の
四
半
期
別
・
月
別
の
数
値
及
び
消
費
者
物
価
指
数

の
月
別
の
数
値
は
季
節

調
整
値
及
び
そ
の
前
期
（
四
半
期
、
月
）
比
で
あ
り
、

　
　

　
　

そ
の

ほ
か

の
数

値
は

原
数

値
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

毎
月

勤
労

統
計

調
査

は
、

事
業

所
規

模
3
0
人
以
上
の
結
果
で
あ
り
、
平
成
2
4
年
以
降
は
再
集
計
さ
れ
た
公
表
値
、
平
成
2
3
年
以
前
は
時
系
列
比
較
の
た
め
の
推
計
値
で
あ
る
。

　
　

　
３

　
求

人
倍

率
は

、
新

規
学

卒
者

を
除

き
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
含
ん
で
い
る
。

　
　

　
４

　
国

内
企

業
物

価
指

数
の

令
和

４
年

５
月
分
の
数
値
は
速
報
値
で
あ
り
、
同
指
数
令
和
元
年
以
前
の
暦
年
値
は
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
お
い
て
月
次
指
数
を
単
純
平
均
し
た
。

前
期
比

実
質
指
数

前
期
比

パ
ー
ト

比
率

資
料

出
所

厚
生

労
働

省
「

職
業

安
定

業
務

統
計

」
総

務
省

「
消
費
者
物
価
指
数
」

日
本
銀
行
「
企
業
物
価
指
数
」

厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

名
目
指
数

前
期
比

実
質
指
数

前
期
比

パ
ー
ト

比
率

名
目
指
数

新
規

有
効

指
数

前
期
比

指
数

前
期
比

求
人

倍
率

消
費

者
物
価
指
数

国
内
企
業
物
価
指
数

賃
金

(
現
金
給
与
総
額
)
指
数
、
パ
ー
ト
比
率

(
持
家
の
帰
属
家
賃

を
除

く
総

合
)

調
査
産
業
計

製
造
業
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２
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移
　

(
1
)
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

（
単

位
：

倍
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

全
国

0
.
8
0

0
.
9
3

1
.
0
9

1
.
2
0

1
.
3
6

1
.
5
0

1
.
6
1

1
.
6
0

1
.
1
8

1
.
1
3

1
.
2
0

1
.
2
1

1
.
2
2

1
.
2
3

Ａ
ラ

ン
ク

0
.
8
4

1
.
0
0

1
.
1
9

1
.
2
8

1
.
4
4

1
.
5
2

1
.
6
2

1
.
6
0

1
.
1
3

1
.
0
1

1
.
0
4

1
.
0
6

1
.
0
9

1
.
1
3

Ｂ
ラ

ン
ク

0
.
7
8

0
.
8
7

1
.
0
5

1
.
1
7

1
.
3
2

1
.
5
1

1
.
6
3

1
.
6
0

1
.
1
5

1
.
1
7

1
.
2
5

1
.
2
7

1
.
2
8

1
.
3
1

Ｃ
ラ

ン
ク

0
.
8
9

1
.
0
0

1
.
1
6

1
.
2
5

1
.
4
2

1
.
5
7

1
.
6
8

1
.
6
9

1
.
2
9

1
.
2
9

1
.
3
8

1
.
3
9

1
.
3
9

1
.
4
0

Ｄ
ラ

ン
ク

0
.
7
3

0
.
8
5

0
.
9
7

1
.
0
8

1
.
2
3

1
.
3
8

1
.
4
7

1
.
4
5

1
.
1
6

1
.
2
2

1
.
3
1

1
.
3
3

1
.
3
3

1
.
3
4

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
各

ラ
ン

ク
の

算
出

に
用

い
た

有
効

求
人

倍
率

は
、

求
人

票
を

受
理

し
た

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
所

在
地

で
集

計
し

た
受

理
地

別
の

数
値

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン

ク
に

お
け

る
数

値
は

、
都

道
府

県
ご

と
の

数
値

の
単

純
平

均
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
４

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

　
　

　
５

　
各

月
の

数
値

は
季

節
調

整
値

で
あ

る
。

2
5
年

平
成

2
4
年

令
和

４
年

２
年

３
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年
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(
2
)
　

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
の

推
移

（
単

位
：

倍
）

区
分

年
齢

計
１

９
歳

２
０

～
２

５
～

３
０

～
３

５
～

４
０

～
４

５
～

５
０

～
５

５
～

６
０

～
６

５
歳

以
下

２
４

歳
２

９
歳

３
４

歳
３

９
歳

４
４

歳
４

９
歳

５
４

歳
５

９
歳

６
４

歳
以

上

平
成

2
2
年

0
.
4
8

2
.
6
3

0
.
5
4

0
.
3
9

0
.
4
0

0
.
3
8

0
.
4
2

0
.
4
4

0
.
4
8

0
.
4
0

0
.
3
4

1
.
0
5

2
3
年

0
.
5
9

3
.
3
2

0
.
7
0

0
.
5
0

0
.
5
1

0
.
4
6

0
.
4
7

0
.
5
3

0
.
5
9

0
.
5
3

0
.
3
8

1
.
1
5

2
4
年

0
.
7
2

4
.
5
6

0
.
9
0

0
.
6
1

0
.
6
3

0
.
5
7

0
.
5
6

0
.
6
5

0
.
7
2

0
.
7
0

0
.
4
7

1
.
1
1

2
5
年

0
.
8
3

5
.
2
9

1
.
0
4

0
.
7
1

0
.
7
3

0
.
6
7

0
.
6
3

0
.
7
2

0
.
8
2

0
.
8
3

0
.
5
8

1
.
0
7

2
6
年

0
.
9
7

6
.
2
9

1
.
2
3

0
.
8
4

0
.
8
7

0
.
8
2

0
.
7
4

0
.
8
4

0
.
9
6

1
.
0
0

0
.
7
1

1
.
0
5

2
7
年

1
.
0
8

7
.
1
2

1
.
3
8

0
.
9
5

0
.
9
8

0
.
9
3

0
.
8
3

0
.
9
1

1
.
0
3

1
.
1
1

0
.
7
9

1
.
0
4

2
8
年

1
.
2
2

8
.
0
3

1
.
6
0

1
.
1
1

1
.
1
4

1
.
1
0

0
.
9
5

0
.
9
8

1
.
1
5

1
.
2
3

0
.
8
9

1
.
0
7

2
9
年

1
.
3
5

8
.
7
6

1
.
8
1

1
.
2
7

1
.
3
0

1
.
2
7

1
.
1
0

1
.
0
6

1
.
2
5

1
.
3
4

0
.
9
7

1
.
0
6

3
0
年

1
.
4
5

9
.
5
8

2
.
0
2

1
.
4
4

1
.
4
7

1
.
4
3

1
.
2
5

1
.
1
4

1
.
3
1

1
.
4
1

1
.
0
2

0
.
9
6

令
和

元
年

1
.
4
5

9
.
8
3

2
.
0
6

1
.
4
7

1
.
5
2

1
.
4
9

1
.
3
2

1
.
1
5

1
.
2
8

1
.
3
9

0
.
9
8

0
.
8
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
新

規
学

卒
者

、
臨

時
・

季
節

労
働

者
を

除
き

、
常

用
的

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
２

　
令

和
２

年
４

月
以

降
、

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
が

公
表

さ
れ

な
く

な
っ

た
た

め
、

令
和

元
年

ま
で

の
数

値
を

掲
載

し
て

い
る

。
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３
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

推
移

　
(
1
)
　

賃
金

　
　
イ
　
賃
金
（
現
金
給
与
総
額
・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移

（
単

位
：

％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

0
.
1
 

1
.
1
 

0
.
5
 

1
.
2
 

△
 
0
.
2
 

△
 
1
.
7
 

1
.
0
 

1
.
8
 

2
.
5
 

3
.
4
 

2
.
6
 

5
0
0
人

以
上

△
 
0
.
2
 

0
.
5
 

0
.
0
 

4
.
0
 

△
 
1
.
1
 

△
 
1
.
5
 

1
.
3
 

1
.
2
 

2
.
1
 

2
.
7
 

1
.
6
 

1
0
0
～

4
9
9
人

0
.
1
 

0
.
9
 

△
 
0
.
2
 

2
.
4
 

0
.
1
 

△
 
2
.
7
 

0
.
3
 

2
.
3
 

2
.
9
 

4
.
7
 

3
.
6
 

3
0
～

9
9
人

△
 
0
.
2
 

1
.
4
 

1
.
4
 

△
 
0
.
9
 

△
 
0
.
5
 

△
 
1
.
3
 

0
.
5
 

3
.
2
 

3
.
1
 

3
.
6
 

3
.
4
 

1
.
0
 

0
.
3
 

1
.
0
 

△
 
0
.
7
 

△
 
0
.
1
 

0
.
0
 

0
.
0
 

△
 
0
.
2
 

△
 
1
.
0
 

△
 
0
.
3
 

△
 
1
.
0
 

0
.
5
 

0
.
6
 

0
.
4
 

0
.
7
 

0
.
1
 

△
 
1
.
1
 

1
.
2
 

2
.
0
 

2
.
3
 

2
.
2
 

2
.
5
 

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
7
)

(
0
.
1
)

(
0
.
1
)

(
0
.
8
)

(
1
.
8
)

(
1
.
9
)

(
1
.
9
)

(
2
.
2
)

0
.
0
 

0
.
5
 

△
 
0
.
1
 

3
.
0
 

△
 
0
.
4
 

△
 
0
.
7
 

1
.
7
 

1
.
6
 

1
.
7
 

1
.
7
 

1
.
3
 

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
6
)

(
0
.
1
)

(
3
.
1
)

(
△

 
0
.
3
)

(
0
.
5
)

(
1
.
1
)

(
1
.
2
)

(
1
.
3
)

(
1
.
4
)

(
1
.
1
)

0
.
4
 

0
.
3
 

△
 
0
.
1
 

2
.
0
 

0
.
2
 

△
 
1
.
9
 

0
.
7
 

2
.
6
 

3
.
0
 

3
.
1
 

3
.
5
 

(
0
.
7
)

(
0
.
3
)

(
0
.
1
)

(
2
.
2
)

(
0
.
4
)

(
△

 
1
.
0
)

(
0
.
2
)

(
2
.
0
)

(
2
.
4
)

(
2
.
5
)

(
2
.
8
)

0
.
5
 

0
.
6
 

1
.
1
 

△
 
1
.
1
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
1
 

0
.
9
 

2
.
9
 

3
.
2
 

3
.
0
 

3
.
5
 

(
0
.
3
)

(
0
.
7
)

(
1
.
0
)

(
△

 
1
.
3
)

(
△

 
0
.
7
)

(
0
.
2
)

(
0
.
8
)

(
2
.
8
)

(
3
.
1
)

(
2
.
9
)

(
3
.
3
)

0
.
4
 

0
.
1
 

1
.
0
 

△
 
0
.
6
 

△
 
0
.
2
 

0
.
2
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
1
 

△
 
0
.
7
 

△
 
1
.
0
 

(
0
.
2
)

(
0
.
2
)

(
0
.
7
)

(
△

 
0
.
5
)

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
8
)

(
0
.
0
)

(
△

 
0
.
7
)

(
△

 
1
.
3
)

(
△

 
0
.
7
)

(
△

 
1
.
1
)

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
各

年
（

月
）

の
数

値
は

、
指

数
の

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
（

　
）

内
の

数
値

は
所

定
内

給
与

額
に

つ
い

て
の

増
減

率
で

あ
る

。

定 期 給 与 額

3
0
人

以
上

5
0
0
人

以
上

1
0
0
～

4
9
9
人

3
0
～

9
9
人

5
～

2
9
人

２
年

３
年

令
和

４
年

現 金 給 与 総 額

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

平
成

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年
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ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
推
移

（
単

位
：

％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

2
4
.
3
7

2
4
.
5
0

2
5
.
4
0

2
5
.
2
2

2
5
.
0
9

2
5
.
0
9

2
5
.
5
9

2
5
.
2
8

2
5
.
0
5

2
4
.
5
2

2
4
.
3
4

2
4
.
2
0

2
4
.
2
2

5
0
0
人

以
上

1
6
.
3
0

1
6
.
6
7

1
7
.
3
1

1
7
.
0
6

1
6
.
6
3

1
5
.
8
5

1
6
.
0
3

1
5
.
3
9

1
5
.
3
0

1
5
.
2
3

1
5
.
1
9

1
4
.
3
2

1
4
.
8
6

1
0
0
～

4
9
9
人

2
3
.
2
9

2
3
.
7
2

2
4
.
9
3

2
4
.
4
6

2
4
.
9
9

2
4
.
6
0

2
4
.
7
8

2
4
.
9
2

2
4
.
4
0

2
3
.
8
0

2
3
.
3
3

2
2
.
7
8

2
3
.
0
8

3
0
～

9
9
人

2
9
.
1
2

2
9
.
1
9

3
0
.
1
2

3
0
.
3
9

2
9
.
9
5

3
0
.
2
8

3
1
.
4
7

3
1
.
1
5

3
1
.
3
1

3
0
.
0
9

3
0
.
1
0

3
0
.
6
9

3
0
.
2
4

3
6
.
4
7

3
6
.
9
1

3
7
.
2
3

3
7
.
8
0

3
7
.
9
0

3
9
.
0
6

3
9
.
7
8

3
9
.
1
4

3
9
.
5
2

4
0
.
6
5

4
0
.
7
8

4
0
.
8
2

4
0
.
5
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

令
和

４
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

パ ー ト タ イ ム 労 働 者 比 率

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

平
成

2
5
年

25



　
　

ハ
　

初
任

給
額

、
上

昇
額

等
の

推
移

区
分

年
度

1
4
0

(
0
.
1
)

1
6
1

(
0
.
1
)

9
1

(
0
.
1
)

7
2

(
0
.
0
)

9
1

(
0
.
1
)

1
2
5

(
0
.
1
)

2
0
7

(
0
.
1
)

2
3
2

(
0
.
1
)

3
0

(
0
.
0
)

1
7
6

(
0
.
1
)

1
4
1

(
0
.
1
)

1
8
7

(
0
.
1
)

1
2
5

(
0
.
1
)

3
8

(
0
.
0
)

1
5
3

(
0
.
1
)

2
2
3

(
0
.
1
)

1
3
2

(
0
.
1
)

4
6
1

(
0
.
2
)

1
7
5

(
0
.
1
)

1
6
1

(
0
.
1
)

7
0
2

(
0
.
4
)

5
6
9

(
0
.
3
)

5
4
4

(
0
.
3
)

7
3
6

(
0
.
5
)

8
4
2

(
0
.
5
)

6
5
5

(
0
.
4
)

8
0
6

(
0
.
4
)

6
0
1

(
0
.
3
)

4
6
4

(
0
.
3
)

7
8
7

(
0
.
4
)

1
,
2
3
9

(
0
.
8
)

9
0
4

(
0
.
5
)

7
0
6

(
0
.
4
)

1
,
1
5
1

(
0
.
7
)

1
,
5
7
9

(
0
.
9
)

1
,
3
4
2

(
0
.
8
)

1
,
5
7
4

(
0
.
8
)

1
,
9
3
3

(
0
.
9
)

1
,
3
1
8

(
0
.
7
)

1
,
8
7
5

(
0
.
9
)

8
2
4

(
0
.
5
)

5
8
2

(
0
.
3
)

6
1
6

(
0
.
4
)

7
4
8

(
0
.
5
)

9
9
5

(
0
.
5
)

7
6
7

(
0
.
4
)

8
8
0

(
0
.
4
)

1
,
2
6
3

(
0
.
6
)

6
3
1

(
0
.
3
)

1
,
1
5
3

(
0
.
5
)

1
,
0
9
3

(
0
.
7
)

5
6
5

(
0
.
3
)

5
3
2

(
0
.
3
)

8
3
4

(
0
.
5
)

9
6
6

(
0
.
5
)

8
5
1

(
0
.
5
)

1
,
1
0
9

(
0
.
5
)

1
,
1
3
2

(
0
.
5
)

7
4
5

(
0
.
4
)

9
3
0

(
0
.
4
)

1
,
3
6
1

(
0
.
8
)

2
,
6
1
8

(
1
.
6
)

2
,
3
8
5

(
1
.
5
)

1
,
3
8
6

(
0
.
8
)

1
,
6
6
0

(
0
.
9
)

1
,
4
9
3

(
0
.
8
)

1
,
6
3
7

(
0
.
8
)

2
,
1
7
1

(
1
.
0
)

1
,
5
1
1

(
0
.
8
)

1
,
7
0
7

(
0
.
8
)

1
,
6
7
0

(
1
.
0
)

1
,
7
3
7

(
1
.
0
)

1
,
6
4
1

(
1
.
0
)

1
,
6
1
3

(
1
.
0
)

1
,
4
9
0

(
0
.
8
)

1
,
6
4
2

(
0
.
9
)

1
,
5
4
4

(
0
.
7
)

1
,
2
5
1

(
0
.
6
)

1
,
0
4
1

(
0
.
6
)

1
,
5
6
9

(
0
.
7
)

1
,
6
8
1

(
1
.
0
)

1
,
0
9
8

(
0
.
8
)

1
,
1
6
0

(
0
.
7
)

1
,
4
4
3

(
0
.
8
)

1
,
5
9
7

(
0
.
8
)

1
,
2
0
2

(
0
.
7
)

1
,
4
0
8

(
0
.
7
)

1
,
6
0
8

(
0
.
8
)

1
,
2
3
1

(
0
.
7
)

1
,
4
9
8

(
0
.
7
)

6
3
4

(
0
.
4
)

7
8
1

(
0
.
5
)

6
0
3

(
0
.
4
)

5
0
5

(
0
.
3
)

8
6
7

(
0
.
5
)

7
9
7

(
0
.
4
)

7
2
7

(
0
.
3
)

9
0
4

(
0
.
4
)

5
4
4

(
0
.
3
)

7
7
8

(
0
.
3
)

2
,
6
7
6

(
1
.
6
)

3
,
0
1
1

(
1
.
7
)

3
,
0
6
7

(
1
.
9
)

1
,
9
5
9

(
1
.
1
)

2
,
1
1
9

(
1
.
1
)

1
,
9
4
0

(
1
.
0
)

2
,
5
7
4

(
1
.
2
)

1
,
8
6
8

(
0
.
9
)

1
,
4
8
5

(
0
.
8
)

2
,
1
3
9

(
0
.
9
)

資
料

出
所

　
労

務
行

政
研

究
所

（
労

政
時

報
）

「
決

定
初

任
給

の
最

終
結

果
（

各
年

度
）

」

３
年

度

2
1
6
,
6
3
7

2
2
1
,
2
7
0

1
9
5
,
9
0
4

2
3
4
,
2
3
9

2
0
9
,
5
6
1

2
1
4
,
9
7
4

1
8
9
,
0
3
7

2
2
5
,
7
2
9

1
7
3
,
5
2
7

1
6
2
,
7
3
1

1
7
1
,
8
9
4

1
9
0
,
2
6
2

1
8
3
,
0
6
8

2
1
0
,
0
9
2

2
1
5
,
6
6
5

1
8
9
,
1
1
3

2
2
6
,
2
6
2

1
7
4
,
7
1
9

1
6
3
,
3
8
3

1
7
1
,
8
9
2

1
9
0
,
0
6
8

1
8
2
,
6
4
8

2
0
8
,
9
2
9

2
1
3
,
5
0
0

1
8
8
,
3
6
2

2
2
5
,
3
6
2

1
7
0
,
2
9
8

1
6
1
,
0
5
8

1
7
0
,
0
6
6

1
8
7
,
9
4
1

1
8
0
,
4
3
1

2
0
9
,
1
7
3

2
1
4
,
3
7
8

1
8
8
,
1
1
1

2
2
5
,
7
3
2

1
7
0
,
1
0
4

1
6
1
,
8
8
9

1
6
8
,
0
8
5

1
8
7
,
6
5
2

1
7
9
,
3
3
4

2
0
7
,
1
6
3

2
0
9
,
7
8
5

1
8
4
,
6
9
1

2
2
3
,
6
8
4

1
6
7
,
0
9
0

1
5
9
,
4
9
7

1
6
7
,
5
6
8

1
8
6
,
4
0
2

1
7
7
,
5
4
6

2
0
8
,
2
3
5

2
1
1
,
0
5
1

1
8
6
,
0
0
4

2
2
4
,
2
1
2

1
6
7
,
3
7
0

1
5
9
,
2
4
6

1
6
6
,
6
1
7

1
8
5
,
1
8
6

1
7
6
,
1
9
7

2
2
0
,
7
2
4

1
6
7
,
4
7
2

1
5
9
,
3
8
2

1
6
5
,
0
5
4

1
8
4
,
1
7
3

1
7
5
,
5
9
1

2
0
5
,
9
1
4

2
0
7
,
8
5
4

1
8
4
,
1
6
9

2
2
2
,
0
8
3

1
6
7
,
2
0
2

1
5
9
,
4
4
6

1
6
3
,
9
9
0

1
8
2
,
4
0
1

1
7
4
,
1
7
9

2
2
0
,
5
7
6

1
6
6
,
1
2
2

1
5
8
,
6
0
3

1
6
3
,
7
8
1

1
8
2
,
1
1
2

1
7
3
,
5
9
9

2
0
4
,
1
4
9

2
0
5
,
6
9
8

1
8
2
,
2
2
8

2
1
9
,
9
8
1

（
修

士
）

差
あ

り
一

律
差

あ
り

卒

高
校

卒
高

専
卒

短
大

卒
大

学
卒

大
学

院

（
事

務
・

技
術

）
（

現
業

）

3
0
年

度
1
6
8
,
2
8
6

令
和

元
年

度
1
6
8
,
6
9
6

２
年

度
1
7
0
,
6
6
3

（
技

術
）

（
事

務
）

（
事

務
・

技
術

）

基
幹

職
補

助
職

基
幹

職
補

助
職

1
6
5
,
3
2
3

1
5
7
,
7
4
5

1
6
3
,
7
8
9

1
8
1
,
6
5
6

1
7
3
,
0
0
3

2
0
4
,
0
9
5

2
0
5
,
3
7
4

1
8
1
,
7
7
3

2
0
4
,
8
6
3

2
0
6
,
3
2
2

1
8
3
,
0
6
0

（
注

）
１

　
集

計
（

回
答

）
企

業
は

各
調

査
年

度
に

よ
り

異
な

り
、

上
昇

額
・

率
は

各
調

査
年

度
に

お
い

て
付

帯
的

に
調

査
し

た
前

年
度

の
初

任
給

額
を

も
と

に
算

出
し

た
も

の
で

あ
る

。
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

の
た

め
、

上
昇

額
・

率
は

、
前

年
度

の
初

任
給

額
か

ら
計

算
さ

れ
る

上
昇

額
・

率
と

は
一

致
し

な
い

。
ま

た
、

上
昇

額
・

率
が

正
で

あ
っ

て
も

初
任

給
額

が
前

年
度

の
額

 
 
 
 
 
 
 
 
よ

り
も

小
さ

く
な

っ
て

い
る

箇
所

が
一

部
の

区
分

に
み

ら
れ

る
。

　
　

　
２

　
調

査
対

象
は

、
東

証
プ

ラ
イ

ム
上

場
企

業
（

令
和

３
年

度
ま

で
は

全
国

証
券

市
場

の
上

場
企

業
及

び
上

場
企

業
に

匹
敵

す
る

非
上

場
企

業
）

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
令

和
４

年
度

は
速

報
値

で
あ

る
。

上
段

：
初

任
給

額
（

単
位

：
円

）
、

下
段

：
上

昇
額

・
率

（
単

位
：

円
、

％
）

2
7
年

度
1
6
3
,
7
3
7

2
8
年

度
1
6
4
,
8
2
8

2
9
年

度
1
6
5
,
9
7
7

2
6
年

度
1
6
2
,
3
8
1

一
律

平
成

2
4
年

度
1
6
2
,
0
4
7

2
5
年

度
1
6
2
,
1
9
5

1
7
1
,
5
5
0

４
年

度
1
7
5
,
2
3
4

1
7
7
,
4
4
7

1
6
7
,
3
7
1

1
7
5
,
2
8
5

1
9
3
,
9
7
6

1
8
7
,
0
4
4

26



　
(2

)　
賃

金
・
労

働
時

間
　

　
イ

　
賃

金
・
労

働
時

間
指

数
の

推
移

①
［
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

］

時
間
当
た
り

時
間
当
た
り

所
定
内
給
与

所
定
内
給
与

①
②

①
／
②

③
④

③
／
④

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
円
）

（
時
間
）

（
円
）

平
成

2
6
年

9
7
.
5

0
.
0
 

1
0
4
.
8

△
 
0
.
5
 

9
3
.
0

0
.
5
 

2
6
8
,
8
8
1

1
3
6
.
3

1
,
9
7
3

2
7
年

9
8
.
0

0
.
6
 

1
0
4
.
8

△
 
0
.
1
 

9
3
.
5

0
.
7
 

2
6
5
,
5
4
0

1
3
5
.
8

1
,
9
5
5

2
8
年

9
8
.
6

0
.
6
 

1
0
4
.
8

0
.
0
 

9
4
.
1

0
.
6
 

2
6
7
,
2
1
0

1
3
5
.
8

1
,
9
6
8

2
9
年

9
9
.
2

0
.
6
 

1
0
4
.
7

△
 
0
.
1
 

9
4
.
7

0
.
7
 

2
6
8
,
7
3
6

1
3
5
.
7

1
,
9
8
0

3
0
年

9
9
.
9

0
.
7
 

1
0
4
.
1

△
 
0
.
6
 

9
6
.
0

1
.
3
 

2
7
0
,
6
9
4

1
3
4
.
9

2
,
0
0
7

令
和

元
年

9
9
.
9

0
.
1
 

1
0
1
.
9

△
 
2
.
1
 

9
8
.
0

2
.
2
 

2
7
0
,
8
4
7

1
3
2
.
0

2
,
0
5
2

２
年

1
0
0
.
0

0
.
1
 

1
0
0
.
0

△
 
1
.
7
 

1
0
0
.
0

1
.
8
 

2
7
1
,
0
2
5

1
2
9
.
6

2
,
0
9
1

３
年

1
0
0
.
8

0
.
8
 

1
0
0
.
9

0
.
8
 

9
9
.
9

0
.
0
 

2
7
3
,
1
8
6

1
3
0
.
8

2
,
0
8
9

２
年

１
～

３
月

9
9
.
4

0
.
4
 

9
8
.
7

△
 
0
.
4
 

1
0
0
.
7

0
.
8
 

2
6
9
,
2
9
3

1
2
7
.
9

2
,
1
0
5

４
～

６
月

1
0
0
.
1

△
 
0
.
2
 

9
8
.
7

△
 
4
.
0
 

1
0
1
.
4

3
.
8
 

2
7
1
,
2
5
0

1
2
7
.
9

2
,
1
2
1

７
～

９
月

1
0
0
.
1

0
.
0
 

1
0
0
.
1

△
 
2
.
1
 

1
0
0
.
0

2
.
1
 

2
7
1
,
2
9
2

1
2
9
.
7

2
,
0
9
2

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
4

0
.
0
 

1
0
2
.
6

△
 
0
.
6
 

9
7
.
9

0
.
6
 

2
7
2
,
2
7
0

1
3
3
.
0

2
,
0
4
7

３
年

１
～

３
月

1
0
0
.
1

0
.
7
 

9
8
.
1

△
 
0
.
6
 

1
0
2
.
0

1
.
3
 

2
7
1
,
1
8
1

1
2
7
.
2

2
,
1
3
2

４
～

６
月

1
0
1
.
1

1
.
1
 

1
0
2
.
6

3
.
9
 

9
8
.
5

△
 
2
.
8
 

2
7
4
,
1
2
7

1
3
2
.
9

2
,
0
6
3

７
～

９
月

1
0
0
.
8

0
.
7
 

1
0
0
.
3

0
.
1
 

1
0
0
.
5

0
.
6
 

2
7
3
,
1
8
5

1
3
0
.
0

2
,
1
0
1

1
0
～

1
2
月

1
0
1
.
2

0
.
8
 

1
0
2
.
6

0
.
0
 

9
8
.
6

0
.
8
 

2
7
4
,
2
5
1

1
3
3
.
0

2
,
0
6
2

４
年

１
～

３
月

1
0
1
.
9

1
.
8
 

9
8
.
2

0
.
1
 

1
0
3
.
8

1
.
7
 

2
7
6
,
2
5
2

1
2
7
.
2

2
,
1
7
2

資
料

出
所

　
厚

生
労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

（
注

）
１

　
再

集
計
さ

れ
た

平
成

2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲
載
し
て
い
る
。

　
　

　
２

　
事

業
所
規

模
3
0
人

以
上

、
調

査
産

業
計

の
数
値
で
あ
る
。

　
　

　
３

　
四

半
期
の

実
数

値
及

び
時

間
当

た
り

所
定
内
給
与
は
、
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て
算
出
。

年
・

期

指
数
（
令
和
２
年
＝
1
0
0
）

実
数
（
参
考
）

所
定

内
給

与
所
定
内
労
働
時
間

所
定
内
給
与

所
定
内
労
働
時
間

前
年

比
前
年
比

前
年
比
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イ
　

賃
金

・
労

働
時

間
指

数
の

推
移

②
［
事

業
所

規
模

５
～

2
9
人

］

時
間
当
た
り

時
間
当
た
り

所
定
内
給
与

所
定
内
給
与

①
②

①
／
②

③
④

③
／
④

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
円
）

（
時
間
）

（
円
）

平
成

2
6
年

9
8
.
7

△
 
0
.
4
 

1
0
8
.
5

△
 
0
.
7
 

9
1
.
0

0
.
3
 

2
0
6
,
7
2
0

1
3
1
.
1

1
,
5
7
7

2
7
年

9
8
.
9

0
.
2
 

1
0
7
.
8

△
 
0
.
6
 

9
1
.
7

0
.
8
 

2
0
7
,
1
6
5

1
3
0
.
3

1
,
5
9
0

2
8
年

9
9
.
1

0
.
2
 

1
0
6
.
6

△
 
1
.
0
 

9
3
.
0

1
.
2
 

2
0
7
,
4
4
7

1
2
8
.
9

1
,
6
0
9

2
9
年

9
9
.
8

0
.
7
 

1
0
6
.
0

△
 
0
.
6
 

9
4
.
2

1
.
3
 

2
0
8
,
9
5
6

1
2
8
.
2

1
,
6
3
0

3
0
年

9
9
.
3

△
 
0
.
5
 

1
0
4
.
6

△
 
1
.
3
 

9
4
.
9

0
.
8
 

2
0
7
,
9
0
2

1
2
6
.
4

1
,
6
4
5

令
和

元
年

9
9
.
2

△
 
0
.
1
 

1
0
2
.
1

△
 
2
.
4
 

9
7
.
2

2
.
3
 

2
0
7
,
7
8
0

1
2
3
.
5

1
,
6
8
2

２
年

1
0
0
.
0

0
.
8
 

1
0
0
.
0

△
 
2
.
0
 

1
0
0
.
0

2
.
8
 

2
0
9
,
3
7
9

1
2
0
.
9

1
,
7
3
2

３
年

1
0
0
.
0

0
.
0
 

9
9
.
8

△
 
0
.
2
 

1
0
0
.
2

0
.
2
 

2
0
9
,
3
5
1

1
2
0
.
6

1
,
7
3
6

２
年

１
～

３
月

9
8
.
9

1
.
2
 

9
9
.
0

△
 
0
.
3
 

9
9
.
9

1
.
5
 

2
0
7
,
1
5
1

1
1
9
.
7

1
,
7
3
1

４
～

６
月

1
0
0
.
2

0
.
9
 

9
8
.
4

△
 
4
.
3
 

1
0
1
.
8

5
.
2
 

2
0
9
,
8
5
2

1
1
8
.
9

1
,
7
6
5

７
～

９
月

1
0
0
.
2

0
.
4
 

1
0
0
.
3

△
 
2
.
1
 

9
9
.
9

2
.
5
 

2
0
9
,
8
3
4

1
2
1
.
3

1
,
7
3
0

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
6

0
.
6
 

1
0
2
.
3

△
 
1
.
2
 

9
8
.
3

1
.
8
 

2
1
0
,
6
6
3

1
2
3
.
7

1
,
7
0
3

３
年

１
～

３
月

9
9
.
4

0
.
5
 

9
7
.
1

△
 
2
.
0
 

1
0
2
.
4

2
.
5
 

2
0
8
,
1
2
0

1
1
7
.
4

1
,
7
7
3

４
～

６
月

1
0
0
.
7

0
.
5
 

1
0
1
.
3

2
.
8
 

9
9
.
4

△
 
2
.
3
 

2
1
0
,
7
7
8

1
2
2
.
4

1
,
7
2
2

７
～

９
月

9
9
.
8

△
 
0
.
4
 

9
9
.
0

△
 
1
.
3
 

1
0
0
.
8

0
.
9
 

2
0
9
,
0
6
4

1
1
9
.
7

1
,
7
4
7

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
0

△
 
0
.
6
 

1
0
1
.
7

△
 
0
.
6
 

9
8
.
3

0
.
0
 

2
0
9
,
4
4
1

1
2
2
.
9

1
,
7
0
4

４
年

１
～

３
月

9
8
.
5

△
 
0
.
9
 

9
5
.
6

△
 
1
.
5
 

1
0
3
.
0

0
.
6
 

2
0
6
,
2
7
6

1
1
5
.
6

1
,
7
8
4

資
料

出
所

　
厚

生
労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

（
注

）
１

　
再

集
計
さ

れ
た

平
成

2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲
載
し
て
い
る
。

　
　

　
２

　
事

業
所
規

模
５

～
2
9
人

、
調

査
産

業
計

の
数
値
で
あ
る
。

　
　

　
３

　
四

半
期
の

実
数

値
及

び
時

間
当

た
り

所
定
内
給
与
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て
算
出
。

年
・

期

指
数
（
令
和
２
年
＝
1
0
0
）

実
数
（
参
考
）

所
定

内
給

与
所
定
内
労
働
時
間

所
定
内
給
与

所
定
内
労
働
時
間

前
年

比
前
年
比

前
年
比
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ロ
　

一
般

労
働

者
の

賃
金

・
労

働
時

間
の

推
移

年
所
定
内

時
間
当
た
り

所
定
内

時
間
当
た
り

所
定
内

時
間
当
た
り

実
労
働
時
間

所
定
内
給
与

実
労
働
時
間

所
定
内
給
与

実
労
働
時
間

所
定
内
給
与

①
②

①
／
②

③
④

③
／
④

⑤
⑥

⑤
／
⑥

（
千
円
）

（
時
間
）

（
円
）

（
％
）

（
千
円
）

（
時
間
）

（
円
）

（
％
）

（
千
円
）

（
時
間
）

（
円
）

（
％
）

平
成
2
4
年

2
9
7
.
7

1
6
5

1
,
8
0
4

0
.
9

2
5
8
.
2

1
7
2

1
,
5
0
1

0
.
3

2
5
5
.
5

1
7
4

1
,
4
6
8

0
.
6

2
5
年

2
9
5
.
7

1
6
3

1
,
8
1
4

0
.
5

2
6
1
.
5

1
7
0

1
,
5
3
8

2
.
5

2
5
9
.
9

1
7
2

1
,
5
1
1

2
.
9

2
6
年

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

1
.
3

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

△
0
.
2

2
6
0
.
3

1
7
4

1
,
4
9
6

△
1
.
0

2
7
年

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
8

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

0
.
2

2
6
4
.
6

1
7
4

1
,
5
2
1

1
.
7

2
8
年

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
0

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

1
.
3

2
6
0
.
5

1
7
3

1
,
5
0
6

△
1
.
0

2
9
年

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

△
0
.
5

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

1
.
0

2
6
2
.
6

1
7
2

1
,
5
2
7

1
.
4

3
0
年

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

1
.
2

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

△
0
.
3

2
6
8
.
6

1
7
1

1
,
5
7
1

2
.
9

令
和
元
年

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

3
.
0

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

3
.
6

2
7
0
.
6

1
6
9

1
,
6
0
1

1
.
9

２
年

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
6
5

-
 

2
7
8
.
0

1
7
0

1
,
6
3
5

-
 

2
8
2
.
0

1
7
1

1
,
6
4
9

-
 

３
年

3
0
7
.
4

1
6
5

1
,
8
6
3

△
0
.
1

2
7
9
.
9

1
6
9

1
,
6
5
6

1
.
3

2
7
6
.
1

1
7
0

1
,
6
2
4

△
1
.
5

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」

（
注
）
１
　
数
値
は
、
各

年
と

も
６

月
に

つ
い

て
調

査
し

た
も

の
で

あ
り

、
調

査
産

業
計

で
あ

る
。

　
　
　
２
　
一
般
労
働
者

と
は

、
短

時
間

労
働

者
以

外
の

労
働

者
を

い
う

。
短

時
間

労
働

者
（

平
成

1
6
年

以
前

は
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

）
と

は
、

１
日
の

所
定

労
働

時
間

又
は

１
週

の
所

定
労

働
日

数
が

　
　
　
　
一
般
の
労
働
者

よ
り

も
少

な
い

労
働

者
を

い
う

。

　
　
　
３
　
前
年
比
は
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

の
対

前
年

増
減

率
で

あ
る

。

　
　
　
４
　
時
間
当
た
り

所
定

内
給

与
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

　
　
　
５
　
賃
金
構
造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
集

計
方

法
の

見
直

し
が

行
わ

れ
て

お
り

、
令

和
２

年
の

調
査

結
果

と
令

和
元

年
以

前
の
調

査
結

果
を

単
純

比
較

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

1
0
人
以
上

1
0
～
9
9
人

５
～
９
人

所
定
内
給
与

所
定
内
給
与

所
定
内
給
与

前
年
比

前
年
比

前
年
比
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ハ
　
月
間
労
働
時
間
の
動
き

(
時
間
)

（
％
）

(
時
間
)

（
％
）

(
時
間
)

（
％
）

(
時
間
)

（
％
）

(
時
間
)

（
％
）

(
時
間
)

（
％
）

平
成
2
6
年

1
3
6
.
3

△
 
0
.
5
 

1
3
1
.
1

△
 
0
.
7
 

1
2
.
8

3
.
9
 

1
7
.
5

6
.
9
 

8
.
5

6
.
5
 

1
1
.
2

5
.
4
 

2
7
年

1
3
5
.
8

△
 
0
.
1
 

1
3
0
.
3

△
 
0
.
6
 

1
2
.
9

△
 
1
.
0
 

1
7
.
6

△
 
0
.
4
 

8
.
4

△
 
2
.
3
 

1
1
.
4

1
.
9
 

2
8
年

1
3
5
.
8

0
.
0
 

1
2
8
.
9

△
 
1
.
0
 

1
2
.
7

△
 
1
.
7
 

1
7
.
5

△
 
0
.
6
 

8
.
3

△
 
0
.
8
 

1
0
.
6

△
 
6
.
8
 

2
9
年

1
3
5
.
7

△
 
0
.
1
 

1
2
8
.
2

△
 
0
.
6
 

1
2
.
7

△
 
0
.
1
 

1
7
.
9

2
.
4
 

8
.
7

4
.
7
 

1
1
.
2

5
.
4
 

3
0
年

1
3
4
.
9

△
 
0
.
6
 

1
2
6
.
4

△
 
1
.
3
 

1
2
.
5

△
 
1
.
1
 

1
8
.
0

0
.
6
 

8
.
3

△
 
4
.
7
 

1
1
.
5

2
.
5
 

令
和
元
年

1
3
2
.
0

△
 
2
.
1
 

1
2
3
.
5

△
 
2
.
4
 

1
2
.
4

△
 
1
.
0
 

1
6
.
7

△
 
7
.
4
 

8
.
0

△
 
3
.
6
 

1
0
.
0

△
 
1
2
.
5
 

２
年

1
2
9
.
6

△
 
1
.
7
 

1
2
0
.
9

△
 
2
.
0
 

1
0
.
8

△
 
1
3
.
1
 

1
3
.
4

△
 
1
9
.
8
 

7
.
0

△
 
1
2
.
7
 

7
.
6

△
 
2
4
.
5
 

３
年

1
3
0
.
8

0
.
8
 

1
2
0
.
6

△
 
0
.
2
 

1
1
.
6

7
.
4
 

1
5
.
3

1
4
.
7
 

7
.
1

1
.
7
 

8
.
5

1
1
.
7
 

令
和
４
年
１
月

1
2
5
.
1

0
.
7
 

1
1
2
.
8

0
.
0
 

1
1
.
8

7
.
1
 

1
5
.
5

9
.
0
 

6
.
8

1
.
5
 

8
.
1

1
3
.
8
 

２
月

1
2
4
.
7

0
.
3
 

1
1
5
.
0

△
 
2
.
4
 

1
1
.
9

7
.
0
 

1
6
.
6

1
0
.
6
 

7
.
0

1
.
4
 

9
.
7

1
6
.
4
 

３
月

1
3
1
.
9

△
 
0
.
9
 

1
1
9
.
0

△
 
2
.
2
 

1
2
.
6

4
.
9
 

1
6
.
8

6
.
9
 

7
.
6

1
.
4
 

1
0
.
0

2
0
.
1
 

４
月

1
3
6
.
1

△
 
1
.
6
 

1
2
3
.
7

△
 
2
.
4
 

1
2
.
9

6
.
4
 

1
6
.
7

6
.
2
 

7
.
7

2
.
7
 

9
.
5

1
2
.
7
 

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

（
注
）
１
　
再
集
計
さ
れ
た
平
成
2
4
年
以
降
の
公
表
値
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
　
　
２
　
常
用
労
働
者
で
あ
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
　
３
　
各
年
（
月
）
の
前
年
比
の
数
値
は
、
指
数
の
対
前
年
（
同
月
）
増
減
率
で
あ
る
。

前
年
比

年
・
期

所
定
内
労
働
時
間

所
定
外
労
働
時
間

3
0
人
以
上

５
～
2
9
人

3
0
人
以
上

５
～
2
9
人

調
査
産
業
計

調
査
産
業
計

調
査
産
業
計

製
造
業

調
査
産
業
計

製
造
業

前
年
比

前
年
比

前
年
比

前
年
比

前
年
比
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４
　
春
季
賃
上
げ

妥
結

状
況

　
(
1
)
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
（

令
和

４
年

）

連
合

第
7
回

(
最

終
)
 
回

答
集

計
結

果
(
令

和
４

年
７

月
５

日
)

経
団

連
(
大

手
企

業
)
 
最

終
集

計
(
令

和
4
年

7
月

2
7
日

)

3
0
4
組

合
1
,
4
8
0
,
0
5
0
人

3
0
組

合
9
9
,
3
1
0
人

2
9
組

合
1
2
1
,
0
2
6
人

1
3
5
社

6
,
6
3
7
円

(
6
,
0
5
1
円

)
2
,
3
0
8
円

(
2
,
5
1
8
円

)
1
,
1
4
7
円

(
3
5
6
円

)
7
,
5
6
2
円

(
6
,
1
2
4
円
)

2.
18

%
(
2
.
0
2
%
)

0.
67

%
(
0
.
7
4
%
)

0.
40

%
(
0
.
1
3
%
)

2.
27

%
(
1
.
8
4
%
)

5
3
3
組

合
2
9
1
,
4
6
2
人

5
3
組

合
3
0
,
2
4
9
人

4
2
組

合
2
2
,
6
2
6
人

(
注

)
１

　
原

則
と

し
て

、
従

業
員

数
5
0
0
人

以
上

の

6
,
0
9
3
円

(
5
,
5
2
2
円

)
3
,
0
0
2
円

(
1
,
6
1
8
円

)
1
,
6
6
6
円

(
9
1
7
円

)
　

　
　

企
業

を
対

象
。

2.
25

%
(
2
.
0
6
%
)

1.
02

%
(
0
.
5
6
%
)

0.
67

%
(
0
.
3
7
%
)

　
　

２
　

2
0
2
社

(
7
9
.
8
%
)
の

妥
結

を
把

握
し

た
が

、

7
4
0
組

合
1
3
5
,
2
7
0
人

6
8
組

合
1
2
,
2
7
1
人

6
9
組

合
1
2
,
1
1
2
人

　
　

　
こ

の
う

ち
6
7
社

は
平

均
額

不
明

等
の

た
め

、

5
,
8
4
2
円

(
5
,
2
9
1
円

)
1
,
8
6
1
円

(
8
4
4
円

)
1
,
7
1
9
円

(
5
5
8
円

)
　

　
　

集
計

よ
り

除
外

。

2.
27

%
(
2
.
0
5
%
)

0.
70

%
(
0
.
3
2
%
)

0.
71

%
(
0
.
2
4
%
)

　
　

３
　

（
　

）
内

の
数

値
は

、
令

和
3
年

7
月

3
0
日

付

6
3
6
組

合
3
2
,
1
2
8
人

8
6
組

合
4
,
1
2
2
人

9
4
組

合
4
,
4
7
9
人

　
　

　
最

終
集

計
結

果
。

5
,
4
6
1
円

(
4
,
8
8
5
円

)
1
,
6
3
3
円

(
8
5
5
円

)
1
,
4
6
4
円

(
7
5
5
円

)

2.
24

%
(
2
.
0
1
%
)

0.
64

%
(
0
.
3
5
%
)

0.
62

%
(
0
.
3
3
%
)

2
,
2
1
3
組

合
1
,
9
3
8
,
9
1
0
人

2
3
7
組

合
1
4
5
,
9
5
2
人

2
3
4
組

合
1
6
0
,
2
4
3
人

6
,
4
7
4
円

(
5
,
8
3
1
円

)
2
,
0
9
0
円

(
1
,
1
9
7
円

)
1
,
5
3
6
円

(
6
7
9
円

)

2.
20

%
(
2
.
0
3
%
)

0.
75

%
(
0
.
4
4
%
)

0.
62

%
(
0
.
2
8
%
)

経
団

連
(
中

小
企

業
)
第

１
回

集
計

(
令

和
4
年

6
月

1
0
日

)

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
３

年
7
月

5
日

付
　

第
7
回

(
最

終
)
集

計
結

果
。

　
　

２
　

平
均

賃
上

げ
方

式
は

、
賃

上
げ

分
が

明
確

に
分

か
る

組
合

を
対

象
に

集
計

。

　
　

３
　

個
別

賃
金

方
式

は
「

純
ベ

ア
」

と
「

定
昇

込
み

」
方

式
が

あ
る

が
、

表
中

は
「

純
ベ

ア
」

方
式

の
数

値
で

あ
る

。
2
4
9
社

　
　

４
　

個
別

賃
金

方
式

の
規

模
別

の
伸

び
率

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
が

計
算

。
5
,
2
1
9
円

(
4
,
4
4
4
円
)

1.
97

%
(
1
.
7
2
%
)

連
合

(
有

期
・

短
時

間
・

契
約

等
労

働
者

)
第

7
回

(
最

終
)
 
回

答
集

計
結

果
(
令

和
４

年
７

月
５

日
)

(
注

)
１

　
従

業
員

数
5
0
0
人

未
満

の
企

業
を

対
象

。

　
　

２
　

2
5
2
社

(
3
3
.
4
%
)
か

ら
回

答
を

把
握

し
た

が
、

賃
上

げ
額

2
1
.
3
7
円

(
1
6
.
3
8
円

)
2
3
.
4
3
円

(
1
9
.
9
1
円

)
　

　
　

こ
の

う
ち

３
社

は
平

均
金

額
不

明
等

の
た

め
、

平
均

時
給

1
,
0
5
7
.
3
1
円

(
1
,
0
2
3
.
9
6
円

)
1
,
0
4
7
.
0
0
円

(
1
,
0
3
8
.
7
7
円

)
　

　
　

集
計

よ
り

除
外

。

賃
上

げ
額

3
,
7
2
8
円

(
3
,
4
8
0
円

)
3
,
9
9
7
円

(
3
,
6
6
7
円

）
　

　
３

　
了

承
、

妥
結

を
含

む
。

賃
上

げ
率

1
.
7
5
%
(
1
.
6
4
%
)

1
.
8
5
%
(
1
.
7
2
%
)

　
　

４
　

（
　

）
の

数
値

は
、

令
和

３
年

6
月

1
1
日

付

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
３

年
７

月
５

日
付

　
第

７
回

(
最

終
)
回

答
集

計
結

果
。

　
　

　
第

1
回

集
計

結
果

。

3
0
0
～

9
9
9
人

1
0
0
～

2
9
9
人

～
9
9
人

規
模
計

月
給

時
給

1
0
0
組

合
2
7
,
4
2
5
人

平
均
賃
上
げ
方
式

（
加
重
平
均
）

1
7
業
種

7
5
4
社

単
純

平
均

加
重

平
均

3
3
7
組

合
7
5
4
,
0
0
4
人

1
,
0
0
0
人

以
上

主
要
2
1
業
種

大
手
2
5
3
社

平
均

賃
上

げ
方

式
個

別
賃

金
方

式
（

組
合

数
に

よ
る

単
純

平
均

）
平
均
賃
上
げ
方
式

（
加

重
平

均
）

3
5
歳

3
0
歳

（
加
重
平
均
）
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（

２
）

賃
上
げ

額
・

率
の

推
移

　
　

イ
　

１
人

当
た

り
平

均
賃

金
の

改
定

額
及
び
改
定
率
の
推
移

　
　
ロ
　
賃
金
の
改
定
の

状
況

、
賃

金
の

改
定

の
決

定
に

当
た
り
最
も
重
視
し
た

　
　
　
要
素
別
企
業
割
合

（
令

和
３

年
）

（
単

位
：

％
）

加
重

平
均

単
純

平
均

加
重

平
均

単
純

平
均

平
成

2
4

年
4
,
0
3
6

3
,
3
4
4

1
.
4

1
.
2

2
5

年
4
,
3
7
5

3
,
9
1
1

1
.
5

1
.
5

(
8
7
.
9
)

(
1
.
1
)

(
1
1
.
0
)

2
6

年
5
,
2
5
4

4
,
0
9
3

1
.
8

1
.
5

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

2
7

年
5
,
2
8
2

4
,
2
3
1

1
.
9

1
.
7

企
業

業
績

4
6
.
8

6
7
.
4

3
4
.
0

2
8

年
5
,
1
7
6

4
,
5
5
9

1
.
9

1
.
8

世
間

相
場

3
.
2

-
0
.
5

2
9

年
5
,
6
2
7

4
,
9
2
0

2
.
0

1
.
9

雇
用

の
維

持
8
.
8

1
2
.
9

5
.
4

3
0

年
5
,
6
7
5

4
,
9
5
2

2
.
0

1
.
9

労
働

力
の

確
保

・
定

着
8
.
5

-
1
.
9

令
和

元
年

5
,
5
9
2

5
,
0
8
0

2
.
0

1
.
9

物
価

の
動

向
0
.
1

-
-

２
年

4
,
9
4
0

4
,
2
5
0

1
.
7

1
.
6

労
使

関
係

の
安

定
2
.
0

4
.
9

2
.
2

３
年

4
,
6
9
4

4
,
0
8
7

1
.
6

1
.
5

親
会

社
又

は
関

連
（

グ
ル

ー
プ
）

会
社

の
改

定
の

動
向

4
.
9

-
-

資
料
出
所
　
厚
生
労

働
省

「
賃

金
引

上
げ

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

」
前

年
度

の
改

定
の

実
績

3
.
6

1
.
2

1
.
6

（
注
）
１
　
１
人
当

た
り

平
均

賃
金

の
改

定
額

及
び

改
定

率
は

、
１

か
月

当
た

り
の

そ
の

他
4
.
5

4
.
1

0
.
6

　
　
　
　
１
人
平
均

所
定

内
賃

金
の

改
定

額
、

改
定

率
で

あ
る

。
重

視
し

た
要

素
は

な
い

1
7
.
0

5
.
4

4
9
.
7

　
　
　
２
　
加
重
平

均
と

は
常

用
労

働
者

数
に

よ
る

加
重

平
均

、
単

純
平

均
と

は
不

明
0
.
7

4
.
2

4
.
2

　
　
　
　
企
業
数
に

よ
る

平
均

で
あ

る
。

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃
金
引
上
げ
等
の
実
態
に
関
す
る
調
査
」

（
注

）
1
 
（

　
）

内
は

賃
金

の
改
定
を
実
施
又
は
予
定
し
て
い
る
企
業
及
び
賃
金
の
改
定
を
実
施

　
　

　
 
し

な
い

企
業

に
占

め
る
賃
金
の
改
定
状
況
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
割
合
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
2
 
 
表

中
の

 
―

 
は
当
該
集
計
値
が
な
い
も
の
を
示
す
。

賃
金
の
改
定
を

実
施
し
な
い
企
業

計

年
賃

金
の

改
定

額
（

円
）

賃
金

の
改

定
率

（
％

）
１
人
当
た
り
平
均
賃

金
を
引
き
上
げ
た
・

引
き
上
げ
る
企
業

１
人
当
た
り
平
均
賃

金
を
引
き
下
げ
た
・

引
き
下
げ
る
企
業
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５
　

夏
季

賞
与

・
一

時
金

妥
結

状
況

第
7
回

(最
終

) 
回

答
集

計
結

果
(令

和
４

年
７

月
５

日
)

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

（
参

考
）
昨

年
対

比
集

計
対

象
組

合
対

象
組

合
員

数

2
,5

0
9
組

合
1
,8

2
0
,7

5
7
人

2
,4

3
5
組

合
1
,4

0
6
,1

9
9
人

1
,8

6
2
組

合
1
,0

3
0
,2

7
4
人

1
,8

1
4
組

合
1
,0

7
8
,6

2
0
人

2
,0

1
8
組

合
1
,8

2
7
,4

2
8
人

1
,9

3
3
組

合
1
,7

8
1
,1

3
0
人

1
,2

3
7
組

合
1
,0

8
0
,2

2
1
人

1
,1

3
6
組

合
1
,1

8
3
,1

2
1
人

注
　

１
 △

は
マ

イ
ナ

ス
を

表
す

。
以

下
同

じ
。

　
　

 ２
 数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
。

　
　

 ３
 2

0
2
1
年

回
答

の
数

値
は

令
和

３
年

7
月

5
日

付
第

7
回

(最
終

)集
計

結
果

。

経
団

連
第

1
回

集
計

(令
和

4
年

6
月

2
1
日

)

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

総
平

均
1
0
5
社

9
2
9
,
2
5
9
円

1
3
.
8
1
％

1
0
4
社

8
4
1
,
1
5
0
円

△
 
7
.
2
8
％

製
造

業
平

均
9
3
社

9
3
0
,
4
7
5
円

1
5
.
1
1
％

9
9
社

8
4
2
,
1
1
5
円

△
 
6
.
5
2
％

非
製

造
業

平
均

1
2
社

9
2
2
,
5
1
2
円

6
.
9
9
％

5
社

8
3
2
,
4
8
5
円

△
 
1
3
.
4
6
％

注
 １

　
調

査
対

象
は

原
則

と
し

て
従

業
員

5
0
0
人

以
上

、
主

要
2
1
業

種
大

手
2
5
3
社

。
　

　
２

　
2
0
業

種
1
6
4
社

（
6
4
.8

％
）
の

妥
結

を
把

握
し

て
い

る
が

、
う

ち
5
9
社

は
平

均
額

不
明

な
ど

の
た

め
集

計
よ

り
除

外
。

　
　

３
　

数
値

は
組

合
員

一
人

当
た

り
の

加
重

平
均

（
一

部
従

業
員

平
均

含
む

）
。

　
　

４
　

増
減

率
は

、
各

年
の

集
計

企
業

の
前

年
の

妥
結

額
か

ら
の

増
減

率
を

示
し

た
も

の
（
同

対
象

比
較

）
。

２
０

２
２

年
夏

季
２

０
２

１
年

夏
季

4
8
,0

7
0
円

6
6
0
,2

4
9
円

年 　 間

回
答

月
数

4
.8

7
ヶ

月
0
.2

5
ヶ

月
4
.6

2
ヶ

月

回
答

額
1
,5

6
0
,0

4
5
円

3
9
,9

2
1
円

1
,5

2
0
,1

2
4
円

一
時

金
2
0
2
2
年

回
答

2
0
2
1
年

回
答

夏 　 季

回
答

月
数

2
.3

3
ヶ

月
0
.1

5
ヶ

月
2
.1

8
ヶ

月

回
答

額
7
0
8
,3

1
9
円
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６

　
消

費
者

物
価

指
数

の
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

（
全

国
・

ラ
ン

ク
別

）

（
単

位
：

％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

 
全
 
 
国

0
.
0
 

0
.
5
 

3
.
3
 

1
.
0
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
6
 

0
.
0
 

△
 
0
.
3
 

0
.
6
 

1
.
1
 

1
.
5
 

3
.
0
 

2
.
9
 

2
.
8
 

Ａ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
1
 

0
.
4
 

3
.
1
 

1
.
2
 

△
 
0
.
1
 

0
.
3
 

1
.
1
 

0
.
7
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
6
 

0
.
4
 

1
.
0
 

1
.
3
 

3
.
0
 

2
.
9
 

2
.
7
 

1
.
8
8

Ｂ
ラ

ン
ク

0
.
0
 

0
.
5
 

3
.
3
 

1
.
2
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
5
 

0
.
0
 

△
 
0
.
4
 

0
.
5
 

1
.
0
 

1
.
4
 

2
.
8
 

2
.
7
 

2
.
5
 

1
.
8
2

Ｃ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
1
 

0
.
4
 

3
.
3
 

1
.
1
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
6
 

0
.
0
 

△
 
0
.
2
 

0
.
4
 

0
.
8
 

1
.
2
 

2
.
7
 

2
.
7
 

2
.
7
 

1
.
7
5

Ｄ
ラ

ン
ク

0
.
0
 

0
.
3
 

3
.
2
 

0
.
9
 

0
.
0
 

0
.
7
 

1
.
2
 

0
.
5
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
3
 

0
.
3
 

0
.
7
 

1
.
1
 

2
.
9
 

2
.
8
 

2
.
8
 

1
.
7
7

資
料

出
所

　
総

務
省
「

消
費

者
物

価
指

数
」

（
注

）
１

　
指

数
は
、

「
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
」
を
用
い
た
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン
ク

の
数

値
は

都
道

府
県

の
県

庁
所

在
地
に
お
け
る
指
数
を
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て
単
純
平
均
し
、
そ
の
対
前
年
上
昇

率
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

　
３

　
各

ラ
ン
ク

は
、

各
年

に
お

け
る

適
用

ラ
ン

ク
で
あ
る
。

２
年

３
年

令
和
４
年

(
参

考
)

令
和

４
年

１
月

～
６

月
の

各
ラ

ン
ク

の
平

均

令
和
元
年

平
成

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年
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７
　

地
域

別
最

低
賃

金
額

（
時

間
額

）
、

未
満

率
及

び
影

響
率

の
推

移

平
成

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

７
４

９
７

６
４

７
８

０
７

９
８

８
２

３
８

４
８

８
７

４
９

０
１

９
０

２
９

３
０

２
．

１
１

．
９

２
．

０
１

．
９

２
．

７
１

．
７

１
．

９
１

．
６

２
．

０
１

．
７

４
．

９
７

．
４

７
．

３
９

．
０

１
１

．
１

１
１

．
９

１
３

．
８

１
６

．
３

４
．

７
１

６
．

２

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」

（
注
）
１
　
最
低
賃
金
額
は
、
全
国
加
重
平
均
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
し
た
後
に
、
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
事
業
所
規
模
3
0
人
未
満
（
製
造
業
等
は
1
0
0
人
未
満
）
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

地
域

別
最

低
賃

金
（

円
）

未
満

率
（

％
）

影
響

率
（

％
）
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８
　

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

特
別

集
計

に
よ

る
未

満
率

及
び

影
響

率
未
満
率
及
び
影
響
率
の
イ
メ
ー
ジ
図

従
来

の
特

別
集

計
値

（
単

位
：

％
）

平
成

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

未
満

率
１

．
８

２
．

０
１

．
９

１
．

９
１

．
５

１
．

５
１

．
６

１
．

９
－

－

影
響

率
２

．
８

３
．

６
３

．
６

４
．

０
４

．
５

４
．

９
５

．
１

６
．

０
－

－

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
特

別
集

計
」

（
注

）
１

　
「

未
満

率
」

と
は

、
最

低
賃

金
額

を
改

定
す

る
前

に
、

最
低

賃
金

額
を

下
回

っ
て

い
る

労
働

者
割

合
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
「

影
響

率
」

と
は

、
最

低
賃

金
額

を
改

定
し

た
後

に
、

改
定

後
の

最
低

賃
金

額
を

下
回

る
こ

と
と

な
る

労
働

者
割

合
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
の

調
査

対
象

事
業

所
に

は
、

事
業

所
規

模
１

～
４

人
は

含
ま

れ
て

い
な

い
。

　
　

　
４

　
未

満
率

及
び

影
響

率
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

賃
金

額
は

、
所

定
内

給
与

額
（

一
部

の
産

業
・

事
業

所
規

模
で

　
　

　
　

　
通

勤
手

当
、

精
皆

勤
手

当
、

家
族

手
当

を
除

く
。

）
を

所
定

内
実

労
働

時
間

数
で

除
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
　

　
５

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
で

は
、

令
和

２
年

よ
り

、
通

勤
手

当
、

精
皆

勤
手

当
、

家
族

手
当

が
調

査
事

項
か

ら
廃

止
さ

れ
、

　
　

　
　

　
な

お
か

つ
集

計
方

法
も

変
更

さ
れ

た
た

め
、

従
来

の
特

別
集

計
値

と
同

じ
集

計
を

行
う

こ
と

が
不

可
能

と
な

っ
た

。

令
和

２
年

に
変

更
さ

れ
た

集
計

方
法

に
基

づ
く

特
別

集
計

値
（

単
位

：
％

）

平
成

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

※
曲

線
は

、
賃

金
額

を
横

軸
に

と
っ

た
と

き
の

労
働

者
分

布
を

表
し

て
い

る
。

未
満

率
１

．
７

１
．

９
１

．
８

１
．

７
１

．
３

１
．

３
１

．
３

１
．

８
２

．
０

１
．

９

影
響

率
２

．
７

３
．

５
３

．
４

４
．

０
４

．
３

４
．

８
４

．
８

６
．

１
２

．
５

５
．

９

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
特

別
集

計
」

（
注

）
１

　
未

満
率

及
び

影
響

率
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

賃
金

額
は

、
所

定
内

給
与

額
（

全
て

の
産

業
・

事
業

所
規

模
で

　
　

　
　

　
通

勤
手

当
、

精
皆

勤
手

当
、

家
族

手
当

を
含

む
。

）
を

所
定

内
実

労
働

時
間

数
で

除
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
平

成
2
4
年

～
令

和
元

年
の

値
は

、
時

系
列

比
較

を
行

う
た

め
、

令
和

２
年

調
査

と
同

じ
集

計
方

法
で

集
計

を
行

っ
た

も
の

で
あ

る
。

改 定 前 最 低 賃 金 額

改 定 後 最 低 賃 金 額

賃
金

額

労 働 者 数

影
響

率

未
満

率
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９
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
一

般
労

働
者

）
（
１

）
一

般
労

働
者

（
暦

年
、

全
国

・
産

業
計

（
企

業
規

模
1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

）
）

項
目

地
域
別
最
低
賃
金

（
全
国
加
重
平
均
額
）

年
①

②
③

④
＝
②
／
③

①
／
④

⑤
⑥

⑦
＝
⑤
／
⑥

①
／
⑦

（
円
）

（
千
円
）

（
時
間
）

（
円
）

（
％
）

（
千
円
）

（
時
間
）

（
円
）

（
％
）

平
成
2
4
年

7
4
9

2
9
7
.
7

1
6
5

1
,
8
0
4

4
1
.
5

2
5
8
.
2

1
7
2

1
,
5
0
1

4
9
.
9

2
5
年

7
6
4

2
9
5
.
7

1
6
3

1
,
8
1
4

4
2
.
1

2
6
1
.
5

1
7
0

1
,
5
3
8

4
9
.
7

2
6
年

7
8
0

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

4
2
.
4

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

5
0
.
8

2
7
年

7
9
8

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
3
.
1

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

5
1
.
9

2
8
年

8
2
3

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
4
.
4

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

5
2
.
8

2
9
年

8
4
8

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

4
6
.
0

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

5
3
.
9

3
0
年

8
7
4

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

4
6
.
8

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

5
5
.
7

令
和
元
年

9
0
1

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

4
6
.
9

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

5
5
.
4

平
成
2
4
年

7
4
9

2
9
6
.
9

1
6
5

1
,
7
9
9

4
1
.
6

2
5
9
.
6

1
7
2

1
,
5
0
9

4
9
.
6

2
5
年

7
6
4

2
9
4
.
8

1
6
4

1
,
7
9
8

4
2
.
5

2
6
2
.
8

1
7
0

1
,
5
4
6

4
9
.
4

2
6
年

7
8
0

3
0
0
.
0

1
6
4

1
,
8
2
9

4
2
.
6

2
6
5
.
5

1
7
1

1
,
5
5
3

5
0
.
2

2
7
年

7
9
8

3
0
3
.
5

1
6
5

1
,
8
3
9

4
3
.
4

2
6
7
.
1

1
7
2

1
,
5
5
3

5
1
.
4

2
8
年

8
2
3

3
0
3
.
6

1
6
5

1
,
8
4
0

4
4
.
7

2
6
8
.
7

1
7
1

1
,
5
7
1

5
2
.
4

2
9
年

8
4
8

3
0
3
.
8

1
6
5

1
,
8
4
1

4
6
.
1

2
7
1
.
6

1
7
1

1
,
5
8
8

5
3
.
4

3
0
年

8
7
4

3
0
5
.
3

1
6
4

1
,
8
6
2

4
6
.
9

2
7
0
.
7

1
7
1

1
,
5
8
3

5
5
.
2

令
和
元
年

9
0
1

3
0
6
.
0

1
6
1

1
,
9
0
1

4
7
.
4

2
7
6
.
2

1
6
8

1
,
6
4
4

5
4
.
8

２
年

9
0
2

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
6
5

4
8
.
4

2
7
8
.
0

1
7
0

1
,
6
3
5

5
5
.
2

３
年

9
3
0

3
0
7
.
4

1
6
5

1
,
8
6
3

4
9
.
9

2
7
9
.
9

1
6
9

1
,
6
5
6

5
6
.
2

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」

（
注
）
１
　
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
及
び
時
間
額
比
は
、
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て
算
出
。

見 直 し 前 の 集 計 方 法 見 直 し 後 の 集 計 方 法 　
　
　
２
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
は
、
令
和
２
年
調
査
よ
り
、
復
元
倍
率
算
出
方
法
に
つ
い
て
、
回
収
率
等
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
見
直
し
が
行
わ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
令
和
２
年
以
降
の
調
査
結
果
と
令
和
元
年
以
前
の
調
査
結
果
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
平
成
2
4
年
～
令
和
元
年
の
数
値
に
つ

　
　
　
　
い
て
、
見
直
し
後
の
集
計
方
法
で
遡
及
集
計
し
た
結
果
も
掲
載
し
て
い
る
。

一
般
労
働
者
（
男
女
計
）

産
業
計
・
企
業
規
模
1
0
人
以
上

産
業
計
・
企
業
規
模
1
0
～
9
9
人

時
間
額

所
定
内
給
与

(
月
額
)

所
定
内

実
労
働
時
間

時
間
当
た
り

所
定
内
給
与

時
間
額
比

所
定
内
給
与

(
月
額
)

所
定
内

実
労
働
時
間

時
間
当
た
り

所
定
内
給
与

時
間
額
比
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（
２

）
短

時
間

労
働

者
（

暦
年

、
全

国
・

産
業

計
（

企
業

規
模

1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

）
）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

所
定
内
給
与

所
定
内
給
与

所
定
内
給
与

所
定
内
給
与

（
時
間
額
）

（
時
間
額
）

（
時
間
額
）

（
時
間
額
）

（
男
女
計
）

（
女
性
）

（
男
女
計
）

（
女
性
）

年
①

②
①
／
②

③
①
／
③

④
①
／
④

⑤
①
／
⑤

（
円

）
（
円
）

（
％
）

（
円
）

（
％
）

（
円
）

（
％
）

（
円
）

（
％
）

平
成
2
4
年

7
4
9

1
,
0
2
6

7
3
.
0

1
,
0
0
1

7
4
.
8

1
,
0
3
8

7
2
.
2

1
,
0
0
2

7
4
.
8

2
5
年

7
6
4

1
,
0
3
0

7
4
.
2

1
,
0
0
7

7
5
.
9

1
,
0
2
9

7
4
.
2

9
9
7

7
6
.
6

2
6
年

7
8
0

1
,
0
4
1

7
4
.
9

1
,
0
1
2

7
7
.
1

1
,
0
4
4

7
4
.
7

1
,
0
0
1

7
7
.
9

2
7
年

7
9
8

1
,
0
5
9

7
5
.
4

1
,
0
3
2

7
7
.
3

1
,
0
6
9

7
4
.
6

1
,
0
3
2

7
7
.
3

2
8
年

8
2
3

1
,
0
7
5

7
6
.
6

1
,
0
5
4

7
8
.
1

1
,
0
6
8

7
7
.
1

1
,
0
3
7

7
9
.
4

2
9
年

8
4
8

1
,
0
9
6

7
7
.
4

1
,
0
7
4

7
9
.
0

1
,
0
8
9

7
7
.
9

1
,
0
5
5

8
0
.
4

3
0
年

8
7
4

1
,
1
2
8

7
7
.
5

1
,
1
0
5

7
9
.
1

1
,
1
1
7

7
8
.
2

1
,
0
8
2

8
0
.
8

令
和
元

年
9
0
1

1
,
1
4
8

7
8
.
5

1
,
1
2
7

7
9
.
9

1
,
1
4
7

7
8
.
6

1
,
1
1
5

8
0
.
8

平
成
2
4
年

7
4
9

1
,
1
7
1

6
4
.
0

1
,
0
5
9

7
0
.
7

1
,
1
1
9

6
6
.
9

1
,
0
3
1

7
2
.
6

2
5
年

7
6
4

1
,
1
5
7

6
6
.
0

1
,
0
5
9

7
2
.
1

1
,
1
2
2

6
8
.
1

1
,
0
3
9

7
3
.
5

2
6
年

7
8
0

1
,
1
8
8

6
5
.
7

1
,
0
7
4

7
2
.
6

1
,
1
5
5

6
7
.
5

1
,
0
5
2

7
4
.
1

2
7
年

7
9
8

1
,
2
0
0

6
6
.
5

1
,
0
8
9

7
3
.
3

1
,
1
5
4

6
9
.
2

1
,
0
7
0

7
4
.
6

2
8
年

8
2
3

1
,
2
3
8

6
6
.
5

1
,
1
1
6

7
3
.
7

1
,
1
8
0

6
9
.
7

1
,
0
8
6

7
5
.
8

2
9
年

8
4
8

1
,
2
3
5

6
8
.
7

1
,
1
3
0

7
5
.
0

1
,
1
7
2

7
2
.
4

1
,
0
9
1

7
7
.
7

3
0
年

8
7
4

1
,
2
8
0

6
8
.
3

1
,
1
7
1

7
4
.
6

1
,
2
3
4

7
0
.
8

1
,
1
3
2

7
7
.
2

令
和
元

年
9
0
1

1
,
3
0
4

6
9
.
1

1
,
1
8
4

7
6
.
1

1
,
2
5
6

7
1
.
7

1
,
1
5
3

7
8
.
1

２
年

9
0
2

1
,
4
1
2

6
3
.
9

1
,
3
2
1

6
8
.
3

1
,
3
7
8

6
5
.
5

1
,
3
0
6

6
9
.
1

３
年

9
3
0

1
,
3
8
4

6
7
.
2

1
,
2
9
0

7
2
.
1

1
,
3
6
6

6
8
.
1

1
,
2
7
4

7
3
.
0

資
料

出
所
　

厚
生

労
働

省
「

賃
金

構
造

基
本

統
計
調
査
」

（
注

）
１
　

時
間

額
比

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課
に
て
算
出
。

見 直 し 前 の 集 計 方 法 見 直 し 後 の 集 計 方 法 　
　

　
２
　

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

は
、

令
和
２
年
調
査
よ
り
①
、
②
の
と
お
り
集
計
方
法
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
令
和
２
年
以
降
の
調
査
結
果
と
令
和
元
年

　
　

　
　
以

前
の

調
査

結
果

を
比

較
す

る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
平
成
2
4
年
～
令
和
元
年
の
数
値
に
つ
い
て
、
見
直
し
後
の
集
計
方
法
で
遡
及
集
計
し
た
結
果
も

　
　

　
　
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
　
①

　
復

元
倍

率
算

出
方

法
に

つ
い

て
、
回
収
率
等
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
見
直
し
を
行
う
。

　
　

　
　
②

　
短

時
間

労
働

者
の

集
計

範
囲

に
つ
い
て
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
大
学
教
授
等
特
定
の
職
種
で
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
3
,
0
0
0
円
を
超
え
て
い
る
者
を
除
外
し
て

　
　

　
　
　

い
た

が
、

見
直

し
後

は
こ

れ
ら

の
者
を
除
外
せ
ず
集
計
範
囲
に
含
め
る
。

短
時
間
労
働
者

産
業
計
・
企
業
規
模
1
0
人
以
上

産
業
計
・
企
業
規
模
1
0
～
9
9
人

時
間

額
時
間
額
比

時
間
額
比

時
間
額
比

時
間
額
比
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（

３
）

毎
月

勤
労

統
計

調
査

（
暦

年
、

全
国

・
産

業
計

、
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

年
①

②
③

④
 
②

／
③

⑤
＝

②
／

④
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
日

）
（

時
間

）
（

円
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
6
年

7
8
0

2
6
8
,
8
8
1

1
8
.
9

1
3
6
.
3

1
4
,
2
2
7

1
,
9
7
3

3
9
.
5

2
7
年

7
9
8

2
6
5
,
5
4
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
1
2
4

1
,
9
5
5

4
0
.
8

2
8
年

8
2
3

2
6
7
,
2
1
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
2
1
3

1
,
9
6
8

4
1
.
8

2
9
年

8
4
8

2
6
8
,
7
3
6

1
8
.
7

1
3
5
.
7

1
4
,
3
7
1

1
,
9
8
0

4
2
.
8

3
0
年

8
7
4

2
7
0
,
6
9
4

1
8
.
6

1
3
4
.
9

1
4
,
5
5
3

2
,
0
0
7

4
3
.
6

令
和

元
年

9
0
1

2
7
0
,
8
4
7

1
8
.
2

1
3
2
.
0

1
4
,
8
8
2

2
,
0
5
2

4
3
.
9

２
年

9
0
2

2
7
1
,
0
2
5

1
7
.
9

1
2
9
.
6

1
5
,
1
4
1

2
,
0
9
1

4
3
.
1

３
年

9
3
0

2
7
3
,
1
8
6

1
8
.
0

1
3
0
.
8

1
5
,
1
7
7

2
,
0
8
9

4
4
.
5

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
労

働
者

で
あ

り
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
３

　
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

及
び

時
間

額
比

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

厚
生

労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

産
業

計
・

事
業

所
規

模
３

０
人

以
上

時
間

額
所

定
内

給
与

（
月

額
）

月
間

出
勤

日
数

所
定

内
労

働
時

間
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
額

比
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1
0
　

企
業

の
業

況
判

断
及

び
収

益
　
(
1
)
　
日

銀
短

観
に

よ
る

企
業

の
業

況
判
断

及
び

収
益

　
イ

　
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

（
「

良
い

」
－

「
悪

い
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

）

平
成

3
1
年

令
和

元
年

３
月

６
月

９
月

1
2
月

３
月

６
月

９
月

1
2
月

３
月

６
月

９
月

1
2
月

最
近

先
行

き

製
造
業

7
3

-
1

-
4

-
1
2

-
3
9

-
3
7

-
2
0

-
6

2
5

6
2

0

非
製
造

業
1
5

1
4

1
4

1
1

1
-
2
5

-
2
1

-
1
1

-
9

-
7

-
7

0
-
2

-
5

製
造
業

1
2

7
5

0
-
8

-
3
4

-
2
7

-
1
0

5
1
4

1
8

1
8

1
4

9

非
製
造

業
2
1

2
3

2
1

2
0

8
-
1
7

-
1
2

-
5

-
1

1
2

9
9

7

製
造
業

7
5

2
1

-
8

-
3
6

-
3
4

-
1
7

-
2

5
6

6
3

1

非
製
造

業
1
8

1
8

1
8

1
4

0
-
2
7

-
2
3

-
1
4

-
1
1

-
8

-
6

1
0

-
3

製
造
業

6
-
1

-
4

-
9

-
1
5

-
4
5

-
4
4

-
2
7

-
1
3

-
7

-
3

-
1

-
4

-
5

非
製
造

業
1
2

1
0

1
0

7
-
1

-
2
6

-
2
2

-
1
2

-
1
1

-
9

-
1
0

-
4

-
6

-
1
0

資
料
出
所
　
日
本

銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調
査

」
（

日
銀

短
観

）

（
注
）
１
 
調
査
対

象
調

査
対

象
企

業
は

下
表

の
と
お

り
で

あ
る

。
な

お
、

総
務

省
「

母
集

団
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
」

に
基

づ
き

調
査
対

象
企

業
の

選
定

を
行

っ
て

い
る

。

調
査

対
象

企
業

数
は

、
令

和
４

年
３

月
調

査
の

時
点

で
、

約
9
,
4
0
0
社

で
あ

る
。

大
企

業

中
堅

企
業

中
小

企
業

　
　
　
２
　
業
況

判
断

（
Ｄ

Ｉ
）

(
1
)
　

回
答

企
業

の
収

益
を

中
心

と
し

た
、

業
況

に
つ

い
て

の
全

般
的

な
判

断
を

、
「

最
近

（
回

答
時

点
）

の
状

況
」

お
よ

び
「

先
行

き
（

３
か

月
後

）
の
状

況
」

に
つ

い
て

、

　
　
季

節
変

動
要

因
を

除
い

た
実

勢
ベ

ー
ス

で
、

３
つ

の
選

択
肢

（
「

１
．

良
い

」
、

「
２

．
さ

ほ
ど

良
く

な
い

」
、
「

３
．

悪
い

」
）

の
中

か
ら

１
つ

を
選

び
回

答
し

て
も

ら
う

。

(
2
)
　

３
つ

の
選

択
肢

毎
の

回
答

社
数

を
単

純
集

計
し

、
全

回
答

社
数

に
対

す
る

「
回

答
社

数
構

成
百

分
比

」
を

算
出

す
る

。

　
　
そ

し
て

、
次

式
に

よ
り

デ
ィ

フ
ュ

ー
ジ

ョ
ン

・
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
（

D
i
f
f
u
s
i
o
n
 
I
n
d
e
x
）

を
算

出
す

る
。

1
億

円
以

上
1
0
億

円
未

満

中
小

企
業

令
和

３
年

令
和

２
年

資
本

金

1
0

億
円

以
上

令
和

４
年

３
月

規
模
計

大
企
業

中
堅

企
業

Ｄ
Ｉ＝

（
第

１
選

択
肢

の
回

答
者

数
構

成
百

分
比

）
－

（
第

３
選

択
肢

の
回

答
者

数
構

成
百

分
比

）

2
千

万
円

以
上

1
億

円
未

満
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ロ

　
経

常
利

益
増

減
　
　
ハ
　
売
上

高
経

常
利

益
率

（
前

年
度

比
・

％
）

（
％
）

令
和

元
年

度
令

和
2
年

度
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計
画
）

（
計
画
）

製
造
業

-
1
5
.
9

-
3
.
8

3
9
.
7

-
2
.
8

製
造
業

6
.
1
4

6
.
3
9

8
.
1
6

7
.
7
1

非
製
造

業
-
5
.
1

-
3
0
.
4

2
5
.
3

1
.
0

非
製
造
業

4
.
7
8

3
.
6
1

4
.
4
7

4
.
4
5

製
造
業

-
1
7
.
5

-
1
.
4

4
2
.
0

-
2
.
9

製
造
業

7
.
0
0

7
.
4
8

9
.
7
0

9
.
2
1

非
製
造

業
-
7
.
8

-
3
7
.
9

3
4
.
1

0
.
5

非
製
造
業

6
.
1
8

4
.
2
2

5
.
9
3

5
.
9
0

製
造
業

-
3
.
1

-
1
1
.
5

2
8
.
1

-
0
.
6

製
造
業

5
.
2
2

4
.
9
3

5
.
7
9

5
.
4
6

非
製
造

業
-
2
.
8

-
2
3
.
9

2
1
.
9

3
.
7

非
製
造
業

3
.
7
0

3
.
0
3

3
.
3
4

3
.
3
6

製
造
業

-
1
8
.
1

-
1
0
.
2

3
7
.
1

-
4
.
9

製
造
業

3
.
8
0

3
.
7
0

4
.
6
4

4
.
3
0

非
製
造

業
0
.
7

-
1
6
.
1

1
0
.
3

0
.
0

非
製
造
業

3
.
5
3

3
.
1
8

3
.
3
8

3
.
3
4

資
料
出
所
　
日
本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）
資

料
出

所
　

日
本

銀
行
「
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
」
（
日
銀
短
観
）

（
注
）
経
常
利
益
増

減
（

注
）

売
上

高
経

常
利
益
率

　
　
回
答
企
業
の
経

常
損

益
（

損
益

計
算

書
を

作
成

す
る

場
合

の
経

常
損

益
。

財
務

　
　

回
答

企
業

の
総
売
上
高
（
財
務
諸
表
等
規
則
に
準
拠
し
、
回
答
企
業
の

　
諸
表
等
規
則
に
準

拠
し

、
回

答
企

業
の

個
別

決
算

ベ
ー

ス
。

）
に

つ
い

て
、

年
度

　
個

別
決

算
ベ

ー
ス
。
）
に
つ
い
て
、
経
常
利
益
増
減
と
同
様
に
母
集
団
推

　
の
実
績
計
数
、
お

よ
び

計
画

（
予

測
）

計
数

を
回

答
し

て
も

ら
い

、
層

別
に

１
社

　
計

値
を

算
出

し
、
こ
れ
で
経
常
損
益
の
母
集
団
推
計
値
を
除
し
て
、
売
上

　
当
た
り
の
平
均
値

を
出

し
た

上
で

、
層

別
の

母
集

団
数

を
乗

じ
、

こ
れ

を
合

計
し

　
高

経
常

利
益

率
を
算
出
す
る
。

　
た
推
計
値
を
前
期

値
と

比
較

し
て

率
を

算
出

す
る

。

　

中
堅

企
業

中
堅

企
業

中
小

企
業

中
小

企
業

規
模
計

規
模

計

大
企
業

大
企

業
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（
注

）
1
.
 
シ

ャ
ド

ー
は

、
景

気
後

退
期

（
内

閣
府

調
べ

）
。

以
下

同
じ

。

 
 
 
 
 
 
2
.
 
2
0
0
4
年

3
月

調
査

よ
り

調
査

対
象

企
業

等
の

見
直

し
を

行
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
2
0
0
3
年

1
2
月

調
査

以
前

と
2
0
0
4
年

3
月

調
査

以
降

の
計

数
は

連
続

し
な

い
(
2
0
0
3
年

1
2
月

調
査

 
 
 
 
 
 
 
 
に

つ
い

て
は

、
新

ベ
ー

ス
に

よ
る

再
集

計
結

果
を

併
記

）
。

以
下

同
じ

。

▽
業
況
判
断
の
推
移

資
料
出
所
　
日
本
銀
行
「
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
（
日
銀
短
観
）
」
（
2
0
2
2
年
３
月
調
査
）

「
良

い
」
超

「
悪

い
」
超

（
参

考
）

「
良

い
」
超

「
悪

い
」
超

「
良

い
」
超

「
悪

い
」
超

（
参

考
）

「
良

い
」
超

「
悪

い
」
超

「
良

い
」
超

「
悪

い
」
超

（
参

考
）

「
良

い
」
超

「
悪

い
」
超
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▽
売

上
高

経
常

利
益

率
の

推
移

製
 
 
造
 
 
業

非
 
製
 
造
 
業

資
料
出
所
　
日
本
銀
行
「
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
（
日
銀
短
観
）
」
（
2
0
2
2
年
３
月
調
査
）
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(
2
)
　
法

人
企

業
統

計
に

よ
る

企
業

収
益

（
単
位
：
億
円
、
％
）

0
.
4

▲
 
1
4
.
9

▲
 
1
2
.
0

2
6
.
0

9
3
.
9

3
5
.
1

2
4
.
7

1
3
.
7

　
資
本
金
規

模
1
0
億

円
以

上

　
　
前
年
同

期
比

4
.
2

▲
 
1
3
.
6

▲
 
1
1
.
1

4
8
.
9

6
1
.
7

4
1
.
3

2
5
.
4

1
8
.
2

　
　
〃
　
１

億
円

～
1
0
億

円

　
　
前
年
同

期
比

5
.
1

▲
 
1
5
.
6

▲
 
9
.
6

2
1
.
7

1
8
4
.
9

2
8
.
8

3
2
.
0

1
9
.
3

　
　
〃
　
1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円

　
　
前
年
同

期
比

▲
 
1
1
.
2

▲
 
1
6
.
0

▲
 
1
8
.
4

1
.
6

2
7
8
.
6

2
6
.
9

1
9
.
8

3
.
1

5
.
5

4
.
8

4
.
6

6
.
0

7
.
7

5
.
2

6
.
6

6
.
3

　
資
本
金
規

模
1
0
億

円
以

上
8
.
2

7
.
4

7
.
2

7
.
3

1
2
.
7

7
.
3

8
.
2

8
.
3

　
　
〃
　
１

億
円

～
1
0
億

円
4
.
6

4
.
0

3
.
9

4
.
9

4
.
8

4
.
4

5
.
4

5
.
2

　
　
〃
　
1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円
3
.
6

3
.
1

2
.
7

5
.
1

3
.
9

3
.
4

5
.
4

4
.
8

資
料

出
所
　
財
務
省
「

法
人

企
業

統
計

」

（
注

）
1
　
金
融
業
、
保

険
業

を
除

く
全

産
業

。

　
　

　
2
　
年
次
別
調
査

は
規

模
計

に
資

本
金

規
模

1
0
0
0
万

円
未

満
を

含
む

（
四

半
期

別
調

査
は

含
ま

ず
。

）
。

令
和

２
年

度

6
2
8
,
5
3
8

3
7
0
,
7
0
5

1
0
4
,
2
2
2

1
2
6
,
0
4
3

7
1
,
1
1
3

6
3
,
8
9
3

1
5
4
,
4
3
8

売 上 高 経 常 利 益 率

規
模

計

経 常 利 益

規
模

計

1
1
7
,
6
1
6

1
2
4
,
1
4
1

1
3
6
,
6
1
7

1
1
5
,
3
0
6

3
3
,
7
7
3

4
0
,
2
8
9

4
1
,
4
1
6

3
2
,
0
1
5

6
1
,
9
4
7

4
5
,
6
0
8

4
1
,
4
5
4

1
8
3
,
7
8
9

9
5
,
1
0
7

3
0
,
9
4
7

2
2
8
,
3
2
3

前
年

同
期

比

4
8
2
,
3
7
8

4
1
6
,
9
9
5

1
0
5
,
0
2
7

1
6
3
,
1
1
3

8
3
9
,
1
7
7

7
1
4
,
3
8
5

2
0
0
,
7
4
6

2
4
0
,
7
3
6

1
6
7
,
5
0
8

2
3
0
,
1
4
5

令
和

３
年

令
和

４
年

１
～

３
月

期
４

～
６

月
期

７
～

９
月

期
1
0
～

1
2
月

期
１

～
３

月
期

令
和

元
年

度
平

成
3
0
年

度

44



　
(
3
)
　

中
小

企
業

景
況

調
査

に
よ

る
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

（
「

好
転

」
－

「
悪

化
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

、
前

年
同

期
比

）

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

合
計

-
1
7
.
3

-
1
9
.
7

-
2
3
.
9

-
3
2
.
6

-
6
6
.
7

-
5
7
.
2

-
4
6
.
4

-
4
4
.
7

-
2
5
.
6

-
3
1
.
3

-
2
3
.
6

-
3
4
.
6

-
1
9
.
4

製
造

業
-
1
7
.
2

-
2
1
.
9

-
2
5
.
9

-
3
7
.
3

-
7
0
.
3

-
6
5
.
2

-
5
4
.
2

-
4
4
.
5

-
1
8
.
6

-
1
6
.
8

-
1
3
.
7

-
2
1
.
6

-
1
4
.
6

建
設

業
-
1
.
9

-
1
.
9

-
3
.
4

-
1
1
.
6

-
3
8
.
1

-
3
1
.
7

-
2
3
.
9

-
1
9
.
0

-
1
6
.
2

-
1
8
.
2

-
1
4
.
6

-
2
2
.
6

-
2
0
.
6

卸
売

業
-
2
0
.
2

-
2
2
.
2

-
2
8
.
1

-
3
7
.
9

-
6
9
.
8

-
6
2
.
7

-
5
0
.
0

-
4
4
.
6

-
2
0
.
2

-
2
7
.
4

-
1
7
.
3

-
2
5
.
2

-
1
2
.
5

小
売

業
-
2
9
.
2

-
3
0
.
4

-
3
6
.
2

-
4
1
.
0

-
7
0
.
4

-
5
7
.
5

-
4
6
.
6

-
4
7
.
7

-
3
5
.
5

-
4
5
.
3

-
3
7
.
4

-
4
7
.
6

-
3
1
.
0

サ
ー

ビ
ス

業
-
1
3
.
9

-
1
6
.
6

-
2
0
.
6

-
2
9
.
9

-
7
2
.
0

-
6
0
.
4

-
4
8
.
5

-
5
3
.
3

-
2
8
.
3

-
3
7
.
7

-
2
5
.
4

-
4
1
.
4

-
1
5
.
2

資
料

出
所

　
中

小
企

業
庁

「
中

小
企

業
景

況
調

査
」

（
注

）
１

　
本

調
査

の
調

査
対

象
企

業
は

以
下

の
と

お
り

（
全

国
で

約
１

万
９

千
社

）
で

あ
る

。

　
　

　
　

製
造

業
、

建
設

業
：

資
本

金
３

億
円

以
下

又
は

従
業

員
３

０
０

人
以

下卸
売

業
：

資
本

金
１

億
円

以
下

又
は

従
業

員
１

０
０

人
以

下

　
　

　
　

小
売

業
：

資
本

金
５

千
万

円
以

下
又

は
従

業
員

５
０

人
以

下
サ

ー
ビ

ス
業

：
資

本
金

５
千

万
円

以
下

又
は

従
業

員
１

０
０

人
以

下

　
　

　
２

　
「

Ｄ
Ｉ

」
と

は
、

D
i
f
f
u
s
i
o
n
 
I
n
d
e
x
の

略
で

、
「

増
加

」
・

「
好

転
」

し
た

な
ど

と
す

る
企

業
の

割
合

（
百

分
率

）
か

ら
、

　
　

　
　

「
減

少
」

・
「

悪
化

」
し

た
な

ど
と

す
る

企
業

の
割

合
（

百
分

率
）

を
引

い
た

値
で

あ
る

。

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

４
年
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▲
8
0

▲
7
0

▲
6
0

▲
5
0

▲
4
0

▲
3
0

▲
2
0

▲
1
00

1
0

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ

平
成

2
8
年

2
9
年

3
0
年

3
1
年

令
和

元
年

2
年

３
年

４
年

業
況

判
断

D
Iの

推
移

（５
業

種
別

）

製
造

業

建
設

業

卸
売

業

小
売

業

サ
ー

ビ
ス

業

（
期

）

（
年

）

資
料

出
所

中
小

企
業

庁
「
中

小
企

業
景

況
調

査
」

（
％

ポ
イ

ン
ト

）

（
注

）
前

年
同

期
比

「
好

転
」
－

「
悪

化
」
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１
１

　
法

人
企

業
統

計
で

み
た

労
働

生
産

性
の

推
移

年
度

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

平
成

2
3
年

度
6
6
8

▲
 0

.4
 

1
,0

1
7

▲
 2

.8
 

5
4
4

▲
 0

.7
 

4
3
8

5
.0

 
9
1
6

▲
 1

.4
 

5
5
5

0
.5

 
4
8
6

9
.2

 

2
4
年

度
6
6
6

▲
 0

.3
 

1
,0

2
3

0
.6

 
5
3
5

▲
 1

.7
 

4
3
4

▲
 0

.9
 

9
3
6

2
.2

 
5
5
0

▲
 0

.9
 

4
7
9

▲
 1

.4
 

2
5
年

度
6
9
0

3
.6

 
1
,1

3
5

1
0
.9

 
5
4
3

1
.5

 
4
5
3

4
.4

 
9
6
4

3
.0

 
5
5
9

1
.6

 
4
7
8

▲
 0

.2
 

2
6
年

度
7
0
5

2
.2

 
1
,1

4
9

1
.2

 
5
4
7

0
.7

 
4
4
6

▲
 1

.5
 

9
7
2

0
.8

 
5
7
0

2
.0

 
4
9
0

2
.5

 

2
7
年

度
7
2
5

2
.8

 
1
,1

3
7

▲
 1

.0
 

5
5
5

1
.5

 
5
2
1

1
6
.8

 
1
,0

0
7

3
.6

 
5
8
6

2
.8

 
4
9
1

0
.2

 

2
8
年

度
7
2
7

0
.3

 
1
,1

5
8

1
.8

 
5
5
4

▲
 0

.2
 

5
2
7

1
.2

 
1
,0

3
3

2
.6

 
5
8
2

▲
 0

.7
 

5
0
3

2
.4

 

2
9
年

度
7
3
9

1
.7

 
1
,2

2
7

6
.0

 
5
7
2

3
.2

 
4
8
4

▲
 8

.2
 

1
,0

3
6

0
.3

 
5
9
1

1
.5

 
5
0
2

▲
 0

.2
 

3
0
年

度
7
3
0

▲
 1

.2
 

1
,2

0
1

▲
 2

.1
 

5
7
0

▲
 0

.3
 

4
8
5

0
.2

 
1
,0

5
9

2
.2

 
5
6
6

▲
 4

.2
 

4
9
4

▲
 1

.6
 

令
和

元
年

度
7
1
5

▲
 2

.1
 

1
,1

0
4

▲
 8

.1
 

5
5
1

▲
 3

.3
 

4
6
7

▲
 3

.7
 

1
,0

3
5

▲
 2

.3
 

5
5
1

▲
 2

.7
 

4
9
6

0
.4

 

2
年

度
6
8
8

▲
 3

.8
 

1
,0

6
4

▲
 3

.6
 

5
4
0

▲
 2

.0
 

4
3
6

▲
 6

.6
 

9
5
7

▲
 7

.5
 

5
3
6

▲
 2

.7
 

4
8
3

▲
 2

.6
 

（
資

料
出

所
）
　

法
人

企
業

統
計

 年
次

別
調

査
 ｢

金
融

業
、

保
険

業
以

外
の

業
種

｣ 

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
（
労

働
生

産
性

）
　

＝
　

付
加

価
値

額
　

/
　

従
業

員
数

 

「
付

加
価

値
額

」
の

算
出

は
下

記
の

と
お

り

付
加

価
値

額
＝

営
業

純
益

（
営

業
利

益
－

支
払

利
息

等
）
＋

役
員

給
与

＋
役

員
賞

与
＋

従
業

員
給

与
＋

従
業

員
賞

与
 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
＋

福
利

厚
生

費
＋

支
払

利
息

等
＋

動
産

・
不

動
産

賃
借

料
＋

租
税

公
課

 

「
従

業
員

数
」
は

常
用

者
の

期
中

平
均

人
員

と
、

当
期

中
の

臨
時

従
業

員
（
総

従
事

時
間

数
を

常
用

者
の

１
か

月
平

均
労

働
時

間
数

で
除

し
た

も
の

）
と

の
合

計
 

資
本

金
１

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満

資
本

金
１

千
万

円
未

満

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
の

推
移

（
単

位
：
万

円
、

％
）

産
業

・
資

本
金

規
模

計
製

造
業

非
製

造
業

資
本

金
１

億
円

以
上

資
本

金
１

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満

資
本

金
１

千
万

円
未

満
資

本
金

１
億

円
以

上
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（
資

料
出

所
）
　

法
人

企
業

統
計

 年
次

別
調

査
 ｢

金
融

業
、

保
険

業
以

外
の

業
種

｣ 

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
（
労

働
生

産
性

）
　

＝
　

付
加

価
値

額
　

/
　

従
業

員
数

 

「
付

加
価

値
額

」
の

算
出

は
下

記
の

と
お

り

［
平

成
1
8
年

度
（
2
0
0
6
年

度
）
調

査
以

前
］
 

［
平

成
1
9
年

度
（
2
0
0
7
年

度
）
調

査
以

降
］
 

付
加

価
値

額
＝

営
業

純
益

（
営

業
利

益
－

支
払

利
息

等
）
＋

役
員

給
与

＋
従

業
員

給
与

 
付

加
価

値
額

＝
営

業
純

益
（
営

業
利

益
－

支
払

利
息

等
）
＋

役
員

給
与

＋
役

員
賞

与
＋

従
業

員
給

与
＋

従
業

員
賞

与
 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
＋

福
利

厚
生

費
＋

支
払

利
息

等
＋

動
産

・
不

動
産

賃
借

料
＋

租
税

公
課

 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

＋
福

利
厚

生
費

＋
支

払
利

息
等

＋
動

産
・
不

動
産

賃
借

料
＋

租
税

公
課

 

「
従

業
員

数
」
は

常
用

者
の

期
中

平
均

人
員

と
、

当
期

中
の

臨
時

従
業

員
（
総

従
事

時
間

数
を

常
用

者
の

１
か

月
平

均
労

働
時

間
数

で
除

し
た

も
の

）
と

の
合

計
で

あ
る

。

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
の

推
移

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

62 昭
和

63
元 平
成

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
元 令
和

2

①
製

造
業

（
資

本
金

１
億

円
以

上
）

②
製

造
業

（
資

本
金

１
千

万
円

以
上

１
億

円
未

満
）

③
製

造
業

（
資

本
金

１
千

万
円

未
満

）
④

非
製

造
業

（
資

本
金

１
億

円
以

上
）

⑤
非

製
造

業
（
資

本
金

１
千

万
円

以
上

１
億

円
未

満
）

⑥
非

製
造

業
（
資

本
金

１
千

万
円

未
満

）

（
万

円
）

［
年

度
］

④①

⑥

③

⑤
②
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Ⅱ
  
都

道
府

県
統

計
資

料
編
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１
　

各
種

関
連

指
標

（
ラ

ン
ク

別
・

都
道

府
県

別
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
指

数
順

位
４

人
世

帯
指

数
順

位
指

数
順

位
指
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1
.
7
8

1
.
9
5

2
.
0
2

1
.
5
9

1
.
3
9

石
川

0
.
9
6

1
.
1
2

1
.
3
5

1
.
4
8

1
.
6
0

1
.
8
5

1
.
9
9

1
.
9
5

1
.
3
1

1
.
3
4

香
川

1
.
0
7

1
.
2
1

1
.
3
6

1
.
4
0

1
.
6
2

1
.
7
3

1
.
7
9

1
.
8
0

1
.
4
2

1
.
3
6

奈
良

0
.
7
1

0
.
7
9

0
.
9
0

0
.
9
9

1
.
1
4

1
.
2
9

1
.
4
6

1
.
4
9

1
.
2
1

1
.
1
7

宮
城

1
.
0
4

1
.
2
6

1
.
2
6

1
.
3
3

1
.
4
6

1
.
5
9

1
.
6
9

1
.
6
3

1
.
2
6

1
.
3
0

福
岡

0
.
7
0

0
.
7
9

0
.
9
6

1
.
1
1

1
.
3
2

1
.
5
0

1
.
6
0

1
.
5
7

1
.
1
5

1
.
0
6

山
口

0
.
8
6

0
.
9
4

1
.
0
8

1
.
2
0

1
.
3
9

1
.
4
9

1
.
5
8

1
.
6
2

1
.
2
7

1
.
3
3

岐
阜

0
.
9
6

1
.
0
8

1
.
2
9

1
.
5
2

1
.
7
1

1
.
7
9

2
.
0
0

2
.
0
1

1
.
3
9

1
.
4
3

福
井

1
.
1
8

1
.
2
3

1
.
4
7

1
.
5
9

1
.
8
2

2
.
0
1

2
.
0
7

2
.
0
5

1
.
6
4

1
.
7
4

和
歌

山
0
.
8
1

0
.
8
9

0
.
9
9

1
.
0
5

1
.
1
6

1
.
2
7

1
.
3
4

1
.
4
1

1
.
0
5

1
.
0
9

北
海

道
0
.
5
9

0
.
7
4

0
.
8
6

0
.
9
6

1
.
0
4

1
.
1
1

1
.
1
8

1
.
2
4

1
.
0
3

1
.
0
0

新
潟

0
.
8
3

0
.
9
6

1
.
1
5

1
.
2
0

1
.
3
1

1
.
5
0

1
.
7
0

1
.
6
4

1
.
2
8

1
.
3
4

徳
島

0
.
8
9

0
.
9
9

1
.
0
9

1
.
1
7

1
.
3
3

1
.
4
0

1
.
4
5

1
.
5
0

1
.
1
6

1
.
1
9

福
島

0
.
9
6

1
.
2
4

1
.
4
1

1
.
4
6

1
.
4
2

1
.
4
5

1
.
5
1

1
.
5
1

1
.
2
5

1
.
2
8

大
分

0
.
7
3

0
.
7
8

0
.
9
0

1
.
0
5

1
.
1
9

1
.
4
2

1
.
5
4

1
.
5
3

1
.
1
9

1
.
1
6

山
形

0
.
8
8

0
.
9
9

1
.
2
0

1
.
2
1

1
.
3
0

1
.
5
4

1
.
6
4

1
.
5
4

1
.
1
5

1
.
2
7

愛
媛

0
.
8
0

0
.
9
6

1
.
1
0

1
.
2
2

1
.
4
0

1
.
5
1

1
.
6
1

1
.
6
4

1
.
3
3

1
.
2
8

島
根

0
.
9
5

1
.
0
5

1
.
1
8

1
.
2
4

1
.
4
6

1
.
6
1

1
.
7
2

1
.
7
0

1
.
4
6

1
.
4
9

鳥
取

0
.
7
0

0
.
8
5

0
.
9
8

1
.
1
4

1
.
3
6

1
.
6
1

1
.
6
4

1
.
7
1

1
.
3
2

1
.
3
5

熊
本

0
.
6
8

0
.
8
4

0
.
9
9

1
.
1
1

1
.
3
2

1
.
6
0

1
.
6
9

1
.
6
3

1
.
2
3

1
.
3
0

長
崎

0
.
6
4

0
.
7
3

0
.
8
3

0
.
9
7

1
.
1
3

1
.
1
8

1
.
2
5

1
.
2
2

0
.
9
8

1
.
0
6

高
知

0
.
6
2

0
.
7
2

0
.
8
4

0
.
9
3

1
.
1
1

1
.
1
8

1
.
2
7

1
.
2
9

1
.
0
3

1
.
0
8

岩
手

0
.
8
9

1
.
0
3

1
.
0
9

1
.
1
9

1
.
2
8

1
.
4
0

1
.
4
6

1
.
3
9

1
.
0
9

1
.
1
9

鹿
児

島
0
.
6
5

0
.
7
1

0
.
7
5

0
.
8
7

1
.
0
2

1
.
1
9

1
.
3
1

1
.
3
5

1
.
1
4

1
.
2
5

佐
賀

0
.
7
2

0
.
7
8

0
.
8
9

0
.
9
3

1
.
1
1

1
.
2
3

1
.
3
1

1
.
2
9

1
.
0
9

1
.
2
0

青
森

0
.
5
9

0
.
6
9

0
.
8
0

0
.
9
1

1
.
0
8

1
.
2
4

1
.
3
0

1
.
2
4

0
.
9
9

1
.
0
5

秋
田

0
.
6
8

0
.
7
2

0
.
9
0

1
.
0
5

1
.
1
6

1
.
3
5

1
.
5
2

1
.
4
8

1
.
2
9

1
.
4
4

宮
崎

0
.
6
9

0
.
7
7

0
.
9
3

1
.
0
3

1
.
2
2

1
.
4
0

1
.
5
0

1
.
4
5

1
.
1
8

1
.
3
2

沖
縄

0
.
4
0

0
.
5
3

0
.
6
9

0
.
8
4

0
.
9
7

1
.
1
1

1
.
1
7

1
.
1
9

0
.
8
1

0
.
7
3

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」

（
注
）
１
　
新
規
学
卒
者
を
除
き
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
　
２
　
各
都
道
府
県
に
お
け
る
有
効
求
人
倍
率
は
求
人
票
を
受
理
し
た
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
所
在
地
で
集
計
し
た
受
理
地
別
の
数
値
で
あ
る
。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク
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３
　
失
業
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
）

（
単

位
：

％
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
平

成
2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

4
年

1
月

～
3
月

東
京

4
.
5

4
.
2

3
.
8

3
.
6

3
.
2

2
.
9

2
.
6

2
.
4

3
.
1

3
.
0

2
.
8

神
奈

川
4
.
4

3
.
9

3
.
4

3
.
3

3
.
1

2
.
7

2
.
3

2
.
1

2
.
8

3
.
0

2
.
9

大
阪

5
.
4

4
.
8

4
.
5

4
.
2

4
.
0

3
.
4

3
.
2

2
.
9

3
.
4

3
.
5

2
.
9

愛
知

3
.
7

3
.
2

2
.
7

2
.
5

2
.
4

2
.
4

1
.
7

1
.
8

2
.
5

2
.
5

1
.
9

埼
玉

4
.
4

4
.
1

3
.
5

3
.
2

3
.
1

2
.
8

2
.
4

2
.
3

2
.
9

3
.
1

2
.
9

千
葉

4
.
1

3
.
7

3
.
2

3
.
1

2
.
9

2
.
6

2
.
3

2
.
1

2
.
7

2
.
8

2
.
5

京
都

4
.
8

3
.
9

3
.
6

3
.
3

3
.
1

2
.
7

2
.
5

2
.
4

2
.
7

2
.
8

3
.
0

兵
庫

4
.
7

4
.
1

3
.
9

3
.
7

3
.
4

2
.
7

2
.
6

2
.
3

2
.
7

2
.
8

2
.
5

静
岡

3
.
3

3
.
2

2
.
8

2
.
7

2
.
5

2
.
3

1
.
9

2
.
0

2
.
4

2
.
4

2
.
2

滋
賀

4
.
0

3
.
0

2
.
8

2
.
2

2
.
5

2
.
0

1
.
9

1
.
8

2
.
4

2
.
5

2
.
4

茨
城

3
.
9

3
.
9

3
.
3

3
.
2

2
.
8

2
.
4

2
.
2

2
.
4

2
.
5

2
.
7

2
.
8

栃
木

3
.
7

3
.
7

3
.
2

3
.
1

2
.
7

2
.
3

2
.
0

2
.
2

2
.
3

2
.
6

2
.
5

広
島

3
.
6

3
.
6

3
.
2

3
.
0

2
.
7

2
.
4

2
.
4

2
.
4

2
.
4

2
.
4

2
.
3

長
野

3
.
5

3
.
5

2
.
9

2
.
7

2
.
5

2
.
0

1
.
7

2
.
0

2
.
1

2
.
4

2
.
5

富
山

3
.
0

2
.
8

2
.
6

2
.
5

2
.
3

2
.
1

1
.
8

1
.
7

1
.
9

1
.
9

2
.
1

三
重

3
.
2

2
.
9

2
.
3

2
.
2

2
.
0

1
.
8

1
.
2

1
.
3

1
.
8

2
.
0

1
.
5

山
梨

3
.
4

3
.
1

2
.
9

2
.
8

2
.
3

2
.
0

1
.
7

2
.
0

1
.
8

2
.
2

2
.
1

群
馬

3
.
4

3
.
5

3
.
0

2
.
8

2
.
5

2
.
1

1
.
9

2
.
2

2
.
1

2
.
4

2
.
4

岡
山

3
.
7

3
.
7

3
.
2

3
.
1

2
.
7

2
.
4

2
.
3

2
.
4

2
.
2

2
.
3

2
.
5

石
川

3
.
4

3
.
2

2
.
9

2
.
3

2
.
1

1
.
9

1
.
4

1
.
6

1
.
9

1
.
9

2
.
3

香
川

3
.
4

3
.
2

3
.
0

2
.
8

2
.
6

2
.
6

2
.
2

2
.
0

2
.
2

2
.
4

2
.
3

奈
良

4
.
3

3
.
8

3
.
5

3
.
2

3
.
0

2
.
6

2
.
4

1
.
9

2
.
7

2
.
5

2
.
5

宮
城

4
.
8

4
.
2

3
.
6

3
.
7

3
.
2

2
.
8

2
.
6

2
.
6

3
.
0

3
.
0

2
.
8

福
岡

5
.
2

5
.
0

4
.
5

4
.
1

3
.
5

3
.
3

2
.
9

2
.
8

3
.
0

3
.
0

2
.
9

山
口

3
.
5

3
.
4

3
.
0

2
.
8

2
.
4

2
.
0

1
.
8

1
.
8

1
.
9

2
.
0

1
.
6

岐
阜

3
.
4

3
.
0

2
.
5

2
.
3

2
.
1

1
.
9

1
.
3

1
.
3

1
.
6

1
.
7

1
.
2

福
井

2
.
6

2
.
6

2
.
4

1
.
8

1
.
9

1
.
6

1
.
4

1
.
4

1
.
6

1
.
6

1
.
7

和
歌

山
3
.
6

3
.
1

2
.
7

2
.
4

2
.
2

1
.
8

1
.
9

1
.
6

2
.
3

2
.
5

2
.
6

北
海

道
5
.
2

4
.
6

4
.
1

3
.
5

3
.
6

3
.
3

2
.
9

2
.
6

2
.
9

3
.
0

3
.
1

新
潟

3
.
7

3
.
5

3
.
3

2
.
9

2
.
8

2
.
6

2
.
1

2
.
1

2
.
3

2
.
3

2
.
8

徳
島

4
.
1

3
.
5

3
.
3

3
.
0

2
.
7

2
.
7

2
.
2

1
.
9

2
.
2

2
.
5

2
.
5

福
島

4
.
0

3
.
6

3
.
1

3
.
1

2
.
7

2
.
4

2
.
1

2
.
1

2
.
4

2
.
3

2
.
2

大
分

4
.
0

3
.
8

3
.
3

2
.
9

2
.
5

2
.
3

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
2

2
.
0

山
形

3
.
4

3
.
1

2
.
9

2
.
7

2
.
4

1
.
9

1
.
7

1
.
7

2
.
2

2
.
2

2
.
3

愛
媛

3
.
8

3
.
4

3
.
2

2
.
8

2
.
6

2
.
3

1
.
7

1
.
7

2
.
0

2
.
0

2
.
2

島
根

2
.
5

2
.
8

2
.
5

2
.
6

1
.
7

1
.
1

1
.
4

1
.
6

1
.
4

1
.
7

1
.
1

鳥
取

3
.
7

3
.
4

2
.
7

2
.
7

2
.
3

2
.
0

2
.
0

2
.
3

2
.
3

2
.
0

2
.
4

熊
本

4
.
3

4
.
2

3
.
9

3
.
5

3
.
1

2
.
9

2
.
7

2
.
7

2
.
8

2
.
8

2
.
7

長
崎

4
.
4

4
.
2

3
.
6

3
.
2

2
.
8

2
.
6

2
.
2

2
.
2

2
.
5

2
.
4

2
.
2

高
知

3
.
8

3
.
3

3
.
3

3
.
0

3
.
3

3
.
0

2
.
2

1
.
9

2
.
5

2
.
5

2
.
5

岩
手

3
.
9

3
.
3

2
.
9

2
.
9

2
.
5

2
.
1

1
.
8

2
.
1

2
.
5

2
.
4

2
.
4

鹿
児

島
4
.
5

4
.
3

3
.
9

3
.
5

2
.
8

2
.
8

2
.
4

2
.
4

2
.
7

2
.
7

1
.
8

佐
賀

3
.
8

3
.
4

3
.
4

3
.
0

2
.
3

2
.
0

1
.
8

1
.
9

2
.
0

1
.
6

1
.
4

青
森

5
.
3

4
.
9

4
.
2

4
.
2

3
.
6

3
.
1

2
.
7

2
.
5

3
.
0

3
.
0

3
.
3

秋
田

4
.
4

4
.
0

3
.
7

3
.
5

3
.
0

2
.
8

2
.
6

2
.
6

2
.
8

2
.
6

2
.
7

宮
崎

4
.
3

3
.
7

3
.
1

3
.
2

2
.
3

2
.
0

1
.
4

1
.
4

1
.
9

2
.
3

2
.
5

沖
縄

6
.
8

5
.
7

5
.
4

5
.
1

4
.
3

3
.
7

3
.
4

2
.
7

3
.
3

3
.
7

3
.
9

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
（

注
）

１
　

数
値

は
、

労
働

力
調

査
の

結
果

を
都

道
府

県
別

に
モ

デ
ル

に
よ

っ
て

推
計

し
た

値
。

（
北

海
道

、
東

京
都

、
神

奈
川

県
、

愛
知

県
、

大
阪

府
、

沖
縄

県
は

比
推

定
に

よ
っ

て
推

計
）

　
　

　
２

　
都

道
府

県
別

に
表

章
す

る
よ

う
に

標
本

設
計

を
行

っ
て

お
ら

ず
（

北
海

道
、

沖
縄

県
を

除
く

）
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

　
　

　
　

注
意

が
必

要
。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク

 
 
 
 
 
 
３

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。
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、
令

和
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６
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旬
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表
予

定
。

53



（
単

位
：

円
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
平

成
2
9
年

平
均

平
成

3
0
年

平
均

令
和

元
年

平
均

令
和

２
年

平
均

令
和

３
年

平
均

令
和

４
年

３
月

令
和

４
年

４
月

東
京

1
,
1
5
1

1
,
1
6
5

1
,
1
7
5

1
,
2
1
7

1
,
2
3
8

1
,
2
3
6

1
,
2
0
4

神
奈

川
1
,
1
5
2

1
,
1
6
9

1
,
2
0
1

1
,
2
3
6

1
,
2
5
6

1
,
2
6
2

1
,
2
6
4

大
阪

1
,
0
8
0

1
,
1
0
6

1
,
1
3
0

1
,
1
5
8

1
,
1
6
7

1
,
1
8
2

1
,
1
7
6

愛
知

1
,
0
8
5

1
,
1
0
1

1
,
1
2
4

1
,
1
4
9

1
,
1
5
8

1
,
1
5
6

1
,
1
6
2

埼
玉

1
,
0
6
3

1
,
0
9
0

1
,
1
1
7

1
,
1
4
6

1
,
1
5
5

1
,
1
7
1

1
,
1
6
4

千
葉

1
,
0
8
1

1
,
1
0
5

1
,
1
2
7

1
,
1
5
8

1
,
1
6
8

1
,
1
7
7

1
,
1
6
8

京
都

1
,
0
3
7

1
,
0
6
1

1
,
0
8
8

1
,
1
1
8

1
,
1
3
2

1
,
1
3
6

1
,
1
1
9

兵
庫

1
,
0
6
9

1
,
0
8
7

1
,
1
1
3

1
,
1
3
4

1
,
1
5
1

1
,
1
5
2

1
,
1
5
2

静
岡

1
,
0
3
2

1
,
0
5
1

1
,
0
7
1

1
,
0
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3

1
,
1
0
3

1
,
1
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3

1
,
1
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1
,
0
0
4

1
,
0
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1
,
0
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2

1
,
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1
,
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1
,
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4
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,
1
0
8

茨
城

9
9
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1
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,
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福
井
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1
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1
,
0
1
9

1
,
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6

和
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山
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6
9

9
9
4

1
,
0
0
8

1
,
0
3
4

1
,
0
4
3

1
,
0
4
6

1
,
0
4
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北
海

道
9
3
8

9
6
3

9
8
7

1
,
0
1
0

1
,
0
2
4

1
,
0
4
9

1
,
0
3
5

新
潟

9
4
2

9
5
8

9
7
8

1
,
0
0
1

1
,
0
0
7

1
,
0
2
7

1
,
0
1
5

徳
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8
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9
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1
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1
,
0
6
4

1
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福
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9
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1
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,
0
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分
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1
,
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9
8
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取

9
3
5

9
5
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9
6
9

9
8
7

9
8
9

1
,
0
1
3

9
9
8

熊
本

9
1
3

9
4
4

9
7
1

9
9
0

1
,
0
0
5

1
,
0
2
8

1
,
0
1
9

長
崎

8
8
8

9
0
7

9
3
5

9
6
1

9
7
6

9
8
4

9
7
9

高
知

9
0
2

9
2
0

9
4
1

9
7
1

9
8
2

9
9
7

9
9
0

岩
手

8
7
8

8
9
8

9
1
4

9
4
5

9
4
7

9
6
5

9
5
0

鹿
児

島
8
8
4

8
9
9

9
2
9

9
5
5

9
7
3

9
9
0

9
8
6

佐
賀

9
0
9

9
2
7

9
5
4

9
7
2

9
8
1

9
9
1

9
9
3

青
森

8
6
1

8
8
0

9
0
1

9
2
8

9
4
2

9
4
5

9
4
9

秋
田

8
7
9

8
9
4

9
1
5

9
3
8

9
5
6

9
8
1

9
7
7

宮
崎

8
7
7

9
0
2

9
2
9

9
4
6

9
6
0

9
9
4

9
7
1

沖
縄

9
1
9

9
4
4

9
7
4

1
,
0
1
0

1
,
0
3
0

1
,
0
4
5

1
,
0
2
4

全
国

1
,
0
1
8

1
,
0
3
7

1
,
0
5
9

1
,
0
8
2

1
,
0
9
2

1
,
1
0
1

1
,
0
9
5

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
公

共
職

業
安

定
所

で
受

理
し

た
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
求

人
票

に
記

載
さ

れ
た

時
給

の
平

均
を

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
時

給
制

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
時

給
換

算
額

を
算

出
に

用
い

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
的

雇
用

（
雇

用
契

約
に

お
い

て
雇

用
期

間
の

定
め

が
な

い
か

又
は

４
か

月
以

上
の

雇
用

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

（
季

節
労

働
を

除
く

。
）

）
の

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

対
象

と
し

て
い

る
。

　
　

　
３

　
１

求
人

票
当

た
り

１
募

集
賃

金
と

し
て

算
出

。
な

お
、

求
人

票
に

は
募

集
賃

金
の

上
限

と
下

限
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
平

均
額

を
１

募
集

賃
金

と
し

て
算

出
し

て
い

る
。

ロ
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

１
求

人
票

あ
た

り
の

募
集

賃
金

平
均

額

A ラ ン ク B ラ ン ク C ラ ン ク D ラ ン ク
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（
単

位
：

円
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
平

成
2
9
年

平
均

平
成

3
0
年

平
均

令
和

元
年

平
均

令
和

2
年

平
均

令
和

３
年

平
均

令
和

４
年

3
月

令
和

４
年

4
月

東
京

1
,
0
8
4

1
,
1
0
0

1
,
1
1
1

1
,
1
5
7

1
,
1
7
6

1
,
1
7
7

1
,
1
5
0

神
奈

川
1
,
0
9
0

1
,
1
0
5

1
,
1
3
2

1
,
1
6
3

1
,
1
8
4

1
,
1
9
4

1
,
1
9
3

大
阪

1
,
0
2
6

1
,
0
5
1

1
,
0
7
4

1
,
0
9
9

1
,
1
0
8

1
,
1
2
4

1
,
1
1
8

愛
知

1
,
0
0
7

1
,
0
2
4

1
,
0
4
6

1
,
0
7
0

1
,
0
7
9

1
,
0
8
0

1
,
0
8
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埼
玉

1
,
0
0
4

1
,
0
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9

1
,
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5
6

1
,
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8
3

1
,
0
9
0

1
,
1
0
6

1
,
1
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0

千
葉

1
,
0
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4

1
,
0
4
9

1
,
0
7
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1
,
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9
7

1
,
1
0
6
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0
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2
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9
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6
9
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7
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6
4
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,
0
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9
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,
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9
0
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9
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知
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鹿
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宮
崎

8
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7
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8

9
0
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9
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0

沖
縄

8
7
8

8
9
9

9
2
8

9
5
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9
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国
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1
,
0
0
3

1
,
0
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5

1
,
0
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5

1
,
0
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5

1
,
0
4
1

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
公

共
職

業
安

定
所

で
受

理
し

た
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
求

人
票

に
記

載
さ

れ
た

時
給

の
平

均
を

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
時

給
制

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
時

給
換

算
額

を
算

出
に

用
い

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
的

雇
用

（
雇

用
契

約
に

お
い

て
雇

用
期

間
の

定
め

が
な

い
か

又
は

４
か

月
以

上
の

雇
用

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

（
季

節
労

働
を

除
く

。
）

）
の

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

対
象

と
し

て
い

る
。

　
　

　
３

　
１

求
人

票
当

た
り

１
募

集
賃

金
と

し
て

算
出

。
な

お
、

求
人

票
に

は
募

集
賃

金
の

上
限

と
下

限
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
下

限
額

を
１

募
集

賃
金

と
し

て
算

出
し

て
い

る
。

ハ
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

１
求

人
票

あ
た

り
の

募
集

賃
金

下
限

額
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(
2
)
　
労
働

時
間

　
　

常
用

労
働

者
１

人
平

均
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数
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）
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数
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は
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道
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所
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都

市
の

も
の

で
あ
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。
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持
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△
 
0
.
7

2
.
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△
 
0
.
2

-
徳

　
島
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2
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0
.
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.
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△
 
1
.
4

1
.
9

-
福

　
島

6
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6
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6
6

6
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-
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△
 
4
.
3

1
.
7

0
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5

-
大

　
分

3
9

3
8

3
8

3
8

-
0
.
2

△
 
2
.
5

0
.
2

△
 
0
.
3

-
山

　
形

3
8

3
8

3
8

3
8

-
0
.
5

△
 
0
.
9

1
.
3

△
 
0
.
8

-
愛

　
媛

4
3

4
5

4
6

4
5

-
0
.
4

3
.
8

1
.
4

△
 
0
.
8

-
島

　
根

2
4

2
3

2
4

2
3

-
1
.
7

△
 
1
.
2

1
.
1

△
 
1
.
8

-
鳥

　
取

1
8

1
8

1
8

1
8

-
0
.
9

△
 
3
.
7

1
.
2

0
.
0

-
熊

　
本

5
4

5
7

5
8

5
7

-
0
.
3

5
.
2

0
.
9

△
 
1
.
8

-
長

　
崎

4
2

4
3

4
3

4
2

-
△

 
0
.
1

1
.
9

1
.
1

△
 
3
.
2

-
高

　
知

2
2

2
3

2
3

2
3

-
2
.
2

2
.
8

0
.
9

△
 
0
.
4

-
岩

　
手

4
1

4
2

4
2

4
2

-
△

 
0
.
4

2
.
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1
.
4

0
.
3

-
鹿

児
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5
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3

5
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-
0
.
5
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.
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.
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1
.
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-
佐
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2
8

2
8

2
8

-
△

 
1
.
2
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.
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0
.
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1
.
1

-
青
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4
1

4
2

4
2

4
2

-
1
.
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4
.
5
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0
.
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△
 
1
.
0

-
秋

　
田

3
2

3
3

3
3

3
3

-
0
.
4

2
.
1

0
.
5

△
 
1
.
3

-
宮

　
崎

3
1

3
4

3
5

3
5

-
0
.
5

9
.
5

1
.
4

△
 
0
.
7

-
沖

　
縄

4
1

4
6

4
7

4
7

-
1
.
5

1
1
.
0

2
.
2

0
.
8

-

5
,
0
0
3

4
,
9
8
1

5
,
0
7
8

5
,
1
3
0

5
,
1
8
9

2
.
5

1
.
1

2
.
0

1
.
0

1
.
2

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
地

方
調

査
」

（
注

）
１

　
事

業
所

規
模

５
人

以
上

の
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
全

国
計

の
数

値
は

、
毎

月
勤

労
統

計
調

査
全

国
調

査
の

結
果

で
あ

り
、

都
道

府
県

別
の

数
値

の
合

計
と

は
一

致
し

な
い

。

　
　

　
３

　
各

都
道

府
県

の
増

減
率

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
常

用
労

働
者

数
か

ら
算

出
。

　
　

　
４

　
令

和
３

年
結

果
は

、
令

和
４

年
６

月
下

旬
公

表
予

定
。

Ａ ラ ン ク B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国

計

　
６

　
労

働
者

数
等

の
推

移

　
　
(
1
)
　

常
用

労
働

者
数

［
事

業
所
規
模
５
人
以
上
］
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
増

減
（

％
）
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２
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２
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３
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2
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2
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2
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2
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.
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0
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宮
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2
.
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1
.
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0
.
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0
.
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0
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2

沖
　

縄
4
1

4
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4
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4
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4
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4

2
.
7

2
.
2

2
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0

1
.
2

4
,
2
5
6

4
,
3
3
5

4
,
3
9
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4
,
4
3
0

4
,
4
6
1

3
.
0

1
.
8

1
.
5

0
.
7

0
.
7

（
注

）
１

　
労

働
者

が
雇

用
さ

れ
る

事
業

所
ご

と
に

適
用

事
業

所
と

し
て

届
け

出
る

こ
と

が
原

則
で

あ
る

が
、

本
社

の
み

で
労

務
管

理
を

行
っ

て
い

る
場

合
な

ど
は

、
本

社
が

支
社

を
一

括
し

て
適

用
事

業
所

の
届

出
を

行
う

場
合

が
あ

る
。

　
　

　
２

　
一

括
適

用
事

業
所

と
な

っ
た

場
合

、
雇

用
保

険
デ

ー
タ

に
お

け
る

被
保

険
者

数
の

計
上

は
、

届
出

の
あ

っ
た

都
道

府
県

の
み

で
計

上
さ

れ
る

。
　

　
　

３
　

被
保

険
者

に
は

、
一

般
被

保
険

者
の

他
、

高
年

齢
継

続
被

保
険

者
、

短
期

雇
用

特
例

被
保

険
者

、
日

雇
労

働
被

保
険

者
を

含
む

。
　

　
　

４
　

一
般

被
保

険
者

の
雇

用
保

険
加

入
要

件
に

つ
い

て
は

、
一

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

2
0
時

間
以

上
及

び
3
1
日

以
上

の
雇

用
見

込
み

。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国

計

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
雇

用
保

険
事

業
月

報
」

　
　

　
　

　
（

＝
雇

用
保

険
に

お
け

る
一

括
適

用
）

Ａ ラ ン ク

(
2
)
 
雇

用
保

険
の

被
保

険
者

数
（

ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
増

減
（

％
）
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２

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。

 
 
 
 
 
 
３

　
全

国
計

の
数

値
は

労
働

力
調

査
結

果
の

数
値

で
あ

り
、

都
道

府
県

別
の

数
値

の
合

計
と

は
一

致
し

な
い

。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国

計

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
、

「
労

働
力

調
査

」
（

注
）

１
　

都
道

府
県

別
に

表
章

す
る

よ
う

に
標

本
設

計
を

行
っ

て
お

ら
ず

(
北

海
道

、
沖

縄
県

を
除

く
)
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

注
意

が
必

要
。

Ａ ラ ン ク

(
3
)
　

就
業

者
数

（
ラ

ン
ク

別
・

都
道

府
県

別
・

暦
年

）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
増

減
（

％
）
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 務

 統
 計

 資
 料

 編
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１　地域別最低賃金改定状況

(1)  令和３年度　地域別最低賃金の審議・決定状況

最低賃金額
(円)

前年度比
（％）

引上げ額
(円)

引上げ率
（％）

A 東  京 1013 1041 103 28 2.76% 7月21日 ■
使側退席３
使側棄権３

10月1日

A 神奈川 1012 1040 103 28 2.77% 8月4日 ● 10月1日

A 大　阪 964 992 103 28 2.90% 8月4日 ● 10月1日

A 愛　知 927 955 103 28 3.02% 8月5日 ● 10月1日

A 埼　玉 928 956 103 28 3.02% 8月5日 ○ 10月1日

A 千　葉 925 953 103 28 3.03% 8月5日 ◐ 使側棄権１ 10月1日

B 京　都 909 937 103 28 3.08% 8月5日 ● 10月1日

B 兵　庫 900 928 103 28 3.11% 8月5日 ● 10月1日

B 静　岡 885 913 103 28 3.16% 8月6日 ● 10月2日

B 滋　賀 868 896 103 28 3.23% 8月4日 ● 10月1日

B 茨　城 851 879 103 28 3.29% 8月5日 ○ 10月1日

B 栃　木 854 882 103 28 3.28% 8月5日 ● 10月1日

B 広　島 871 899 103 28 3.21% 8月5日 ● 10月1日

B 長  野 849 877 103 28 3.30% 8月5日 ● 10月1日

B 富　山 849 877 103 28 3.30% 8月5日 ● 10月1日

B 三　重 874 902 103 28 3.20% 8月5日 ● 10月1日

B 山　梨 838 866 103 28 3.34% 8月5日 ● 10月1日

C 群　馬 837 865 103 28 3.35% 8月6日 ● 10月2日

C 岡　山 834 862 103 28 3.36% 8月6日 ● 10月2日

C 石　川 833 861 103 28 3.36% 8月11日 ○ 10月7日

C 香　川 820 848 103 28 3.41% 8月5日 ● 10月1日

C 奈　良 838 866 103 28 3.34% 8月5日 ● 10月1日

C 宮　城 825 853 103 28 3.39% 8月5日 ● 10月1日

C 福　岡 842 870 103 28 3.33% 8月5日 ● 10月1日

C 山　口 829 857 103 28 3.38% 8月5日 ● 10月1日

C 岐　阜 852 880 103 28 3.29% 8月3日 ● 10月1日

C 福　井 830 858 103 28 3.37% 8月5日 ● 10月1日

C 和歌山 831 859 103 28 3.37% 8月5日 ● 10月1日

C 北海道 861 889 103 28 3.25% 8月5日 ● 10月1日

C 新　潟 831 859 103 28 3.37% 8月5日 ● 10月1日

C 徳　島 796 824 104 28 3.52% 8月5日 ● 10月1日

D 福　島 800 828 104 28 3.50% 8月5日 ◐ 使側棄権１ 10月1日

D 大　分 792 822 104 30 3.79% 8月10日 ● 10月6日

D 山　形 793 822 104 29 3.66% 8月6日 ● 10月2日

D 愛　媛 793 821 104 28 3.53% 8月5日 ● 10月1日

D 島　根 792 824 104 32 4.04% 8月6日 ◐ 10月2日

D 鳥　取 792 821 104 29 3.66% 8月10日 ● 10月6日

D 熊　本 793 821 104 28 3.53% 8月5日 ● 10月1日

D 長　崎 793 821 104 28 3.53% 8月6日 ● 10月2日

D 高　知 792 820 104 28 3.54% 8月6日 ● 10月2日

D 岩　手 793 821 104 28 3.53% 8月6日 ● 10月2日

D 鹿児島 793 821 104 28 3.53% 8月6日 ● 10月2日

D 佐　賀 792 821 104 29 3.66% 8月10日 ▲ 10月6日

D 青　森 793 822 104 29 3.66% 8月10日 ● 10月6日

D 秋　田 792 822 104 30 3.79% 8月5日 ● 10月1日

D 宮　崎 793 821 104 28 3.53% 8月10日 ● 10月6日

D 沖　縄 792 820 104 28 3.54% 8月12日 ▲ 10月8日

902 930 103 28 3.12% ー ー

　６　異議申出状況　44局（前年度46局）

全国加重平均額

備考

　１　全国加重平均額　930円

　２　答申時の裁決状況　○全会一致３件　　●使用者側反対38件　　▲労働者側反対 ２件

　　　　　　　　　　　　◐使側一部反対 ３件　■使用者側退席 １件

　３　答申時期　前年より早い 20件　　前年より遅い 15件　　前年と同じ 12件

　４　発効日　前年より早い 14件　　前年より遅い 25件　　前年と同じ 8件　（前年据え置きであった場合は、前々年と比較）

　５　目安との比較　目安を上回る 7件（前年度引き上げは40）

ラン
ク

都道府県名
前年度決定金額

(円)

改定最低賃金額
結審月日
(答申日)

採決状況 発効日
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難
で

あ
り

、
現

行
水

準
を

維
持

す
る

こ
と

が
適

当
」

と
さ

れ
た

が
、

　
　

 
表

で
は

便
宜

的
に

引
上

げ
額

を
記

載
し

て
い

る
。
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(
3
)
　

効
力

発
生

年
月

日
の

推
移

都
道

府
県

名

東
　

京
1
0
.
1

1
0
.
1
9

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

東
　

京

Ａ
神

奈
川

1
0
.
1

1
0
.
2
0

1
0
.
1

1
0
.
1
8

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

神
奈

川

ラ
大

　
阪

9
.
3
0

1
0
.
1
8

1
0
.
5

1
0
.
1

1
0
.
1

9
.
3
0

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

大
　

阪

ン
愛

　
知

1
0
.
1

1
0
.
2
6

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

愛
　

知

ク
埼

　
玉

1
0
.
1

1
0
.
2
0

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

埼
　

玉

千
　

葉
1
0
.
1

1
0
.
1
8

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

千
　

葉

京
　

都
1
0
.
1
4

1
0
.
2
4

1
0
.
2
2

1
0
.
7

1
0
.
2

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

京
　

都

兵
　

庫
1
0
.
1

1
0
.
1
9

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

兵
　

庫

Ｂ
静

　
岡

1
0
.
1
2

1
0
.
1
2

1
0
.
5

1
0
.
3

1
0
.
5

1
0
.
4

1
0
.
3

1
0
.
4

1
0
.
2

静
　

岡

滋
　

賀
1
0
.
6

1
0
.
2
5

1
0
.
9

1
0
.
8

1
0
.
6

1
0
.
5

1
0
.
1

1
0
.
3

1
0
.
1

1
0
.
1

滋
　

賀

ラ
茨

　
城

1
0
.
6

1
0
.
1
9

1
0
.
4

1
0
.
4

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

茨
　

城

栃
　

木
1
0
.
1

1
0
.
1
9

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

栃
　

木

ン
広

　
島

1
0
.
1

1
0
.
2
4

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

広
　

島

長
　

野
1
0
.
1

1
0
.
2
0

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
4

1
0
.
1

1
0
.
1

長
　

野

ク
富

　
山

1
1
.
4

1
0
.
6

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

富
　

山

三
　

重
9
.
3
0

1
0
.
1
9

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

三
　

重

山
　

梨
1
0
.
1

1
0
.
1
8

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1
4

1
0
.
3

1
0
.
1

1
0
.
9

1
0
.
1

山
　

梨

群
　

馬
1
0
.
1
0

1
0
.
1
3

1
0
.
5

1
0
.
8

1
0
.
6

1
0
.
7

1
0
.
6

1
0
.
6

1
0
.
3

1
0
.
2

群
　

馬

岡
　

山
1
0
.
2
4

1
0
.
3
0

1
0
.
5

1
0
.
2

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
3

1
0
.
2

1
0
.
3

1
0
.
2

岡
　

山

Ｃ
石

　
川

1
0
.
6

1
0
.
1
9

1
0
.
5

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
2

1
0
.
7

1
0
.
7

石
　

川

香
　

川
1
0
.
5

1
0
.
2
4

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

香
　

川

奈
　

良
1
0
.
6

1
0
.
2
0

1
0
.
3

1
0
.
7

1
0
.
6

1
0
.
1

1
0
.
4

1
0
.
5

1
0
.
1

1
0
.
1

奈
　

良

ラ
宮

　
城

1
0
.
1
9

1
0
.
3
1

1
0
.
1
6

1
0
.
3

1
0
.
5

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

宮
　

城

福
　

岡
1
0
.
1
3

1
0
.
1
8

1
0
.
5

1
0
.
4

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

福
　

岡

山
　

口
1
0
.
1

1
0
.
1
0

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
5

1
0
.
1

山
　

口

ン
岐

　
阜

1
0
.
1

1
0
.
1
9

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

岐
　

阜

福
　

井
1
0
.
6

1
0
.
1
3

1
0
.
4

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
4

1
0
.
2

1
0
.
1

福
　

井

和
歌

山
1
0
.
1

1
0
.
1
9

1
0
.
1
7

1
0
.
2

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

和
歌

山

ク
北

海
道

1
0
.
1
8

1
0
.
1
8

1
0
.
8

1
0
.
8

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
3

1
0
.
1

北
海

道

新
　

潟
1
0
.
5

1
0
.
2
6

1
0
.
4

1
0
.
3

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
6

1
0
.
1

1
0
.
1

新
　

潟

徳
　

島
1
0
.
1
9

1
0
.
3
0

1
0
.
1

1
0
.
4

1
0
.
1

1
0
.
5

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
4

1
0
.
1

徳
　

島

福
　

島
1
0
.
1

1
0
.
6

1
0
.
4

1
0
.
3

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
2

1
0
.
1

福
　

島

大
　

分
1
0
.
4

1
0
.
2
0

1
0
.
4

1
0
.
1
7

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
6

大
　

分

山
　

形
1
0
.
2
4

1
0
.
2
4

1
0
.
1
7

1
0
.
1
6

1
0
.
7

1
0
.
6

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
3

1
0
.
2

山
　

形

Ｄ
愛

　
媛

1
0
.
2
4

1
0
.
3
1

1
0
.
1
2

1
0
.
3

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
3

1
0
.
1

愛
　

媛

島
　

根
1
0
.
1
4

1
1
.
6

1
0
.
5

1
0
.
4

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
2

島
　

根

鳥
　

取
1
0
.
2
0

1
0
.
2
5

1
0
.
8

1
0
.
4

1
0
.
1
2

1
0
.
6

1
0
.
5

1
0
.
5

1
0
.
2

1
0
.
6

鳥
　

取

ラ
熊

　
本

1
0
.
1

1
0
.
3
0

1
0
.
1

1
0
.
1
7

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

熊
　

本

長
　

崎
1
0
.
2
4

1
0
.
2
0

1
0
.
1

1
0
.
7

1
0
.
6

1
0
.
6

1
0
.
6

1
0
.
3

1
0
.
3

1
0
.
2

長
　

崎

高
　

知
1
0
.
2
6

1
0
.
2
6

1
0
.
2
6

1
0
.
1
8

1
0
.
1
6

1
0
.
1
3

1
0
.
5

1
0
.
5

1
0
.
3

1
0
.
2

高
　

知

ン
岩

　
手

1
0
.
2
0

1
0
.
2
7

1
0
.
4

1
0
.
1
6

1
0
.
5

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
4

1
0
.
3

1
0
.
2

岩
　

手

鹿
児

島
1
0
.
1
3

1
0
.
2
7

1
0
.
1
9

1
0
.
8

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
3

1
0
.
3

1
0
.
2

鹿
児

島

佐
　

賀
1
0
.
2
1

1
0
.
2
6

1
0
.
4

1
0
.
4

1
0
.
2

1
0
.
6

1
0
.
4

1
0
.
4

1
0
.
2

1
0
.
6

佐
　

賀

ク
青

　
森

1
0
.
1
2

1
0
.
2
4

1
0
.
2
4

1
0
.
1
8

1
0
.
2
0

1
0
.
6

1
0
.
4

1
0
.
4

1
0
.
3

1
0
.
6

青
　

森

秋
　

田
1
0
.
1
3

1
0
.
2
6

1
0
.
5

1
0
.
7

1
0
.
6

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
3

1
0
.
1

1
0
.
1

秋
　

田

宮
　

崎
1
0
.
2
6

1
1
.
2

1
0
.
1
6

1
0
.
1
6

1
0
.
1

1
0
.
6

1
0
.
5

1
0
.
4

1
0
.
3

1
0
.
6

宮
　

崎

沖
　

縄
1
0
.
2
5

1
0
.
2
6

1
0
.
2
4

1
0
.
9

1
0
.
1

1
0
.
1

1
0
.
3

1
0
.
3

1
0
.
3

1
0
.
8

沖
　

縄

2
9

3
0

令
和

元
２

３
　

　
　

　
　

　
 
年

度
都

道
府

県
名

平
成

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8
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（
4
）
　
加
重
平
均
額
と
引
上
げ
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
）

(単
位

：
円

）

　
　

全
　

　
国

7
4
9

7
6
4

7
8
0

7
9
8

8
2
3

8
4
8

8
7
4

9
0
1

9
0
2

9
3
0

(1
.6

3
)

(2
.0

0
)

(2
.0

9
)

(2
.3

1
)

(3
.1

3
)

(3
.0

4
)

(3
.0

7
)

(3
.0

9
)

(0
.1

1
)

(3
.1

0
)

A
ラ

ン
ク

8
1
7

8
3
6

8
5
5

8
7
5

9
0
0

9
2
0

9
4
7

9
7
5

9
7
6

1
,0

0
4

(1
.6

2
)

(2
.3

3
)

(2
.2

7
)

(2
.3

4
)

(2
.8

6
)

(2
.2

2
)

(2
.9

3
)

(2
.9

6
)

(0
.1

0
)

(2
.8

7
)

B
ラ

ン
ク

7
3
4

7
4
7

7
6
3

7
8
1

8
0
6

8
2
1

8
4
7

8
7
4

8
7
5

9
0
3

(1
.2

4
)

(1
.7

7
)

(2
.1

4
)

(2
.3

6
)

(3
.2

0
)

(1
.8

6
)

(3
.1

7
)

(3
.1

9
)

(0
.1

1
)

(3
.2

0
)

C
ラ

ン
ク

6
9
9

7
1
1

7
2
5

7
4
2

7
6
4

7
8
7

8
1
2

8
3
8

8
3
9

8
6
7

(1
.1

6
)

(1
.7

2
)

(1
.9

7
)

(2
.3

4
)

(2
.9

6
)

(3
.0

1
)

(3
.1

8
)

(3
.2

0
)

(0
.1

2
)

(3
.3

4
)

D
ラ

ン
ク

6
5
4

6
6
6

6
7
9

6
9
5

7
1
7

7
3
9

7
6
3

7
9
1

7
9
3

8
2
2

(0
.9

3
)

(1
.8

3
)

(1
.9

5
)

(2
.3

6
)

(3
.1

7
)

(3
.0

7
)

(3
.2

5
)

(3
.6

7
)

(0
.2

5
)

(3
.6

6
)

(注
）

１
　

金
額

は
適

用
労

働
者

数
に

よ
る

加
重

平
均

時
間

額
で

あ
る

。
２

　
（
　

　
)内

は
引

上
げ

率
（
％

）
を

示
す

。
３

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
度

に
お

け
る

適
用

ラ
ン

ク
で

あ
る

。
４

　
平

成
2
3
年

度
と

平
成

2
9
年

度
は

ラ
ン

ク
区

分
の

入
替

え
（
例

え
ば

平
成

2
9
年

度
は

、
埼

玉
Ｂ

→
Ａ

、
山

梨
Ｃ

→
Ｂ

、
徳

島
Ｄ

→
Ｃ

）
が

あ
っ

た
た

め
、

　
　

引
上

げ
率

等
の

比
較

に
は

注
意

が
必

要
。

２
９

３
０

令
和

元
２

３
２

８
　

　
　

　
　

　
　

　
年

度

ラ
ン

ク
平

成
 ２

４
２

５
２

６
２

７
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(
5
)
　

最
高

額
と
最

低
額

及
び

格
差

の
推

移

①
　
最
高
額

　
　
　
(
円
）

70
8

70
8

71
0

71
4

71
9

73
9

76
6

79
1

82
1

83
7

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
　
　
京

神
 
奈
 
川

東
京

東
京

東
京

②
　
最
低
額

　
　
　
(
円
）

60
4

60
5

60
6

60
8

61
0

61
8

62
7

62
9

64
2

64
5

沖
縄

青
森
 
岩
手
 
秋
田

佐
賀
 
長
崎
 
宮
崎

鹿
児
島
 
沖
縄
 
●

青
森
 
岩
手
 
秋
田

佐
賀
 
長
崎
 
宮
崎

鹿
児
島
 
沖
縄
 
●

青
森
 
岩
手
 
秋
田

佐
賀
 
長
崎
 
宮
崎

鹿
児
島
 
沖
縄
 
●

青
森
 
岩
手

秋
田
 
沖
縄

秋
田

沖
縄

宮
崎
 
鹿
児
島

沖
縄
 
●
　
●

佐
賀
 
長
崎

宮
崎
 
沖
縄

鳥
取
 
島
根
 
高
知

佐
賀
 
長
崎
 
宮
崎

鹿
児
島
 
沖
縄
 
●

岩
手
 
高
知

沖
縄
 
●
●

　
格
差

　
②
／
①
×
1
0
0

85
.3

85
.5

85
.4

85
.2

84
.8

83
.6

81
.9

79
.5

78
.2

77
.1
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注

）
各

年
と

も
１

月
～

３
月

の
結

果
で

あ
る
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※

 
令

和
３

年
は

、
緊

急
事

態
宣

言
等

が
発

出
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

申
告

や
労

働
者

か
ら

の
相

談
等

に
基

づ
く

事
案

な
ど

　
　

　
緊

急
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
も

の
を

除
き

、
上

記
監

督
の

実
施

を
一

部
延

期
し

た
。最
賃

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

を
知

ら
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か
っ

た

監
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実
施

事
業
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未
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労
働

者
数

の
比

率
（

％
）

２
　

最
低

賃
金

の
履

行
確

保
を

主
眼

と
す

る
監

督
指

導
結

果

事 項 別

法
違

反
の

状
況

法
違

反
事

業
場

の
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状

況
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％
）

最
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労
働
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の
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施
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れ
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は
知

ら
な

い
が

、
最

賃
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
を

知
っ

て
い

る
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（２）業種別法違反の状況（令和４年１月～３月、全国計）

監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％
監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％
監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％

01  製造業 4,616 506 11.0% 4,269 467 10.9% 347 39 11.2%

　01　食料品製造業 　 1,292 131 10.1% 1,285 131 10.2% 7 0 0.0%

  02  繊維工業 276 35 12.7% 276 35 12.7% 0 0 -

  03  衣服その他の繊維製品製造業 413 42 10.2% 413 42 10.2% 0 0 -

  04  木材・木製品製造業 114 9 7.9% 113 9 8.0% 1 0 0.0%

  05  家具・装備品製造業 70 6 8.6% 70 6 8.6% 0 0 -

  06  パルプ・紙・紙加工品製造業 122 15 12.3% 122 15 12.3% 0 0 -

  07  印刷・製本業 171 20 11.7% 171 20 11.7% 0 0 -

  08  化学工業 367 49 13.4% 365 49 13.4% 2 0 0.0%

  09  窯業土石製品製造業 94 10 10.6% 79 8 10.1% 15 2 13.3%

  10  鉄鋼業 16 1 6.3% 10 1 10.0% 6 0 0.0%

  11  非鉄金属製造業 24 3 12.5% 18 2 11.1% 6 1 16.7%

  12  金属製品製造業 230 13 5.7% 228 13 5.7% 2 0 0.0%

  13  一般機械器具製造業 175 18 10.3% 128 12 9.4% 47 6 12.8%

  14  電気機械器具製造業 328 40 12.2% 132 16 12.1% 196 24 12.2%

  15  輸送用機械等製造業 111 9 8.1% 51 5 9.8% 60 4 6.7%

  16  電気・ガス・水道業 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 -

  17  その他の製造業 812 105 12.9% 807 103 12.8% 5 2 40.0%

02  鉱業 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 -

03  建設業  174 15 8.6% 174 15 8.6% 0 0 -

  01　土木木工事業 43 5 11.6% 43 5 11.6% 0 0 -

  02　建築工事業 80 7 8.8% 80 7 8.8% 0 0 -

  03　その他の建設業 51 3 5.9% 51 3 5.9% 0 0 -

04  運輸交通業 45 10 22.2% 45 10 22.2% 0 0 -

  02  道路旅客運送業 9 2 22.2% 9 2 22.2% 0 0 -

  03  道路貨物運送業 36 8 22.2% 36 8 22.2% 0 0 -

05  貨物取扱業 8 3 37.5% 8 3 37.5% 0 0 -

１号～５号  計 4,845 534 11.0% 4,498 495 11.0% 347 39 11.2%

06  農林業 114 17 14.9% 114 17 14.9% 0 0 -

　01　農業 109 17 15.6% 109 17 15.6% 0 0 -

　02　林業 5 0 0.0% 5 0 0.0% 0 0 -

07  畜産･水産業 33 6 18.2% 33 6 18.2% 0 0 -

　01　畜産業 21 4 19.0% 21 4 19.0% 0 0 -

　02　水産業 12 2 16.7% 12 2 16.7% 0 0 -

08  商業 5,655 598 10.6% 5,611 589 10.5% 44 9 20.5%

  01  卸売業 985 88 8.9% 985 88 8.9% 0 0 -

  02  小売業 3,849 442 11.5% 3,805 433 11.4% 44 9 20.5%

  03  理美容業 721 61 8.5% 721 61 8.5% 0 0 -

  04  その他の商業 100 7 7.0% 100 7 7.0% 0 0 -

09  金融・広告業 67 5 7.5% 67 5 7.5% 0 0 -

　01　金融業 5 1 20.0% 5 1 20.0% 0 0 -

　02　広告・あっせん業 62 4 6.5% 62 4 6.5% 0 0 -

10  映画・演劇業 6 2 33.3% 6 2 33.3% 0 0 -

11  通信業 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 -

12  教育・研究業 79 5 6.3% 79 5 6.3% 0 0 -

13  保健衛生業 740 79 10.7% 740 79 10.7% 0 0 -

  01  医療保健業 212 24 11.3% 212 24 11.3% 0 0 -

  02  社会福祉施設 494 50 10.1% 494 50 10.1% 0 0 -

  03  その他の保健衛生業 34 5 14.7% 34 5 14.7% 0 0 -

14  接客娯楽業 2,752 292 10.6% 2,752 292 10.6% 0 0 -

  01  旅館業 507 53 10.5% 507 53 10.5% 0 0 -

  02  飲食店 2,120 226 10.7% 2,120 226 10.7% 0 0 -

  03  その他の接客娯楽業 125 13 10.4% 125 13 10.4% 0 0 -

15  清掃・と畜業 321 26 8.1% 321 26 8.1% 0 0 -

16  官公署 2 1 50.0% 2 1 50.0% 0 0 -

17  その他の事業 350 42 12.0% 350 42 12.0% 0 0 -

  01  派遣業 29 1 3.4% 29 1 3.4% 0 0 -

  02  その他の事業 321 41 12.8% 321 41 12.8% 0 0 -

６号～１７号  計 10,120 1,073 10.6% 10,076 1,064 10.6% 44 9 20.5%

合計 14,965 1,607 10.7% 14,574 1,559 10.7% 391 48 12.3%

業　　　　種
合計 地域別最低賃金適用事業場 特定最低賃金適用事業場
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中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会の 

検討状況の中間的な取りまとめについて（全員協議会報告）（抄） 

 

 

（平成 12 年３月 24 日中央最低賃金審議会了承） 

 

 

２ 経済情勢等を踏まえた目安の決定のあり方等について 

 

(2) 目安の審議に当たっての賃金改定状況調査の位置づけと基本的な考え方 

 

   これまで、目安の審議に当たっては、賃金改定状況調査、なかんずく同調査による

賃金上昇率を重要な参考資料としてきており、そうしたことを前提に平成７年全協報

告においても同調査の必要な見直しが行われたこと等を踏まえると、今後とも、同調

査を重要な参考資料とする取扱いを基本とすべきである。 

      他方、経済社会の全体的な状況をみると、これまでの経済社会とは大きく異なり、

経済のグローバル化による競争の激化、右肩上がりの経済から低成長経済への移行な

ど構造的な変化が進んでおり、ますます複雑で多様な様相を呈している。上記の凍結

事業所割合の増加や賃金上昇率の低下といった事態も、まさにその現れといえよう。 

      こうしたことから、当該調査結果を重要な参考資料としつつも、これまで以上に、

その時々の状況を的確に把握の上、総合的に勘案して目安を審議し、決定していくこ

とが求められる。 
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1 
 

中央最低賃金審議会目安制度の在り方に関する全員協議会 

論点の中間整理（抄） 
 

平成 27 年５月 25 日 

２．議論の経過 

（５）目安審議における参考資料について 

○ 目安の審議に当たっては、賃金改定状況調査、なかんずく同調査による賃

金上昇率（第 4 表）を重要な参考資料としてきた。平成 12 年 3 月の全員協

議会報告においては、今後とも、同調査を重要な参考資料とする取扱いを基

本とすべきとしつつ、経済のグローバル化による競争の激化、右肩上がりの

経済から低成長経済への移行など構造的な変化の影響があらわれていること

から、これまで以上に、その時々の状況を的確に把握の上、総合的に勘案し

て目安を審議し、決定していくことが求められるとしている。 

○ この点について、賃金改定状況調査が開始された昭和 50 年代は、経済成長

下で引き上げられる賃金の状況を把握してきたが、今日の経済や賃金の状況

において、適切に実態を把握できているか検討すべきという意見があった。 

○ また、賃金改定状況調査はこれまでたびたび見直されてきたが、最低賃金

近傍の労働者の実態を正確に反映するよう、定期的に見直しを行うべきとい

う意見や、業種の追加や配分、調査対象事業所の規模についても改めて検討

を行うべきであるという意見があった。 
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令和４年賃金改定状況調査結果 

 

＜調査の概要＞ 

 

１．調査の地域 全国 

 

２．調 査 産 業 日本標準産業分類（平成 25年 10 月改定）に基づく次の産業 

（ア）製造業 

（イ）卸売業，小売業 

（ウ）学術研究，専門・技術サービス業 

（エ）宿泊業，飲食サービス業 

（オ）生活関連サービス業，娯楽業 

（カ）医療，福祉 

（キ）サービス業（他に分類されないもの） 

 

３．調査事業所 

（１）数 15,861 事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（令和２年次フレーム）を母集団とし、常用労働者数が 30 人

未満の企業に属する民営事業所から、都道府県別、産業別、事業所規模別（※）に層化無

作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において１人１時間あたり賃金額の標準誤差

率が 1.5％となるよう標本数を決定。ランク内の都道府県別、産業別、事業所規模別の配分

は母集団事業所数の構成比率で配分。 

※ 産業は上記２に掲げる７つの産業で、事業所規模は１～９人と 10～29 人で区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集計労働者 30,533 人 

  （うち、令和３年６月と令和４年６月の両方に在籍していた労働者は 25,609 人（83.9％）） 

 

５．調 査 事 項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和４年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和４年６月１日現在〕 

ハ 事業所の月間所定労働日数、通常労働日の１日の所定労働時間数〔令和４年６月分〕 

ニ 事業所の年間所定労働日数〔令和２年度分、令和３年度分〕 

ホ 賃金改定の状況〔令和４年１月～６月〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和４年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和３年６月分、令和４年６月分〕 

ハ 基本給額、諸手当〔令和３年６月分、令和４年６月分（見込額）〕 

ニ 月間所定労働日数、１日の所定労働時間数〔令和３年６月分、令和４年６月分〕 

 

  

 調査事業所数 集計事業所数 回収率 

A ランク 5,251 1,395 26.6％ 

B ランク 3,844 1,154 30.0％ 

C ランク 3,633 1,150 31.7％ 

D ランク 3,133 1,039 33.2％ 

合計 15,861 4,738 29.9％ 

令和４年度第２回目安に関する小委員会（令和４年７月 12日）資料 NO.１に 

令和４年度第３回目安に関する小委員会（令和４年７月 19日）参考資料「委

員からの追加要望資料」で提出したデータを追加したもの 
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６．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。 

（３）集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。 

（４）各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。 

 

ランク 都道府県 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

Ｂ 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 

Ｃ 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、

徳島、香川、福岡 

Ｄ 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊

本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 
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計

１
～

６
月

に
賃

金
引

上
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
引

下
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改

定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

計

１
～
６
月

に
賃
金
引

上
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月

に
賃
金
引

下
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

ラ
ン
ク

産
業

計
製
造
業

卸
売
業
，
小
売
業

Ａ

１
～
６
月

に
賃
金
引

上
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月

に
賃
金
引

下
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改

定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

計

１
～
６
月
に
賃
金
改

定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

計

１
～
６
月

に
賃
金
引

上
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月

に
賃
金
引

下
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改

定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

Ｂ Ｃ Ｄ 計

ラ
ン
ク

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,
 
娯
楽
業

医
療
，
福
祉

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

計

１
～

６
月

に
賃

金
引

上
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
引

下
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改

定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

計

１
～
６
月

に
賃
金
引

上
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月

に
賃
金
引

下
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｄ 計

１
～
６
月

に
賃
金
引

上
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月

に
賃
金
引

下
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改

定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

Ａ Ｂ Ｃ

１
～
６
月
に
賃
金
改

定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

計

１
～
６
月

に
賃
金
引

上
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月

に
賃
金
引

下
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改

定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

計
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（
％

）

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
,

小
売

業

学
術

研
究

,
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

宿
泊

業
,

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,

娯
楽

業

医
療

,
福

祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
,

小
売

業

学
術

研
究

,
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

宿
泊

業
,

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,

娯
楽

業

医
療

,
福

祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
,

小
売

業

学
術

研
究

,
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

宿
泊

業
,

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,

娯
楽

業

医
療

,
福

祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

3
.
7

3
.
3

3
.
3

4
.
5

5
.
1

3
.
8

3
.
2

3
.
1

-
1
5
.
5

-
9
.
0

-
1
2
.
7

-
1
6
.
3

-
1
9
.
6

-
1
6
.
7

-
4
5
.
8

-
1
5
.
4

1
.
0

0
.
7

0
.
9

1
.
7

1
.
4

0
.
7

1
.
4

0
.
7

3
.
1

3
.
0

3
.
2

3
.
3

3
.
7

3
.
3

2
.
6

3
.
3

-
1
4
.
7

-
2
.
0

-
8
.
5

-
1
1
.
6

-
3
0
.
0

-
1
5
.
0

1
.
0

1
.
1

0
.
8

1
.
1

0
.
7

0
.
6

1
.
7

1
.
4

3
.
5

3
.
7

3
.
0

4
.
1

4
.
2

2
.
3

3
.
2

4
.
4

-
1
0
.
8

-
6
.
5

-
5
.
8

-
2
1
.
9

-
1
8
.
6

-
9
.
4

1
.
2

1
.
3

0
.
9

2
.
0

1
.
2

0
.
0

2
.
1

1
.
5

3
.
9

4
.
6

3
.
0

3
.
4

4
.
9

7
.
4

3
.
0

4
.
2

-
2
3
.
0

-
1
5
.
6

-
5
0
.
0

-
2
1
.
5

-
1
3
.
8

-
3
5
.
0

1
.
3

2
.
0

0
.
7

1
.
7

1
.
1

2
.
2

1
.
9

0
.
9

3
.
5

3
.
5

3
.
2

4
.
0

4
.
6

4
.
0

3
.
1

3
.
7

-
1
5
.
6

-
8
.
2

-
1
1
.
8

-
1
5
.
1

-
2
7
.
6

-
1
8
.
9

-
3
6
.
7

-
1
7
.
5

1
.
1

1
.
1

0
.
8

1
.
6

1
.
1

0
.
8

1
.
7

1
.
1

Ｒ ３ 年
3
.
0

3
.
1

2
.
7

4
.
4

2
.
8

2
.
5

2
.
8

3
.
1

-
1
4
.
0

-
1
4
.
9

-
2
1
.
1

-
5
.
1

-
1
4
.
7

-
1
0
.
2

-
2
3
.
9

-
4
.
1

0
.
9

0
.
9

0
.
8

1
.
8

0
.
4

0
.
0

1
.
5

1
.
0

（
注
）

空
欄

は
該

当
す

る
数

値
が

な
い

こ
と

を
示

す
。

Ｂ Ｃ Ｄ 計

第
２

表
　

事
業

所
の

平
均

賃
金

改
定

率

ラ
ン
ク

賃
金

引
上

げ
実

施
事

業
所

賃
金

引
下

げ
実

施
事

業
所

賃
金

改
定

実
施

事
業

所
及

び
凍

結
事

業
所

の
合

計

Ａ
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第
３

表
　

事
業

所
の

賃
金

引
上

げ
率

の
分

布
の

特
性

値

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

（
Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）

1
.
3

2
.
5

4
.
5

0
.
6
4

1
.
4

2
.
3

4
.
0

0
.
5
7

1
.
5

2
.
2

3
.
6

0
.
4
8

1
.
5

3
.
0

4
.
3

0
.
4
7

1
.
0

2
.
0

4
.
1

0
.
7
8

1
.
1

2
.
0

4
.
0

0
.
7
3

1
.
0

1
.
9

4
.
2

0
.
8
4

1
.
4

2
.
3

3
.
6

0
.
4
8

1
.
0

2
.
1

4
.
0

0
.
7
1

1
.
5

2
.
6

4
.
0

0
.
4
8

1
.
0

2
.
0

3
.
2

0
.
5
5

1
.
2

2
.
9

4
.
4

0
.
5
5

1
.
0

2
.
0

3
.
9

0
.
7
3

1
.
2

2
.
0

5
.
8

1
.
1
5

1
.
0

1
.
7

3
.
5

0
.
7
4

1
.
0

1
.
5

3
.
5

0
.
8
3

1
.
1

2
.
1

4
.
2

0
.
7
4

1
.
3

2
.
2

4
.
0

0
.
6
1

1
.
0

2
.
0

3
.
5

0
.
6
3

1
.
3

2
.
6

4
.
2

0
.
5
6

Ｒ ３ 年
1
.
0

1
.
7

3
.
0

0
.
5
9

1
.
0

1
.
8

3
.
4

0
.
6
7

1
.
0

1
.
7

2
.
7

0
.
5
0

1
.
3

2
.
1

5
.
0

0
.
8
8

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

（
Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）

2
.
0

4
.
0

7
.
8

0
.
7
3

1
.
8

3
.
0

5
.
0

0
.
5
3

1
.
0

2
.
0

4
.
0

0
.
7
5

1
.
0

2
.
0

3
.
7

0
.
6
8

1
.
1

2
.
5

5
.
0

0
.
7
8

1
.
1

2
.
1

5
.
5

1
.
0
5

1
.
0

1
.
6

3
.
2

0
.
6
9

1
.
0

2
.
0

4
.
1

0
.
7
8

1
.
0

2
.
7

5
.
3

0
.
8
0

1
.
0

2
.
0

3
.
0

0
.
5
0

0
.
9

1
.
6

4
.
0

0
.
9
7

1
.
0

2
.
6

5
.
0

0
.
7
7

1
.
0

2
.
4

4
.
6

0
.
7
5

1
.
4

4
.
7

5
.
8

0
.
4
7

1
.
0

2
.
0

3
.
5

0
.
6
3

1
.
4

2
.
5

4
.
5

0
.
6
2

1
.
2

3
.
1

5
.
3

0
.
6
6

1
.
2

3
.
0

5
.
0

0
.
6
3

1
.
0

1
.
9

3
.
6

0
.
6
8

1
.
1

2
.
1

4
.
2

0
.
7
4

Ｒ ３ 年
0
.
9

1
.
3

3
.
0

0
.
8
1

0
.
7

1
.
4

3
.
0

0
.
8
2

1
.
0

1
.
5

3
.
0

0
.
6
7

1
.
0

1
.
6

3
.
0

0
.
6
3

（
注

）
１

　
特

性
値

は
、

賃
金

引
上

げ
実

施
事

業
所

に
つ

い
て

み
た

も
の

で
あ

る
。

Ａ

ラ
ン

ク

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業
学

術
研

究
,
 
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

ＣＢ Ｃ Ｄ 計

ラ
ン

ク

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,
 
娯

楽
業

医
療

，
福

祉
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ａ Ｂ

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｄ 計

　
　

　
２

　
分

散
係

数
 
＝

第
３

・
四

分
位

数
（

Ｑ
３

）
　

－
　

第
１

・
四

分
位

数
（

Ｑ
１

）
　

×
　

１
／

２
中

位
数

（
Ｑ

２
）

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％

％
％

％
％

％
％

％
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（
円
、
％
）

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
４
年

６
月

Ｒ
３
年

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
４
年

６
月

Ｒ
３
年

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
４
年

６
月

Ｒ
３
年

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
４
年

６
月

Ｒ
３
年

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
４
年

６
月

Ｒ
３
年

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
４
年

６
月

Ｒ
３
年

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
４
年

６
月

Ｒ
３
年

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
４
年

６
月

Ｒ
３
年

Ａ
1
,
5
2
1

1
,
5
4
3

1
.
4

0
.
5

1
,
5
8
3

1
,
6
1
0

1
.
7

1
.
4

1
,
5
4
4

1
,
5
5
9

1
.
0

0
.
5

1
,
8
6
3

1
,
8
9
7

1
.
8

-
1
.
1

1
,
2
4
7

1
,
2
6
8

1
.
7

-
0
.
3

1
,
3
3
2

1
,
3
4
9

1
.
3

0
.
6

1
,
4
8
8

1
,
5
1
7

1
.
9

1
.
3

1
,
6
9
0

1
,
7
1
2

1
.
3

1
.
3

Ｂ
1
,
3
4
8

1
,
3
6
5

1
.
3

0
.
1

1
,
4
4
3

1
,
4
6
5

1
.
5

0
.
0

1
,
3
1
0

1
,
3
2
2

0
.
9

0
.
0

1
,
4
8
7

1
,
5
0
9

1
.
5

-
1
.
0

1
,
1
0
0

1
,
1
1
0

0
.
9

0
.
7

1
,
1
3
2

1
,
1
2
5

-
0
.
6

-
0
.
2

1
,
5
1
4

1
,
5
4
6

2
.
1

0
.
4

1
,
4
2
0

1
,
4
3
7

1
.
2

-
0
.
1

Ｃ
1
,
2
5
7

1
,
2
7
7

1
.
6

0
.
5

1
,
2
6
4

1
,
2
8
4

1
.
6

1
.
4

1
,
2
8
6

1
,
3
0
7

1
.
6

0
.
2

1
,
4
6
3

1
,
4
7
7

1
.
0

1
.
1

1
,
0
2
3

1
,
0
3
1

0
.
8

0
.
5

1
,
1
2
5

1
,
1
4
5

1
.
8

-
0
.
4

1
,
3
3
1

1
,
3
5
6

1
.
9

0
.
8

1
,
3
6
7

1
,
3
8
2

1
.
1

-
0
.
3

Ｄ
1
,
2
0
2

1
,
2
2
5

1
.
9

0
.
3

1
,
2
6
7

1
,
2
8
4

1
.
3

0
.
9

1
,
2
0
0

1
,
2
2
1

1
.
8

0
.
6

1
,
5
1
8

1
,
5
2
8

0
.
7

0
.
5

9
7
4

9
9
5

2
.
2

-
0
.
3

1
,
1
7
8

1
,
1
8
1

0
.
3

-
1
.
1

1
,
2
2
6

1
,
2
6
4

3
.
1

0
.
3

1
,
2
7
3

1
,
2
9
6

1
.
8

0
.
7

計
1
,
3
7
1

1
,
3
9
2

1
.
5

0
.
4

1
,
4
3
1

1
,
4
5
4

1
.
6

1
.
0

1
,
3
7
4

1
,
3
9
1

1
.
2

0
.
4

1
,
6
6
6

1
,
6
9
1

1
.
5

-
0
.
5

1
,
1
1
6

1
,
1
3
3

1
.
5

0
.
1

1
,
2
1
8

1
,
2
2
8

0
.
8

0
.
0

1
,
4
1
2

1
,
4
4
3

2
.
2

0
.
8

1
,
4
8
7

1
,
5
0
7

1
.
3

0
.
6

Ａ
1
,
7
4
6

1
,
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賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

第
４

表
①

　
一

般
労

働
者

及
び

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

賃
金

上
昇

率
（

男
女

別
内

訳
）

性

ラ
ン
ク

産
業
計

製
造
業

卸
売
業
，
小
売
業

学
術
研
究
,
 
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス

業
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,
 
娯
楽
業

医
療
，
福
祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

女

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

男 　 　 女 　 　 計 男

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額
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賃
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率

第
４

表
②

　
一

般
労

働
者

及
び

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

賃
金

上
昇

率
（

一
般

・
パ

ー
ト

別
内

訳
）

就
業

形
態

ラ
ン
ク

産
業
計

製
造
業

卸
売
業
，
小
売
業

学
術
研
究
,
 
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス

業
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,
 
娯
楽
業

医
療
，
福
祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

パ ー ト

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

一 般 パ ー ト 計 一 般

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額
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（
資
料
注
）
第
４
表
①
、
②
の
集
計
労
働
者
3
0
,
5
3
3
人
の
う
ち
、
本
表
の
集
計
対
象
と
な
る
令
和
３
年
６
月
と
令
和
４
年
６
月
の
両
方
に
在
籍
し
て
い
た
労
働
者
は
2
5
,
6
0
9
人
（
8
3
.
9
％
）
。

第
４

表
③

　
一

般
労

働
者

及
び

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

賃
金

上
昇

率
（

令
和

３
年

６
月

と
令

和
４

年
６

月
の

両
方

に
在

籍
し

て
い

た
労

働
者

の
み

を
対

象
と

し
た

集
計

）

性

就
業

形
態

ラ
ン
ク

産
業
計

製
造
業

卸
売
業
，
小
売
業

学
術
研
究
,
 
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,
 
娯
楽
業

医
療
，
福
祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

計 男

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

女 一 般 パ ー ト

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率
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施
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注
）
「
そ
の
他
」
に
は
、
前
年
に
は
賃
金
引
上
げ
を
実
施
し
な
か
っ
た
事
業

所
や

、

　
　
　
会
社
の
設
立
が
前
年
の
た
め
賃
金
引
上
げ
を
行
う
の
は
今
年
が
初
め
て

で
あ

る
事

業
所

が
該

当
す

る
。

Ｄ 計

ラ
ン

ク
１

～
６

月
に

賃
金

引
上
げ
を

実
施

し
た

事
業
所

賃
金
引
上
げ
の
実
施
時
期
は
、

昨
年

と
比

較
し

て

Ａ Ｂ Ｃ
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（

注
）

事
由

１
　

昨
年

同
様

、
７

月
以

降
実

施
の

予
定

　
　

　
事

由
２

　
昨

年
は

１
～

６
月

に
実

施
し

た
が

、
今

年
は

７
月

以
降

実
施

の
予

定

　
　

　
事

由
３

　
昨

年
は

実
施

し
た

が
、

今
年

は
凍

結
の

予
定

　
　

　
事

由
４

　
昨

年
は

実
施

し
て

い
な

い
し

、
今

年
も

実
施

し
な

い
予

定

　
　

　
事

由
５

　
昨

年
は

実
施

し
な

か
っ

た
が

、
今

年
は

７
月

以
降

実
施

の
予

定

参
考

２
　

事
由

別
賃

金
改

定
未

実
施

事
業

所
割

合

ラ
ン

ク

産
　

　
業

　
　

計
製

　
　

造
　

　
業

卸
売

業
，

小
売

業
学

術
研

究
,
 
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

医
療

，
福

祉
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ａ ＢＡ Ｂ Ｃ Ｄ 計

ラ
ン

ク

Ｃ Ｄ 計

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

,
 
娯

楽
業
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１　パートタイム労働者比率

（％）

令和３年 令和４年

40.1 40.9

２　男女別労働者数比率

（％）

令和３年 令和４年

男性 42.1 42.0

女性 57.9 58.0

３　年間所定労働日数（事業所平均）

（日）

令和２年度 令和３年度

243.3 242.9

付表　労働者構成比率及び年間所定労働日数
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